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第1章 はじめに 

1.1. 目的 

一国の産業構造を高度化し安定した経済活動を維持するためには、経済の発展段階に応

じた適切な産業技術政策を実施することによって、企業活動を活性化し、加えて、産学官

に渡る効果的な連携を実現することが不可欠である。現在、逼迫する国の財政状況を受け

て研究開発に対する公的支援をどのように効果的に実現するか、政策の立案とその実施に

ついて更なる高度化を目指すために実証研究の必要性が増している。 

研究開発に対する産業技術政策の歴史を概観すれば、経済産業省（通商産業省時代を含

む）は、1960 年代から 70 年代にかけて、日本の欧米諸国へのキャッチアップを目指して

特定の技術分野を対象とした大型プロジェクト制度による支援を行なった（Freeman, 

1987; 沖本, 1991）。さらに、1980 年代以降、欧米からの基礎研究ただ乗り批判（藤末他, 

1999）もあり、キャッチアップ目的に加えて、中長期的な視点に立った基礎・基盤的な技

術開発について公的支援が展開された。1980 年代以降に実施された国家プロジェクトにお

いては、コンソーシアムとしての技術研究組合を中心に支援が実施されたが、その評価に

関しては、コンソーシアムに参加する企業間でのシナジー効果が十分でないという運営面

での課題と、当時の政府の委託研究の成果が国有特許となるため、専有可能性のある技術

が技術開発の対象となりにくいという制度面の課題が指摘されている（後藤, 1993）。 

1990 年代の後半以降、バブル崩壊にともなう経済の低迷を受けて、公的支援による研究

開発をどのように効果的に運営するか、制度面からの見直しが行われ、各プロジェクトに

対する評価制度の導入、また、産学連携の活性化に向けた日本版バイ・ドール条項の制定

など、一連の改革が進められた。経済産業省においては、2001 年に研究開発プロジェクト

を政策目標ごとに分類し、具体的な研究開発支援を成果の市場化に必要な関連施策（規制

改革、標準化等）と一体的に運営する目的で研究開発プログラム制度を導入し、技術開発

を主たる目的とした従来の技術政策は、政策目的を実現するための公的支援へと大きく転

換することとなった（経済産業省, 2008）。 

また、近年、産業技術政策が対象とする企業の研究開発活動において大きな変化が生ま

れている。従来のキャッチアップ段階においては、企業が競争力の獲得のために必要とす

る技術、また、それを実現するための研究開発の方向性は相対的に明らかだった。一方、
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キャッチングアップの終了とともに、企業には従来の延長線上にない市場価値を創造する

ことが求められており、新しい製品・サービスを実現するために、企業は自社の枠を越え

て他組織と連携し、柔軟に外部資源を活用するオープンイノベーションの取り組みを活発

化させている（Chesbrough, 2003; 経済産業省, 2009a; 元橋他, 2012）。その流れを受け

て、研究開発における公的支援においても、産学官連携によるコンソーシアム型研究開発

への関心が高まり、企業が国家プロジェクトへの参加を考える際も、企業はその機会を外

部資源との効果的な接触の場と位置付ける傾向が強くなっている（経済産業省, 2009b）。

このような現状に対して、多様な形態で実施されるコンソーシアム型研究開発プロジェク

トに対して、それらが実際にどのように機能し、政策目的に貢献しているか否かを明らか

にする実証研究の試みはその端緒についたばかりである。 

公的支援によるコンソーシアム型の研究開発プロジェクトを推進する新エネルギー・産

業技術総合開発機構（以下、NEDO という）は 1980 年に設立されて以降、産業技術政策

の中でエネルギーや産業技術関連の国家プロジェクトを実施してきた。前述した経済産業

省の政策転換を反映して、NEDO には従来と比較してより実用化に向けたプロジェクト運

営が求められることになり、2003 年の独立行政法人化に当たっては、本来的にリスクが高

い研究開発プロジェクトの運営について民間の能力を活用し、効果的にプロジェクトを実

施し、その成果を実用化につなげる機関と位置付けられた。その結果、NEDO は、プロジ

ェクトの実施において、サプライチェーンを意識した垂直型研究体制の導入（経済産業省, 

2004）、プロジェクトの事前・中間・事後・追跡の各段階での評価の導入など、研究成果

の実用化を意識したプロジェクト運営を実施してきている（佐野, 2008）。また、NEDO

のプロジェクト運営においては、産学官連携等によるオープンイノベーション効果の実現

等、効率的なプロジェクト運営により、成果を最大化することが求められている。 

このように研究開発への公的資金の投入としては、経済産業省・NEDO が行う公的支援

にみられるように、基礎・基盤的な研究開発に加え、実用化・事業化を狙うプロジェクト

まで、現在、多様な支援が展開されている。一方で、プロジェクトの成果について中核的

な役割を果たす研究開発体制の選定に関しては、企業が独自資金によって推進する研究開

発の場合、企業利益の確保の視点から最適な研究開発体制が構築される。しかし、経済産

業省・NEDO が実施するコンソーシアム型プロジェクトの場合、本来、公的支援の根拠と

して基礎・基盤的な研究開発における市場の失敗が前提とされており、選定される研究開

発体制が必ずしも個別企業の利益確保の視点から最適化されているわけではない。 
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プロジェクトの設計と運営において過度に企業利益を重視するならば、プロジェクトに

よる活動内容は企業独自によって実施可能となり、公的支援の社会的意義は相対的に薄れ、

日本の研究開発の投資効率を全体として低下させる可能性がある。一方で、プロジェクト

の設計と運営において、研究開発における基礎・基盤的要因の育成を重視し、過度に科学

技術の社会インフラとしての側面を追求する場合、企業のプロジェクト参加へのインセン

ティブを弱め、その結果、公的支援による企業の研究開発に対するレバレッジ効果を低下

させ、支援による経済的な波及効果が小さくなる可能性がある。 

このような観点からは、選定される研究開発体制がどのように日本の科学技術の全体的

水準の向上とプロジェクト参加企業の経済利益の追求に貢献しているか、実証的に明らか

にする必要が生まれる。もとより、日本のイノベーションシステムにおいては、基礎・基

盤的な研究開発－国家レベルでの科学技術の高度化－、また、実用化・事業化－企業レベ

ルでの経済効果の追求－という異なる政策目的のために研究開発に対する公的支援が実施

されている。本研究は、コンソーシアム型プロジェクトにみられる多様な研究開発体制が

参加企業の経済的利益とプロジェクトに対する社会的評価に及ぼす影響を俯瞰的に観察す

ることによって、政策目的としての公共期待の実現と企業利益の追求が一国のイノベーシ

ョンシステムにおいて、どのように調和的に実現されているか、明らかにする。さらに、

政策担当者とプロジェクトの運営者が公共期待の実現と企業利益の追求という異なる政策

課題に直面した時、それぞれの場合に選定するプロジェクトの研究開発体制が政策目的か

らみて妥当なものであるか否か、実証分析に基づいて考察する。 

 

 本研究は、相互に関連する 4 つの事例分析で構成し、それぞれの分析から得られる知見

に基づき、NEDO プロジェクトに代表される日本のコンソーシアム型の研究開発プロジェ

クトの設計と運営に関し、経済学、社会学、及び経営学（マネジメント）の視点から多角

的に分析を進め、研究開発に関する公的支援の在り方について政策的含意を明らかにする。

具体的には、以下の事例分析を実施する。 

第一の事例分析の目的は、コンソーシアム型の研究開発プロジェクトが企業利益に貢献

することを企業による短期的な成果としてとらえ、短期的成果としての上市・製品化につ

いてプロジェクトの費用対効果を明らかにする。本研究では、NEDO が実施した企業への

追跡調査を利用して、企業がプロジェクトの中で行う研究開発体制（集中研、企業間の垂

直連携と水平連携、産学連携）がプロジェクトの成果（成果の上市・製品化・非実施、ま
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た、研究開発の中止・中断）にどのような影響を与えているか、定量分析を行ない、コン

ソーシアム型の研究開発プロジェクトを有効に機能させるための方策を検討する。 

第二の事例分析の目的は、コンソーシアム型の研究開発プロジェクトが参加企業の中長

期的な企業利益に及ぼす効果を明らかにすることである。目的とする産業技術政策を効果

的に実現するためには、個々のプロジェクトが参加企業の研究開発能力の向上や人材育成

に貢献することが必要である。そこで、プロジェクトが企業の研究開発に関する吸収能力

（Absorptive Capacity）（Cohen and Levinthal, 1990））に及ぼす影響についての事例分

析を行う。本分析では、Zahra & George（2002）が提案している、吸収能力を外部の知

識獲得と知識吸収の能力を表す「潜在吸収能力：Potential ACAP」と知識転換と知識利用

の能力を表す「実現吸収能力：Realized ACAP」に区分する分析手法を採用し、公的支援

が企業の吸収能力や人材育成に対して、どのような要因が影響を与えているかについての

定量分析を行なう。 

第三の事例分析の目的は、NEDO の公的支援プロジェクトがどのような視点から社会的

に評価されているか示し、プロジェクトに対して産業／学界／社会から寄せられている期

待の内容を明らかにすることである。研究開発についての公的支援の有効性を考える場合、

プロジェクトが企業の上市・製品化を通じて企業利益にどのような影響を与えたのかとい

う視点に加え、プロジェクトに対して社会一般からどのような期待が寄せられ、それらが

どのように実現されているのか、明らかにすることが求められる。本研究は、NEDO プロ

ジェクトの事後評価結果の分析を行ない、評価者がどのような視点から NEDO プロジェ

クトを評価し、それが評価結果にどのような影響を与えているのか、観察し、さらに研究

開発体制の選択等、研究開発マネジメントが評価結果に及ぼす影響を明らかにする。評価

結果の分析にあたっては、社会学調査手法の一つであり、質的分析手法においてその有意

性が認められているグラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA：Grounded Theory 

Approach）を用いる。 

第四の事例分析では、実際に NEDO プロジェクトに参加した企業担当者に対するイン

タビュー結果を利用して、第一から第三の事例分析の分析結果について補完的な考察を行

う。具体的には、企業におけるコンソーシアム型プロジェクトの短期的成果としての上市・

製品化についての費用対効果、及び、中長期的な成果としての吸収能力や人材育成効果、

さらにはプロジェクト評価に対する分析結果を補完するために、企業担当者から、プロジ

ェクトに対する企業現場の活動状況、また、それに伴う経済環境に関する詳細を把握し、
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得られた定性情報を総合的に解釈することによって、主として、参加企業の視点から公的

支援による研究開発プロジェクトに対する望ましい対応策を明らかにする。 
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1.2. 分析手法と対象プロジェクト 

本研究の前半では、公的支援による研究開発プロジェクトが企業活動にどのような影響

を与えるか、特に、プロジェクトの研究開発体制がプロジェクトの終了後の研究開発成果

の上市・製品化、プロジェクト終了後における研究開発の中止・中断・非実施、あるいは

企業の吸収能力やプロジェクトの評価結果にどのような影響を与えたか、その効果をみる

ためには、個別プロジェクトに参加する企業が推進した研究開発体制を正確に把握する必

要がある。コンソーシアム型プロジェクトの場合、全ての参加機関が共同で一つの研究開

発テーマを実施しているプロジェクトや複数の研究開発テーマが同時並行で進められ ,複

数の研究開発テーマの集合体をプロジェクトと称している。 

本研究においては、プロジェクトにおいて特定の研究開発テーマを共同で実施する組織

単位を研究開発ユニットとして定義し、先ず、分析対象とするプロジェクトをその研究開

発テーマに応じて複数の研究開発ユニットに分割する。次に、個別の研究開発ユニットに

注目し、特定ユニットに参加する企業が、どのような研究開発体制によって開発を推進し

ているか判別する（図表 1-1）。企業が行うコンソーシアム型プロジェクトの研究開発体制

を構成する組織形態としては、大学や独立行政法人の研究所に多くの企業や研究機関が集

まって研究を実施する集中研方式の他、複数の企業が川上・川中・川下の縦方向で連携す

る垂直連携、川上・川中・川下の同一区分の企業が連携する水平連携、加えて、企業が大

学や独立行政法人の研究機関などの公的研究機関と連携して実施する産学連携がある。プ

ロジェクトを構成する研究開発ユニットが採用する組織形態を観察することで、企業が行

うコンソーシアム型プロジェクトにおける固有の研究開発体制の内容を特定化することが

出来る。 

図表 1-1 コンソーシアム型プロジェクトの分析の考え方 

プロジェクト

集中研

大学b

企業A（川上・材料）

企業C（川中・中間装置）

企業D（川下・デバイス）

ユニット②

企業H（デバイス）

ユニット① ユニット③

企業B（川上・材料）

研究開発テーマ①-１

研究開発テーマ①-２

研究開発テーマ①－３

水
平
連
携

垂
直
連
携

研究開発テーマ②

水
平
連
携

企業E（川上・材料）

企業F（川上・材料）

企業G（川上・材料）

（独）研究機関a

大学c

研究開発テーマ③
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本研究では、コンソーシアム型プロジェクトにおいて、企業が外部組織と連携すること

によってどのような効果が発生するか、明らかにするため、サイエンス型産業に分類され

る材料分野とライフサイエンス分野を対象に分析を進める。当該分野は大学や国立研究所

などの研究成果が製品の実用化に直結する特性を持っており、そのために、多くの産学連

携が認められると同時に、企業の研究開発の推進にあたって集中研、垂直連携、水平連携

のさまざまな研究開発体制が採用されている。 

分析対象とするプロジェクトは、NEDO が実施したナノテクノロジー・材料分野（以下、

材料分野）の 27 プロジェクトとライフサイエンス分野の 21 プロジェクトの合計 48 プロ

ジェクトである。当該分野のプロジェクトは他分野と比較して、産学連携や企業の垂直連

携など多様な研究開発体制によって運営されており、また、基礎・基盤的な研究から実用

化に向けた研究まで、さまざまなプロジェクトが含まれているため、本研究目的に適した

研究対象分野である。分析対象としては、1999 年度に立ち上げられたプロジェクトが一番

古く、一番新しいものは 2006 年に立ち上げられたプロジェクトである。プロジェクトの

規模としては、予算総額は 3 億円～120 億円、プロジェクトへの参画機関も 1～72 機関と

非常に多様である。 

材料分野で分析対象としたプロジェクトには、2001 年度~2005 年度の第 2 期科学技術

基本計画（内閣府, 2001）でナノテクノロジーが重点推進分野に位置付けられて以降のプ

ロジェクトが多くみられ、ナノカーボン、ナノガラス、ナノメタル、精密高分子、ナノコ

ーティング、ナノ機能合成といったナノテクノロジーの研究の底上げを図るための基礎・

基盤的な研究開発プロジェクトが対象となっている。さらに、同分野に関しては、2003

年度に、「比較的短期に実用化を見込む経済活性化プロジェクト（Focus21）」やナノテク

ノロジーを具体的な製品に結びつけるために垂直連携体制による研究開発も多く実施され

ており、同分野においては基礎・基盤的な研究開発から川下側との垂直連携など、多様な

組織形態を持つプロジェクトが分析対象となっている。 

同様に、ライフサイエンス分野においても、DNA、RNA タンパク質発現、糖鎖、再生

医療といった基礎・基盤的な研究開発に関するプロジェクトを始め、バイオ研究を医療用

途に用いるための開発、バイオ技術の発展を支える解析技術・装置・ソフトウェア開発、

また、化学工業プロセスのバイオプロセスへの転換やバイオプロセスによる化学物質の合

成技術などの実用化に近い技術開発など、多様なプロジェクトが含まれている。 
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図表 1-2 に、材料分野とライフサイエンス分野に追跡調査対象企業の従業員数の分布を

示す。両分野の比較では、ライフサイエンス分野の方が小規模の従業員数の企業の参加が

多く、材料分野の方が大規模の企業の参加割合が比較的大きい。 

  

図表 1-2 追跡調査対象企業の従業員数 
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1.3. 構成 

本研究の構成は次の通りである。 

第 2 章では、本研究の目的とその意義を明確化するために，日本の産業技術政策の変遷

と日本における研究開発に対する公的支援の概要、海外における研究開発に対する公的支

援との比較、加えて、NEDO の産業技術政策上の役割と NEDO が実施する評価について

整理する。 

第 3 章では、研究開発におけるコンソーシアム型研究開発プロジェクトの評価、公的支

援が企業の吸収能力に与える影響、公的支援における研究開発評価についての先行研究を

整理し、本研究の位置付けを明確化する。 

図表 1-3 第 4 章～第 7 章の研究の位置付け、分析単位と分析手法の関連図 
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第 4 章～第 7 章については、図表 1-3 に示す通り、相互に関連した事例分析を実施する。

先ず、第 4 章、第 5 章においては、経済学の分析方法を用いて、コンソーシアム型のプロ

ジェクトが参加企業の企業利益に及ぼす影響についての分析を行う。 

第 4 章においては、コンソーシアム型の研究開発プロジェクトが有効に機能しているか、

短期的な成果としての上市・製品化に関する費用対効果の観点から経済分析を行う。

NEDO の追跡調査結果を活用して、公的支援を受けたコンソーシアム型プロジェクトにお

ける研究開発体制（集中研の構築、企業間の垂直連携と水平連携、産学連携）が短期的な

視点として、プロジェクトの成果（成果の上市・製品化・非実施、また、研究開発の中止・

中断）にどのような影響を与えているか、定量分析を行ない、コンソーシアム型の研究開

発プロジェクトを有効に機能させるための方策を検討する。具体的には、企業の川下との

垂直連携が上市・製品化に有意に作用していること、水平連携が、上市・製品化に対して

ネガティブに作用していること、集中研については、集中研にみられる水平連携がプロジ

ェクト終了後の企業パフォーマンスにネガティブな影響を与えていること、産学連携には、

プロジェクト終了後に研究開発が継続され、上市・製品化にも貢献するというポジティブ

な傾向がみられることを明らかにする。 

第 5 章では、コンソーシアム型の研究開発プロジェクトが参加企業に及ぼす効果を中長

期的な視点から分析する。NEDO の実施する追跡調査結果を利用して、公的資金が企業の

吸収能力や人材育成効果に及ぼす影響を分析する。具体的には、潜在吸収能力を向上させ

るためには、他機関からの技術獲得に関する企業の参加動機が重要であること、企業間の

連携よりも産学連携が有効であること、他機関からの技術獲得の期待が高い場合には集中

研がポジティブに作用していないこと、を明らかにする。同様に、実現吸収能力を向上さ

せるためには、対象となる研究開発についての企業の技術的な位置付けが大きく影響し、

他機関との技術比較に優れる技術や社内で重要な技術については、実用化に向けた活動が

活発化した結果、実現吸収能力を高めることを示す。 

第 6 章では、公的支援によるプロジェクトが社会からどのような期待を寄せられ、具体

的にどのように評価されているか明らかにし、NEDO プロジェクトが異なる政策目的の実

現に対して果たしている役割を示し、その課題を考察する。具体的には、プロジェクトが

選定する研究開発体制が評価結果に及ぼす影響を分析することによって、研究開発体制が

プロジェクト単位の評価結果にどのような影響を与えているか示し、その結果を第 4 章と

5 章に示した研究開発体制が企業利益に与える影響と比較することを可能にする。プロジ
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ェクト評価においては、公共期待の実現につながる革新的成果、基盤技術の構築、また、

実用化・事業化のシナリオが重視されること、関連して、集中研と水平連携の選択が評価

を高める傾向にあること、一方、垂直連携という選択は、NEDO プロジェクトに寄せられ

る公共期待、すなわち、革新的成果、基盤技術の構築に対して有意に貢献しておらず、対

照的に、産学連携は基盤技術の構築や革新的成果に貢献していることを明らかにする。 

第 7 章では、経営学（マネジメント）の視点から、NEDO プロジェクトに参加した企業

の担当者に対するインタビュー結果を利用して、第 4 章から第 6 章の事例分析について、

補完的な考察を行う。特に、プロジェクトに参加した企業担当者から、上市・製品化、あ

るいは、非実施・中止・中断に至った要因やプロジェクトにおける連携効果等について詳

細な経緯を把握することによって、分析を深化する。 

第 8 章では、第 4 章～第 7 章の結果について政策科学の視点から総合的に考察する。日

本の研究開発に対する公的支援は、基礎・基盤的な研究開発－国家レベルでの科学技術の

高度化－、また、実用化・事業化－企業レベルでの経済効果の実現－という異なる政策課

題を目的としている。政策担当者と運用を担当する NEDO は、プロジェクトの研究開発

体制を政策目的に応じて選定することによって、日本のイノベーションシステムにおいて、

公共期待の実現と企業利益の追求を調和させている。国家レベルでの科学技術の高度化－

公共期待の実現に向けて、企業間の水平連携、集中研、また、産学連携という組織形態を

活用し、さらに、企業利益の追求のために企業間の垂直連携を導入するという政策決定に

は一般的な妥当性が認められる。加えて、本研究では、研究開発体制の選択の効果を定量

分析により詳細に観察することにより、異なる政策目的の実現のためにどのようにプロジ

ェクトを設計・運営することが望ましいのか、政策担当者、運用者、また、プロジェクト

参加企業に対する一連の政策・戦略含意を明らかにする。  
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第2章 日本の産業技術政策の変遷と研究開発に対する公的支援の概要 

本章では，日本の産業技術政策の変遷と公的支援（2.1）に加えて、海外における研究開

発に対する公的支援との比較（2.2）、NEDO の歴史と産業技術政策上の役割（2.3）と NEDO

における研究評価（2.4）について整理する。 

2.1. 日本の産業技術政策の変遷と公的支援 

戦後の日本は、アメリカから 10 年から 30 年以上遅れていた産業技術基盤を挽回すべく、

政府はキャッチアップのための一連の政策策定を行った。工業技術院の前身となる工業技

術庁では、1951 年度から指定研究（日本経済の現状に照らして最も重要かつ緊急な課題を

工業技術庁長官が指定して予算と研究員を重点的に割り当てるもの）と共同研究（指定研

究の中で複数の研究所が共同して総合的・多角的に研究するもの）を実施し、重点分野に

対する集中的研究開発を開始した（塚原・鎌谷, 1995）。この流れの中に、民間企業への助

成によって研究開発を重点化する構想があり、研究開発に対する大型プロジェクト制度が

産業構造調査会産業技術部会から提案された（塚原・鎌谷, 1995）。大型プロジェクト制度

においては、産業面から開発が特に急がれ、技術面での波及効果の大きい技術が重点的に

取り上げられ、重要性・緊急性の高いテーマを選定し、国の資金により研究開発が進めら

れた（塚原・鎌谷, 1995）。 

さらに、大型プロジェクト制度の効率的な実施のために、鉱工業技術研究組合法に基づ

く鉱工業技術研究組合制度が創設された。同制度は、（i）国際的にみて研究投資が少なす

ぎる、（ii）中小規模の企業が乱立し、少ない研究投資が分散して無駄な重複が多い、（iii）

企業の資力に余裕がなく、短期間に効果が期待できる場当たり的研究に終始しがちである、

（iv）産業間・企業間の技術格差が大きいため、業界全般の足並みがそろわず、技術水準

の引き上げにも支障が多い、といった課題に対応して、創設された制度であり、研究開発

委託の受け皿として機能し（塚原・鎌谷, 1995）、以降で実施される研究開発の多くは技術

研究組合を中心に研究開発が実施されることとなった。 

大型プロジェクトの立案においては、通商産業省の担当課と工業技術院が、（i）テーマ

の選定、（ii）プロジェクトの規模の決定と予算化、（iii）参加企業を公募、選定して（の

ちには技術研究組合を設立させて）委託研究を締結する、という段階を踏むことになるが、
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それぞれの段階の間で両者における密接なやりとりがあった（勝本, 2004）。担当課がプロ

ジェクトのテーマを挙げ、ある程度、具体化した後に工業技術院に移管されて予算要求、

基本計画の策定、参加企業の選定を行うが、通商産業省、国立試験研究機関、関係業界の

間ではプロジェクトの内容を巡って意見の違いや、参加企業の間に思惑の相違がある場合

もみられプロジェクトの立案プロセスは複雑なものであった（勝本, 2004）。 

1970 年代には、高度成長が一つのピークに達したが、1973 年、1977 年の二度にわたる

オイルショックにより、エネルギー問題が顕在化し、その対策のために 1974 年にサンシ

ャイン計画、1978 年にはムーンライト計画が発足した。 

 1980 年代に入ると、GNP が世界の一割を占めるようになり、キャッチアップの時代か

ら、経済大国としての国際対応が求められるようになった。特に、日米貿易摩擦を背景に、

研究開発支出における基礎研究の割合が、米国やその貿易相手国に比べてはるかに少ない

とアメリカから基礎研究ただ乗りとの批判を受けた（藤末他, 1999）。このような批判への

対応として、文部科学省では、科学技術振興調整費の整備や ERATO 制度の新設などを行

ない、経済産業省においては、基礎研究への取り組みを強化する目的で、1981 年に「次世

代産業基盤技術研究開発制度」を発足させた。同制度においては、次世代産業の確立に不

可欠な革新的基盤技術として、新材料、バイオテクノロジー及び新機能素子の 3 分野につ

いて、革新的な産業技術の実用化の可能性が期待される 12 テーマが選択され、産業技術

の実用化の可能性が明らかになるまで研究開発を行うこととなった（藤末他, 1999）。 

 一方、1980 年代後半になると、大型プロジェクト制度を含めた研究開発コンソーシアム

の効果が低下しているとの批判が行われるようになった（勝本, 2004）。その背景として、

日本企業の体力の向上により、研究開発コンソーシアムに参加するメリットが相対的に低

下したこと、日本の研究開発がキャッチアップ型からフロントランナー型にシフトしたこ

と、政府型の研究開発支援が基礎研究よりにシフトしたことが指摘されている（勝本, 

2004）。 

1980 年代末には、1989 年からの地球環境技術に係る研究開発制度、さらに、1993 年か

らは、サンシャイン計画、ムーンライト計画と地球環境技術開発計画が統合され、ニュー

サンシャイン計画として再出発する（藤末他, 1999）など、制度の統廃合を繰り返しなが

ら公的資金による研究開発の支援が続けられた。 

 1990 年代を迎え 1995 年には、日本の科学技術を効果的・効率的に推進すべく、科学技

術基本法が制定された。同法は、科学技術のキャッチアップ時代の終焉と未開の科学技術
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分野への挑戦、エネルギー環境問題、少子高齢化対策、産業の空洞化などに対する科学技

術の貢献を目的に策定された。1996 年には、科学技術基本法に基づき、第 1 期の科学技

術基本計画が制定された。同計画においては、基礎研究の拡充、競争的資金の拡充、研究

基盤の整備に加えて、研究開発評価の導入が初めて定められた（内閣府, 1996）。1997 年

には、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針（内閣

府, 1997）」が制定され、国の研究開発プロジェクトの評価がスタートした。 

また、1998 年の「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に

関する法律」に基づく、多くの大学における技術移転機関（TLO：Technology Licensing 

Organization）の設置、1999 年の日本版バイ・ドール条項の制定や、2003 年の国立大学

法人法の制定による、国立大学の法人化など、産学連携を活性化させる一連の施策が実施

された。国立大学の法人化については、運営費交付金の減少や特定の大学への偏りが生じ

たこと（佐和, 2011）や運営費の減少により、大学の基本的な研究活動を制約する結果に

つながる（吉田, 2007）など負の側面も指摘されているが、産学連携は着実に活発化され

てきている（文部科学省, 2008）。 

 経済産業省においては、市場環境、産業構造の変化、国際的な情勢に対応して、様々な

形で従来の国家プロジェクトを見直し、産業政策を再編してきている。バブル崩壊後の景

気低迷の流れを受けて、第 2 期科学技術基本計画（内閣府, 2001）で重点分野に定められ

た、ライフサイエンス、情報通信など重点 4 分野において、比較的短期間に実用化が見込

まれ、民間企業のコミットメントが得られた研究開発を支援する経済活性化プロジェクト

「フォーカス 21」の実施（NEDO, 2010）、アメリカの国家ナノテクノロジーイニシアテ

ィブに対応した一連のナノテクノロジー政策（経済産業省, 2005a）、また、IMEC1や

Albany2といった国際的な研究開発拠点形成の流れに対応したつくばイノベーションアリ

ーナ構想（経済産業省, 2009a）、基礎研究の不足に対応した未来開拓研究（経済産業省, 

2012a）など政策目的の実現のためにさまざまな形での公的支援が展開されてきている。   

                                                      
1 ベルギーのフランダース州にある先端半導体開発拠点。参加企業に対して、世界中の企業に対し、

共有知財＋占有知財の拡張モデルの提示や半導体デバイスのみならず、ワイアレス、バイオエレ、

太陽電池まで幅広い国際共同研究プログラムを提案することで、世界中から民間資金と人を集約。

日本からも多くの半導体メーカー、部材・装置メーカーが参加（経済産業省, 2009a）。 
2 ニューヨーク州政府の資金援助の下、IBM、SEMATECH、アプライドマテリアル、東京エレク

トロン、ASML、東芝、NEC 等が参加する最先端 LSI 開発の一大拠点（経済産業省, 2009a）。 
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2.2. 海外における研究開発に対する公的支援との比較 

本節では、欧米を中心とした海外の公的支援施策の流れについて整理する。 

米国では、日本の産業技術政策で支援される政策内容は、民間企業が独自に実施すべき

活動内容とされていた（沖本, 1991）。しかし、日本からのキャッチアップの進行や貿易赤

字と財政赤字による双子の赤字への対策を政府に求めるために、1985 年に産学官の有識者

によって組織された競争力評議会は、レーガン大統領に米国の産業競争力に関する提言報

告書であるヤング・レポートを提出した。同報告書においては、研究開発税制の優遇措置

の拡大、共同研究に関する独占禁止法の障壁撤廃、知的財産の保護強化、赤字の解消、政

府・産業界・労働組合との間の実効性ある対話等の提案が行われ、その後の米国の科学技

術・イノベーション政策に大きな影響を与えた（文部科学省, 2008）。 

 同時に、米国は、新たな先端技術のフロンティアに対する取組も加速させた。アメリカ

の研究開発支援の重要な枠組みとしては、以下の 4 つがあり、米国政府は積極的にイノベ

ーションに対する関与を強めてきた（岡田, 2004; 宮田, 2011）。 

（ i）バイ・ドール法：1980 年に制定された米国特許商標法修正条項（Patent and 

Trademark Act Amendments of 1980）であり、大学が米国政府の資金を使って研究した

際の成果物の特許を政府でなく大学が所有できるようにした法律。 

（ii）CRADA：CRADA（Cooperative Research and Development Agreement）は、政

府関連の研究機関から民間企業への技術移転契約。 

（iii）SBIR/STTR：SBIR（Small Business Innovative Research）/STTR（Small Business 

Technology Transfer）は、1982 年に法制化された、ベンチャー支援のための資金提供プ

ログラム。 

（iv）ATP：ATP（Advanced Technology Program）は、民間企業による商用化目的の先

端技術研究開発への支援プログラム。National Institute of Standards and Technology

（NIST）が管理・運営を実施。 

 その後も、クリントン政権における国家ナノテクノロジーイニティアティブやオバマ政

権でのグリーンイノベーションなど、イノベーションに対する積極的支援を続けてきてい

る。2007 年 8 月には、米国競争力法が制定され、同法は、中国やインドの急速な経済発

展等により国際競争がますます激化する中で、米国の競争力優位のためにに、研究開発に

よるイノベーション創出の推進や人材育成への投資促進、及びこれらのための政府予算の
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大幅増加を一体的に取りまとめたものとなっている（文部科学省, 2008）。この背景には、

近年、新興国の急速な発展や世界的な競争の激化に伴い、競争力強化の必要性が強く認識

されていることが挙げられる。 

こうしたイノベーション政策の結果、医療分野においては、保健福祉省に属する研究機

関である国立衛生研究所（National Institutes of Health）が年間約 300 億ドルの医療関

連分野に資金提供を行ない、アメリカは、医療分野において圧倒的な優位性を有するに至

っている（文部科学省, 2008）。また、極めてハイリスクであるがインパクトの大きい研究

開発に資金支援を行う DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency：アメリカ

国防高等研究計画局）モデル3はイノベーションを創出する優れた手法として注目を集めて

いる（経済産業省, 2014）。 

 欧州においては、ナショナル・イノベーション・システムに関する研究の進展とイノベ

ーションに対する政府関与の必要性から、1980 年代にアメリカ企業を相手に国際競争を戦

い抜くために企業の大規模化を促進することを中心とした産業政策から、「産業分類の境界

を超えた共同研究プロジェクト」と「標準化によるプロジェクト成果のグローバル展開」

を基軸とするオープンイノベーション型のシステムに転換を行った（立本他, 2010）。特に、

大規模イノベーションシステムとして大きな影響を与えているのは、1984 年発足の

Framework Programme と 1985 年発足の欧州先端技術共同研究計画（EUREKA： 

European Research Coordination Action）である。この二つのイノベーションプログラ

ムのキーワードは、経済成長と雇用創出であり、そのために産学官の共同研究を大規模に

推進する体制が整えられた（立本他, 2010）。 

欧州全体での研究開発支援については、第 7 次 Framework Programme（FP7）は年平

均 76 億ユーロと過去最大規模となっているなど、2000 年のリスボン宣言以降、強化され

る傾向にある（立本他, 2010）。FP7 の後継プロジェクトである Horizon2020 は 2014 年

から開始された FP7 の後継プログラムであるが、全体の予算は、FP7（532 億€）に比べ

大幅な増額（770 億€）となっている。 

 

  

                                                      
3 DARPA の主な活動は最先端科学技術の軍事技術への転用。DARPA には、95 名のプログラムデ

ィレクターがおり、その権限の下で、軍や科学技術基金などの組織が投資を行わない隙間への投資

を積極的に行う。DARPA のプロジェクトからインターネット、GPS システム、お掃除ロボットな

どが、民間転用されて大きなイノベーションを実現している（経済産業省, 2014） 
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2.3. NEDO の歴史と産業技術政策上の役割 

NEDO は 1970 年代に世界を襲った 2 度のオイルショックへの対策の中で、1980 年 10

月、当時の石炭鉱業合理化事業団が抜本的に改組され、石油代替エネルギーの開発を総合

的に推進する機関、新エネルギー総合開発機構として発足した（NEDO, 2000）。石炭の液

化・ガス化や太陽熱、太陽光発電といった太陽エネルギー、地熱技術の確立などの石油代

替エネルギーの長期計画であるサンシャイン計画（1974 年～）や省エネルギー技術の長期

計画であるムーンライト計画（1978 年～）が推進されており、設立直後から、これらのエ

ネルギー国家戦略に沿ったプロジェクトを実施していた（NEDO, 2000）。NEDO の当初

のミッションは、過度な石油依存や中東依存という脆弱なエネルギー供給構造を是正して、

エネルギーの多様化と国産エネルギーの比重を高めていくために、官民の総力を結集し、

新しいエネルギー技術を開発することであった（NEDO, 2000）。 

1980 年代は、わが国の対米貿易黒字の急激な増加に伴い、日米間の貿易・技術摩擦の時

代であり、アメリカからは厳しい基礎研究ただ乗り論が出された。そこで、基礎研究が強

化され、（i）次世代産業基盤技術研究開発制度（1981 年）、（ii）民間企業の行う基礎的研

究への出融資による支援（1985 年）、（iii）特別認可法人基盤技術研究促進センターの設立

（1985 年）などの諸施策の他、1988 年には産業技術研究開発体制整備法が制定され、

NEDO の業務に産業技術に関する研究開発業務が追加され、新エネルギー総合開発機構は

新エネルギー・産業技術総合開発機構に改組された（NEDO, 2000）。この頃、日本は、バ

ブル景気を迎えており、企業は為替変動の影響を軽減するべく、さらなる国際競争力の向

上を求めていた時期であった。そこで、研究開発事業、国際共同研究助成事業、研究基盤

整備事業の 3 事業が NEDO に付与され、エネルギーと産業技術が NEDO の業務の両輪と

なった（NEDO, 2000）。この時期から、ナショナル・プロジェクトの企画・立案は通産省・

工業技術院が行い、運営は NEDO が担当する分業体制となった（沢井, 2011）。バブル崩

壊後、1993 年度には従来からの大型工業技術研究開発制度、次世代産業基盤技術研究開発

制度、医療福祉機器技術研究開発制度の 3 ナショナル・プロジェクトを統合した産業科学

技術研究開発制度、及び、サンシャイン計画とムーンライト計画を一本化したニューサン

シャイン計画が発足した（沢井, 2011）。この背景には、1990 年代に入って不況が深刻化

する中で民間企業における基礎研究が後退したため、これを補完する意味からも国立研究

所における基礎研究の継続が民間から求められたことがあげられる（沢井, 2011）。しかし
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1990 年代後半になっても景気低迷が続き、製造業の空洞化が深刻化する中で、欧米各国に

おける産業技術力強化の動きに対する危機感への高まりから、国内における雇用の増加を

もたらす新規産業の創出、研究開発の効率化・評価、産学連携・国内技術移転強化などの

イノベーションシステムの強化・見直しを目指す政策が積極的に展開されるようになり、

基礎シフトから実用化シフトへの産業技術政策の重心移動が再び生じた（沢井, 2011）。こ

うした中で 1995 年 11 月には議員立法である科学技術基本法が成立し、1996 年 6 月から

科学技術基本計画がスタートすることになる。1998 年には大学等技術移転促進法（TLO

法）の制定、1999 年には産業活力再生特別措置法（日本版バイドール法）によって国の委

託事業の研究成果に係わる特許権の民間移転の促進、2000 年 4 月制定の産業技術力強化

法によって産業技術力、技術経営力及び産学官の研究開発ネットワークの強化が目指され

た（沢井, 2011）。 

その後、政府の行政改革の一環として、特殊法人改革が着手され、2000 年の行政改革大

綱を経て、2001 年に中央省庁再編が行われ、政策の企画立案機能と実施機能を分離させる

という政府の基本方針に基づき、旧通商産業省工業技術院が実施していた研究開発に関す

るプロジェクトマネジメント機能は NEDO に移管され、通商産業省から姿を変えた経済

産業省の所管の下、2003 年 10 月、独立行政法人として新たなスタートを切った（NEDO, 

2010）。独立行政法人となり、事前・中間・事後・追跡の各段階における厳格な評価シス

テムの導入（佐野, 2008）に加えて、ナショナル・プロジェクトについては、事業終了後、

5 年経過後の時点での実用化達成率を 25％以上とするという目標が課せられている。 

プロジェクトの運営については、独立行政法人化に伴い、（i）テーマの選定、（ii）プロ

ジェクトの規模の決定、（iii）プロジェクトの予算要求（技術研究組合の立ち上げ）は、経

済産業省で実施され、それ以降の基本計画の策定、公募、研究開発体制の決定、運営、評

価といった機能については、NEDO に移管されている。 

NEDO のミッションとしては、我が国産業技術について、将来の新たな産業の核となる

技術シーズの発掘から、産業競争力の基盤となる中長期的プロジェクト、実用化開発まで

の各段階の研究開発を対象として、産学官の総力を結集して、イノベーションを実現する

こと、新エネルギー及び省エネルギー技術の開発と実証試験を通じて、新エネルギーの利

用拡大と更なる省エネルギーを推進し、エネルギーの安定供給と地球環境問題の解決に貢

献することを対象としている（NEDO, 2010）。しかし、1980 年代から 1990 年代に実施

した基礎シフト路線は、その後の長期不況の中で実用化シフトへと大きく舵を切っている
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が、現在、基礎・基盤的な研究開発と実用化・事業化を目指した研究開発は混在しており、

ナショナル・プロジェクトという共同研究開発を巡って、テーマ選定のあり方、メンバー

の構成、研究開発成果の評価のあり方についての模索が続けられている（沢井, 2011）。  
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2.4. NEDO における研究評価 

2003 年 10 月の独立行政法人化に伴い、NEDO は、実施する全ての研究開発事業につい

て、NEDO で評価を行うことを中期目標・中期計画で定めている。なお、独立行政法人が

運営管理する研究開発の評価については、独立行政法人通則法、国の研究開発評価に関す

る大綱的指針及び経済産業省技術評価指針に基づいて実施されており、国費が投入された

研究開発活動について、厳正な評価を実施することが求められている。このような目的・

理念の下、最新の動向を踏まえた客観的な評価を行うとともに、その評価結果を踏まえて、

継続、拡大、中止などの迅速な事業の見直しを行っている。 

NEDO のプロジェクト評価は、NEDO が定めるプロジェクト基本計画に基づき実施さ

れる研究開発事業に係る評価のことであり、その実施時期により、事前評価、中間評価、

事後評価及び追跡調査・評価に分類される。 

事前評価は、新規にプロジェクトを開始する際、立案のために当該事業の推進部署自ら

が行うものであり、目的や目標設定根拠の明確化、実施内容の重複排除等の目的をもって

プロジェクトの効率的かつ効果的な実施に資するべく行っている。 

中間評価と事後評価は、2001 年度から実施されており、中間評価は、プロジェクトの目

標達成度を把握するとともに、社会経済情勢等を踏まえた改善・見直し（継続・拡大・縮

小・中止等）の提言をするため、プロジェクトの研究開発期間が 5 年以上の場合は、研究

開発期間の中間年（概ね 3 年ごとを目処）に実施され、事後評価は、プロジェクト終了直

後（終了年の翌年を目処）に、実施される。プロジェクトの目標達成度や成果の意義等を

把握するために実施しており、評価結果を以後のプロジェクトの企画、運営管理に反映し

ていくよう努めている。 

基本的な手法は中間評価と事後評価とも同じであり、研究評価を統括する研究評価委員

会を NEDO 内に設置し、その下に評価対象プロジェクトごとに、当該技術に関する外部

の専門家、有識者等を評価委員とする研究評価分科会を設置している。この分科会におい

て十分に議論し評価したものを評価報告書（案）として取りまとめた上、研究評価委員会

に諮り、研究評価委員会での審議を経て評価報告書が確定される。 

評価に際しては、事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント、研究開発成果、実

用化・事業化の見通しという 4 つの評価項目と、それらを構成する評価基準を整理し、こ

れに基づき評価対象プロジェクトに適した評価基準・評価項目を設定している。 
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これらの評価項目・評価基準に基づいた定性的な評価を行うとともに、評価をできるだ

け分かりやすく、定量的に示すため、評価委員の作成する評価票には、コメントだけでは

なく、評価項目ごとに優、良、可、不可の 4 段階からなる評点法も採用している。評点法

による評点結果は優、良、可、不可をそれぞれ 3 点、2 点、1 点、0 点と換算して平均点を

開示している。 

中間評価については、中間評価で指摘を受けた全ての問題点の改善や、提言に対して、

プロジェクトへの反映を行っている。評価結果に対する具体策は、当該プロジェクトの推

進部門、企画調整部門との間で協議し、その対応についても公表しており、厳しい評価を

受けた場合には、研究開発の中止も視野に入れた抜本的な対応の検討も行っている。また、

事後評価については、その結果を類似プロジェクトや継続プロジェクトへの反映を行って

いる。 

さらに、NEDO では 2004 年度より、成果の国民への裨益状況の把握や、NEDO マネジ

メントの改善、プロジェクトの企画立案機能の向上を目的として、NEDO プロジェクト参

加機関に対しプロジェクト終了後、成果の実用化等に向けた活動を原則 5 年間、追跡調査

し、評価を行っている。 
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第3章 先行研究 

本章では、研究開発における公的支援に対する政策研究（3.1）、コンソーシアム型研究

開発プロジェクトの評価（3.2）、公的支援が企業の吸収能力に与える影響（3.3）、公的支

援における研究開発評価（3.4）についての先行研究を整理し、最後にまとめ（3.5）とし

て本研究の位置付けの明確化を行う。 

3.1. 研究開発における公的支援に対する政策研究 

 日本の産業技術政策において、経済産業省（通商産業省時代を含む）は、時代の変化や

企業ニーズに合わせて、企業の産業活動を支援してきた（経済産業省, 2009c）。1960 年代・

1970 年代における日本の欧米諸国へのキャッチアップに対しては、日本のナショナル・イ

ノベーション・システム（国の制度と慣行によって歴史的に形成される産業の主要プレー

ヤー（企業、政府機関、大学）間の相互作用）（Freeman, 1987; OECD, 1997; Lundvall, 2010）

の下、公的支援が大きな役割を果たしてきたと指摘されている（Freeman, 1987; 沖本, 

1991）。 

 研究開発に対する公的支援については、研究開発が公共財的な役割を持つこと、研究開

発が成功するかどうか、あるいは開発された技術が開発者にどのような利潤を生むかは事

前に知ることはできないという不確実性、研究開発により生産される知識ないしは情報は，

公共財的性格を有するため，それを開発者が専有することは難しいという専有不可能性、

あるいは、共同での開発を政府が負担すること利用や実施による学習（learning by using、

learning by doing）、製造者と利用者等の間の情報交換を通じた学習（ learning by 

interacting）といった学習曲線を低減させることが可能となる規模の経済性といった観点

から、市場の失敗が起こりうる場合に公的支援が必要であると整理され、公的支援が対象

とするべき技術分野は、基礎・基盤的な研究であることが望ましいとされる（伊藤他, 1984）。 

一方で、1980 年代頃から実施された基礎・基盤的な技術開発に対する公的支援について、

後藤（1993）は、1980 年代に実施された政府支援による技術研究組合での共同研究開発

が、実り多い研究開発を行うために効率的な方法ではなかったことを指摘した。具体的に

は、対象となる公的支援が補完的な能力を持つ企業による共同研究というよりも、情報交

換の場として機能していたこと、参加者間でフリーライドの可能性から十分な共同研究が

実施できないなどの運営面での課題の他、当時実施された政府の委託研究で取得した特許
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は国に帰属するため専有可能性のある技術に対する技術開発になりにくいことなど制度面

での問題点があったことを指摘した。 

同様に Sakakibara（1997）も 1959～1992 年に実施された 237 の技術研究組合（コン

ソーシアム）に参加した企業 398 社に対するアンケート調査から、この時期に実施された

国家プロジェクトの多くは（i）競合他社が複数含まれる護送船団方式による基礎・基盤的

な研究が多いこと、（ii）他社への技術流出を恐れる企業の姿勢、（iii）研究目的が研究者

のトレーニングや研究開発に対する意識の向上などの副次的効果が重視されていることな

どの課題を指摘した。このように過去に実施された国家プロジェクトについては、キャッ

チアップに貢献したという評価と中長期的な視点での基礎・基盤的な研究開発については、

制度面と運営面での課題が指摘されている。 

一方で、諸外国においては、各国は独自のイノベーションシステムを前提として様々な

政策研究が実施されている。日本よりも公的資金に対する評価が早期に実施されてきた欧

米各国においては、費用対便益分析（Georghiou and Roessner, 2000; Salter and Martin, 

2001）、追加性（additionality）の概念（Luukkonen, 1998; Luukkonen, 2000）、研究開発

投資による企業の研究開発指標への影響（Benfratello and Sembenelli, 2002）やネットワ

ークの形成効果（Larédo, 1998; Protogerou et al., 2011）、さらには、公的資金が企業の

研究開発投資を代替するのか、補完するのか（Guellec and Pottelsberghe, 2000; David et 

al., 2000）、あるいは市場の失敗を是正する効果があるのか（Klette et al.,2000; 

Salmenkaita and Salo,2002）といった経済学的な観点から多くの研究が実施されている。 

Georghiou & Roessner（2000）は、こうした経済学的手法を展望し、研究開発投資に

よる GNP やその他の経済指標への影響を測るマクロ経済モデル、特定の技術がもたらす

消費者余剰や生産者余剰を測るミクロ経済モデル、研究開発による特許、ライセンス、発

明に関するレポート、ロイヤリティ、売上などの直接の効果を測定する方法があるとして

いる。一方で、これらの手法の課題として、少ないケースでの分析は一般化が困難である

こと、分析結果が公的支援による効果であるのか判別難しいことを課題としてあげている

（Georghiou and Roessner, 2000）。Jaffe（2002）は、市場の失敗を補完するプロジェク

トの場合、直接的に支援を受ける企業以外からも間接的なスピルオーバーの効果があるこ

とを指摘し、費用対便益分析を実施することの困難さを指摘している。 

追加性（additionality）の概念については、プログラムがない状態と比べての差違であ

り、インプットの追加性（プログラムが公的資金を提供することによって、企業などの研
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究実施者自身が投入する資金や人材の量も増加したか）、行為の追加性（産学間の共同研究

や国際共同研究などの研究の実施方法に変化が生じたか）、アウトプットの追加性（研究の

生産性や研究内容に変化が生じたか）に区分され、公的支援の意義について検証されてき

ている（Luukonen, 2000; 林, 2004）。 

公的資金の持つ、補完性や代替性の概念については、Guellec & Pottelsberghe（2000）

が、公的研究開発助成が企業の研究開発を補完するか、代替するかについての分析を行な

い、平均すると補完効果の方が大きいという結論を得ている。一方、David et al.（2000）

は、既存研究のレビューを行ない、対象とした 33 件の事例について、補完効果を支持す

る分析の方が多数を占めながらも、公的投資が私的投資を代替するとした分析も 11 件あ

るとしている。同じく、伊藤と中野（2009）は、公的研究開発資金の投入が企業の研究開

発投資を平均的にはクラウディング・アウトしないこと、社会的に影響の大きいと考えら

れる環境や情報通信技術などの特定分野においては企業の研究開発活動を促進することを

示している。松嶋（2011）は、公的支援の補完性や代替性に関するレビューを行ない、こ

れらが正確には把握できずに実際には、プロジェクトレベルで実証の必要性があると指摘

している。また、このような研究一般について、セレクション・バイアスの問題やタイム

ラグの問題があることが指摘されている（Klette et al., 2000; 伊藤・中野, 2009）。 

一方、Benfratello & Sembenelli（2002）は、EU のフレームワークプログラムや EUREKA

プログラムについて、企業の労働生産性、全要素生産性、企業の利益率への影響を計測し

ており、EUREKA プログラムへの参加がこうした経済指標を向上させているが、フレー

ムワークプログラムではこうした傾向はみられなかったことを明らかにした。この他、

EUREKA プログラムへの参加により、ROA（総資産利益率）に影響を及ぼすかについて

の研究が実施されている（Bayona-Sáez and García-Marco, 2010）。Larédo（1998）は、

EU のフレームワークプログラムにより、競争前段階の基礎技術に関するネットワークが

形成されていること、こうしたネットワークが EU 産業の国際競争力を支えていることを

指摘している。同じく、Protogerou et al.（2011）は、EU の支援により、大企業、著名

な大学、研究機関を中心とした多くのネットワークが形成されていることを明らかにして

いる。 

先行研究においては、経済学的に公的支援の有効性が議論されているが、公的資金で開

発されるプロジェクトの特徴とそれに応じた公的資金の効果といった観点での分析は十分

にされていない。公的資金で実施するプロジェクトの場合、企業単独で実施することが困
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難であること、公共性が高いこと、市場環境、技術開発動向といった観点から、公的支援

の必要性が高いことが前提となる。こうした公的支援で求められる公共期待という観点と

経済学的な企業利益のバランスをどのように取るべきかといった観点での研究は十分に実

施されていない。 
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3.2. コンソーシアム型研究開発プロジェクトの評価 

研究開発におけるコンソーシアム形成の効果としては、参加メンバー間で研究活動を調

整しイノベーションからの利益をシェアする組織形態として、研究開発の重複の排除

（Katz,1986; Irwin and Klenow, 1996）、コストの低減、リスク分散、スピルオーバーの

内部化（Kamien et al., 1992; Grindley et al., 1994）、シナジー効果や専有可能性のある

技術に対するコストシェア（Miyagawa and Ohno, 2002）、研究開発投資の重複の排除、

補完的資源へのアクセス（Aldrich et al., 1998）の観点からその有効性が議論されている。

事実、日本においては、1970 年代以降、公的支援の下にコンソーシアムとしての技術研究

組合が多く立ち上げられ、それらは日本の欧米諸国へのキャッチアップに貢献したとの評

価がある（沖本, 1991）。特に成功事例とされているのが、1976 年~1980 年に実施された

超 LSI 技術研究組合による超 LSI の基盤となるプロセス技術全般の開発である。超 LSI

技術研究組合は、1976 年から 4 年にわたって実施されたプロジェクトであり、700 億円の

総開発費のうち、約 290 億円の補助金が供出され、特許・実用新案の出願は 1200 件を超

えており、日米間のギャップの縮小に大きく貢献したとされる（末永, 2009）。米山（1992）

は、この成功の要因を半導体メーカー主要 5 社による協調と競争にあるとしている。また、

超 LSI プロジェクトは米国 IBM へのキャッチアップを目指したものであり、目標設定が

比較的容易であったのが成功要因であるとの評価もある（末永, 2009）。さらに、このよう

な技術研究組合は、専有不可能性の内部化や重複投資の回避という性格を持ったと評価さ

れている（末永, 2009）。 

しかし、過去に実施されたコンソーシアム型研究開発プロジェクトについては、これら

の同業他社を含めた開発が、運営面・制度面ともに十分に機能していなかったという指摘

がある（後藤, 1993; Sakakibara, 1997）。コンソーシアムを構成する個別の研究開発体制

についてみれば、国立研究所や大学などに集まって研究を行う集中研方式と研究テーマを

各社に持ち帰って研究を行う分散研方式に大別され、日本においては後者の方が主流とさ

れる（後藤, 1993; Aldrich and Sasaki, 1995）。しかし、日本において、超 LSI 技術研究

組合以降、ナノテクノロジーやライフサイエンス分野を中心に多くのプロジェクトで集中

研方式が採用されてきている。集中研方式については、重複研究の排除や設備の共通利用

の観点からの評価がある（Aldrich et al., 1998）一方、個別企業からみた場合に他社から

のフリーライドの可能性や研究開発による専有可能性が低下する可能性から企業間で知
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識・ノウハウが適切に提供されず、結果として囚人のジレンマが発生するなどの問題点が

指摘されている（吉田他, 2011; 吉田他, 2012）。 

さらに、コンソーシアムに参加する企業の構成をみれば、キャッチアップ時期に実施さ

れたプロジェクトについては、ユーザー産業に属する企業とサプライヤー産業に属する企

業による垂直型の連携が主流であった（後藤, 1993）。しかし、1980 年代以降は、欧米か

らの基礎研究ただ乗り批判や企業の研究開発レベルの上昇により、基礎・基盤的な研究開

発において通商産業省主導の下、同一産業に属する企業による水平連携プロジェクトが多

く展開された（沢井, 2011）。このような開発体制について、Aldrich et al.（1998）は、米

国では垂直関係にある企業を含めたコンソーシアム型の研究開発を推進することによって、

競合企業が参加する分散研を採用する日本と比較してプロジェクト内での情報交換が活発

であることを明らかにした。Odagiri et al.（1997）は、第 5 世代コンピュータープロジェ

クトについて事例分析を行い、業界横並びの水平連携による開発によって、二流で能力不

足の研究者の参加、また、参加企業が成果に関する情報開示に消極的であった等の問題点

を指摘している。標準化を狙った開発の場合には、業界横並びでの水平連携での開発が行

われる（立本, 2008）が、情報漏洩のリスクは常に存在している。 

公的支援における企業間連携（水平連携、垂直連携（サプライヤーとの連携、ユーザー

との連携））と大学や公的研究機関との産学連携について、長岡ら（2011）は、2001 から

2009 年度の 9 年間に終了した約 140 の NEDO プロジェクトに参加した 290 名の中核的研

究者からアンケート調査を行ない、NEDO プロジェクトにおける連携先の重要度を測定し、

大学や公的研究機関が連携先として重要であり、企業間連携については、水平連携よりも

垂直連携の 方 が よ り 重 要 で あ るという結果を得ている。 同様に、 Busom & 

Fernández-Ribas（2008）は、公的資金により、企業間連携よりも公的研究機関との連携

が促進されることを示している。 

公的資金を受けたコンソーシアム型の研究開発プロジェクトについて、研究開発体制の

効果と課題についての先行研究は散見されるが（長岡他, 2011; 吉田他, 2011; 吉田他, 

2012）、公的支援が企業による上市・製品化という具体的な成果にどのような影響を及ぼ

しているか直接的に分析した事例は多くない。 

Fritsch & Lukas（2001）は、ドイツの約 1800 企業の外部機関との連携関係を分析し、

ユーザー企業、サプライヤー企業、その他企業、大学・研究機関の順で連携関係を持つ傾

向があることを明らかにしている。また、Cohen et al.（2002）は、新規プロジェクトの
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提案とプロジェクトの終了についての情報源についての調査を行ない、ユーザー企業、サ

プライヤー企業、競合企業、大学・研究機関の順で新規プロジェクトの情報源となってい

ること、サプライヤー企業とユーザー企業がプロジェクト終了の情報源になっていること

を明らかにしている。一般に、ユーザーとの連携については、市場参入へのリスクを低減

させる効果があり（Von Hippel, 1986）、サプライヤーとの連携については、サプライヤー

から提供される製品の質的な改善、低コスト化、研究開発の時間短縮や内部の研究開発の

代替としての効果があることが指摘されている（Belderbos et al., 2004）。一方で、末永

（2009）は、垂直連携であっても、ライバル企業への情報流出を恐れて、材料・装置企業

に情報を提供しない場合があると指摘している。企業が外部連携を行なう場合、一般的に

外部知識の流入を最大化させ外部への知識の流出を最小化させるように企業が情報管理を

行うため、競合との連携については、有効に機能しないとされている（Cassiman and 

Veugelers, 2002）。 

しかし、水平連携が上市・製品化に対してポジティブな影響を及ぼすとする事例研究も

ある。Belderbos et al.（2004）は、オランダの約 2000 社の研究開発に活発な企業を対象

に、1996 年時点におけるユーザー企業、サプライヤー企業、競合企業、大学・研究機関と

の連携が 1996－1998 年の労働生産性の向上や市場にとって新しい製品の売り上げに与え

る影響について分析し、競合企業とサプライヤー企業との連携が労働生産性の向上に貢献

していることに加えて、競合企業との連携と産学連携が市場にとって新しい製品の売り上

げに貢献しており、競合企業との連携が必ずしも製品化に悪影響を及ぼさないとしている。

Luukkonen（2002）は、EU のフレームワークプログラムに参加したフィンランドの企業

にインタビュー調査を行ない、水平連携のコンソーシアムに参加した企業の方が垂直連携

のコンソーシアムに参加した企業より商業利用に至るケースが多いという結果を得ている。   

産学連携については、企業の知識獲得や研究開発能力向上に有効であり（Caloghirou et. 

al, 2001; Lee, 2000）、産学連携の成功要因として企業側の吸収能力やモチベーションが重

要な役割を果たす（元橋, 2003）など、多くの研究が実施されている。 

一方で、多様な研究開発体制（集中研、垂直連携、水平連携、産学連携）が企業利益に

どのような形で寄与するのかを分析した事例は多くない。特に、経済産業省・NEDO の実

施する研究開発プロジェクトについては、経済産業省・NEDO が研究開発計画を策定して、

企業、大学、国立研究機関等が研究開発の連携体制や技術研究組合が組織され、そこに公

的研究資金が投入される。このようなコンソーシアムを形成する企業間の連携、大学、国
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立研究所等との連携がプロジェクトの成果に影響を及ぼすことが予想されるが、こうした

研究開発体制が有効に機能しているかについての先行研究は多くなく、定量的分析による

事例研究が求められている。 
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3.3. 公的支援が企業の吸収能力に与える影響 

 一般的に、研究開発に公的な支援を実施する際の根拠として、企業の組織能力に対する

貢献が指摘される（David et al., 2000）。事実、日本の公的支援について、1960・1970 年

代の国家プロジェクトにおいては、国が実用化に近い研究開発を推進することを通じて、

企業の研究開発能力の向上に寄与したとの評価がある（沖本, 1991; 経済産業省, 2008）。

その後、諸外国から基礎研究ただ乗りとの批判を受けて、1980 年代後半からは、基礎・基

盤的な研究に対する支援が実施されており、この場合においては、公的支援による具体的

成果よりも、企業研究者における補完的な知識の共有や学習機会の供与によって、企業が

その組織能力を向上するという人材育成効果が重視されていたと指摘されている

（Sakakibara, 1997; Branstetter and Sakakibara, 1998）。 

研究開発に関する企業の組織能力に関する研究においては、吸収能力（Absorptive 

Capacity（ACAP））による分析が有力である（Cohen and Levinthal, 1990）。Cohen & 

Levinthal（1990）が吸収能力の概念を、“企業が新しい情報の価値を認識して、それを吸

収して、商用目的に転換する能力”として最初に提案して以降、組織学習、戦略的連携、

知識マネジメント、資源ベース理論の観点から、組織に関する研究開発能力を示す概念と

して、さまざまな研究に用いられてきている（Lane et al., 2006）。 

Zahra & George（2002）は、吸収能力を Teece et al.（1997）らが提案した組織のダイ

ナミック・ケイパビリティを表す能力として捉えている。ダイナミック・ケイパビリティ

は、“急激に変化する環境に対処するために組織内外の資源を統合、構築、そして再構成す

る能力”（Teece et al, 1997）と定義づけられ、取引コスト論と資源ベース論を統合した長

期的な競争優位性を示す概念として提案されたものである。Zahra & George（2002）は、

吸収能力を“外部知識を利用する研究開発能力”として定義し、吸収能力を外部の知識獲

得と知識吸収の能力を表す「潜在吸収能力：Potential ACAP」と知識転換と知識利用の能

力を表す「実現吸収能力：Realized ACAP」に区分することを提案した。研究開発能力の

向上の効果を潜在吸収能力と実現吸収能力と区分することで、自社の研究開発能力をどの

ように向上させるかについての質的な観察が可能となる。しかし、吸収能力という概念の

操作化については、企業組織について、研究開発強度（研究開発支出/売上）、大学の学位

を持った従業員数、全従業員に対する科学技術人材の割合、全投資に対する科学技術訓練

の割合、企業が R&D に関する活動部門を持つかどうか等に着目して分析する試みがされ
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ているが、一般的な共通認識は存在しない（Kostopoulos et al., 2011）。また、Jansen et al.

（2005）の研究では、企業が採用する組織構造や事業体制によって、連携活動が企業の吸

収能力に及ぼす影響は異なることが示されている。さらに、特定のプロジェクトが企業の

組織能力に及ぼす影響をみる場合、企業の研究開発活動の中で当該プロジェクトが占める

割合が異なるため、従来実施されてきた研究のように企業の研究開発活動に関する特定の

指標に注目することは難しい。 

Cohen & Levinthal（1990）は、技術機会（ユーザーとの連携、大学との連携、政府系

機関との連携、材料との連携、装置の連携）と技術の専有可能性が企業の研究開発投資に

影響を及ぼし、研究開発投資が企業の吸収能力に影響を及ぼすと指摘する。さらに、産学

連携（Bishop et al., 2011）や企業間でのサプライチェーンの形成（Malhotra et al., 2005）

が吸収能力の向上に寄与していることが明らかになっている。加えて、技術の移転につい

ては、個人の能力とモチベーションが重要な役割を果たすことが示されている（Minbaeva 

et al., 2003，Minbaeva, 2007）。また、技術力の高い企業はイノベーションを起こす可能

性が高いが、技術力の高い企業は外部連携を行なわない傾向にあるとされている（Xu et al., 

2013）。そのため、企業の持っている技術の位置付けや吸収能力を向上させるモチベーシ

ョンを加味した分析が求められる。 

また、吸収能力は、元来、企業の能力について提唱された概念であるため、先行研究の

多くは、企業や事業ユニットといった単位における組織能力を分析対象としている（Lane 

et al, 2006）。しかし、Cohen & Levinthal（1990）は外部知識を吸収するのは、外部との

接点にいる個人であり、個人の能力が組織の吸収能力に影響を及ぼすとしている。そのた

め、個人レベルの能力形成に関する研究や外部の知見の獲得に関する個人の役割に関する

研究も行われている（Turner and Makhija, 2012）。 

研究開発に公的な支援を実施する際の根拠として、企業の組織能力の向上や人材育成効

果が一般的に指摘されている。一方で、公的支援による企業の組織能力や人材育成へ及ぼ

す効果に着目した事例研究は多くない。コンソーシアム型プロジェクトがどのように企業

の吸収能力の向上に影響を及ぼすのか、そのメカニズムについて、定量分析に基づく事例

研究が求められている。 
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3.4. 公的支援における研究開発評価 

我が国における研究開発評価については、1997 年に当時の科学技術会議により「国の研

究開発全般に共通する評価の実施方法のあり方についての大綱的指針」が策定され、多く

の省庁で評価が開始された（林, 2004）。さらに、中央省庁等行政改革及びこれに関連した

国立大学や国の試験研究機関の法人化に伴い、さまざまな評価システムが本格的に導入さ

れ実施されてきている。また、そこで対象とされる評価の範囲も、少しずつ拡張されてき

ており（伊地知, 2010）、研究開発に関わる政策、研究開発プログラム、研究開発プロジェ

クトといった行為（研究行為及び研究支援の政策的行為）の評価と、国、研究機関、研究

者といった行為者の評価というように、それぞれの階層ごとに評価が行われてきている（林, 

2004）。しかしながら、これまで個別プロジェクトの評価については、プロジェクト固有

の結果であり、プロジェクト限定での利用に限定されてきた。また、追跡調査・評価にお

いては、企業単位での成果の把握となるため、直接的にプロジェクト単位でのマネジメン

トへの示唆を得ることが困難であり、また、研究事例も多くない。さらに、個別のプロジ

ェクトをまとめたプログラム評価も十分に実効性を持っては実施されておらず（平澤, 

2004）、評価結果の反映という観点でも十分ではない（伊地知, 2010）のが現状である。 

公的支援による経済的効果を測定する手法に関する研究は従来から行われており、公的

支援に関する投資利益率や内部収益率を計測する手法が 1970 年代から活発に研究され、

実践されてきている（林, 2004）。しかし、このような公的支援の社会・経済的効果を定量

的に示す試みに関しては、実際にはその実現が困難なケースが多い（Georghiou and 

Roessner, 2000）。基礎的な研究成果が社会・経済的効果に結びつくには数十年かかること

も多く、評価の対象期問である 5 年や 10 年ではその効果が顕在化しないのが普通である

（林, 2004）。Molas-Gallart et al.（2002）は、基礎的研究で予期せず起こる効果を測定

することの難しさを指摘しており、（i）additionality：効果を測定することが難しい、（ii）

timing：学術的な研究は長期的で時に間接的である、（iii）serendipity：アウトカムが予

測不可能である、という問題点を指摘している。また、研究開発によって何らかの効果が

発生する際も、その効果は研究開発によってのみ由来するのではなく、社会・経済等さま

ざまな要因が絡み合っていることも多く、特定の公的支援が単一ではなく複数の波及的効

果を発生させることもある（林, 2004）。このため、研究評価では、詳細なケーススタディ

が有効とされるが、一方で、同手法は、一般化が困難であるというジレンマが認められる。 



 33 

 

また、公的支援が行う開発が市場で行う開発と比較して、非効率であると指摘する事例

もみられる。青島ら（2011）は、NEDO の支援プロジェクトを受けた企業についての分析

を行ない、公的支援の割合が高いほど、社内他部門から情報が遮断される傾向があり、そ

れが成果の事業化にマイナスに影響をしていることを指摘している。これは、R&D 資金

の提供側と事業化に向けた管理側が分離していることによるものであるとしている。福島

（2009, 2010）は、政府開発のプロジェクトではなく、公益的企業である電力メーカーと

電池メーカーという民間企業間の連携によるプロジェクトが成功している NaS 電池の事

例研究を行ない、安定的な連携が構築できる環境下においては民間企業同士の連携の方が

有効に機能する可能性を指摘した。さらに、これら企業は事業化の可能性の低い技術をプ

ロジェクトで推進し、事業化の可能性の高い技術については、政府資金に頼らずに独自資

金において、実施するメカニズムであるとの推定を行っている。 

一方で、企業独自で実施される研究開発と産業技術政策におけるコンソーシアム型プロ

ジェクトで実施される公的支援研究開発にはどのような相違があり、コンソーシアム型プ

ロジェクトにおいて、公共期待と企業利益がどのように調和的に実現されているのかとい

った観点では、研究が実施されておらず、総合的視点からの事例研究が求められている。 
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3.5. 本章のまとめ 

本節では、これまで先行研究で得られた知見を整理して、本研究の位置付けの明確化を

行う。 

 

（1）コンソーシアム型研究開発プロジェクトの評価 

海外の公的支援においては、特定の政策目的を持つ研究開発プログラムの下で、ジョイ

ントベンチャー、産学連携コンソーシアム、大学や研究機関などにグラントの形で支援が

行われる形が多い。そのため、欧米各国においては、経済学的な手法を用いて、費用対便

益分析、追加性の概念、ネットワークの形成効果、公的資金が企業の研究開発投資を代替

するのか、補完するのか、あるいは市場の失敗を是正する効果があるのかといった経済学

的な観点で多くの研究が実施されてきている。一方で、経済産業省・NEDO の実施する研

究開発プロジェクトについては、特定目的の実現のために設計された研究開発プログラム

の下で、経済産業省・NEDO が研究開発計画を策定して、企業、大学、国立研究機関等が

研究開発の連携体制や技術研究組合が組織され、そこに公的研究資金が投入される。その

ため、国の政策の下で、複数の企業が参加するコンソーシアム型プロジェクトの場合、コ

ンソーシアムを形成する企業間連携、大学、国立研究所等との連携が成果に影響を及ぼす

ことが予想される。過去の公的資金を受けたコンソーシアム型プロジェクトにおける、研

究開発体制（集中研、水平連携、垂直連携、産学連携）の効果、課題については検討され

てきている。しかし、こうしたコンソーシアム型プロジェクトにおける研究開発体制が企

業による上市・製品化という具体的な成果にどのような影響を及ぼしているか直接的に分

析した研究事例はない。 

また、垂直連携が重要であるとする研究がある、一方、競合との水平連携が上市・製品

化に対してポジティブな影響を及ぼすとする事例もあり、外部連携が上市・製品化に及ぼ

す影響についての統一的な見解は得られていない。この背景には、企業がどのような要因

で個別の研究開発体制を選択しているかという形成プロセスが成果に影響している可能性

があり、そのような要因の影響を考慮した分析が必要となる。 

 

（2）公的支援が企業の吸収能力に与える影響に関する分析 

研究開発に公的な支援を実施する際の根拠として、企業の組織能力や人材育成効果が指
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摘されているが、公的支援による企業の組織能力や人材育成効果に着目して研究された事

例は多くない。 

企業の研究開発能力の向上については、吸収能力（Absorptive Capacity）の観点で多く

の事例が蓄積されている。Zahra & George（2002）が提案している吸収能力を外部の知

識獲得と知識吸収の能力を表す潜在吸収能力と知識転換と知識利用の能力を表す実現吸収

能力に区分することで、自社の研究開発能力をどのように向上させるかについての質的な

観察が可能となる。コンソーシアム型のプロジェクトが企業の研究開発能力に及ぼすメカ

ニズムについての先行研究は少なく、事例の蓄積が求められている。 

 

（3）公的支援における研究開発評価 

我が国における研究開発についての評価は、さまざまな評価システムが本格的に導入さ

れ、実践されてきている。しかし、これまで個別プロジェクトの評価については、プロジ

ェクト固有の結果であり、プロジェクト限定での利用に限定されてきた。さらに、個別の

プロジェクトをまとめたプログラム評価も十分に実施されておらず、評価結果の反映とい

う観点でも十分ではない。 

公的支援による経済的効果を測定する手法に関する研究は多く実施されているが、公的

支援のプロジェクトがどのような特徴や課題を持ち、どのようなことが期待されているの

か、日本におけるイノベーションシステムの中でどのような位置付けにあるのかという点

についての検討が必要である。 

 

（4）本研究と既存研究との違い 

以上に示したように、公的資金による研究開発の意義については、多くの研究が実施さ

れてきているが、公的資金で開発されるプロジェクトの特徴とそれに応じた公的資金の効

果といった観点での分析は十分にされていない。公的資金で実施するプロジェクトの場合、

企業単独で実施することが困難であること、公共性が高いこと、市場環境、エネルギー需

給動向、技術開発動向といった観点から、公的支援の必要性が高いことが前提となる。既

存研究で十分に議論されていないのが、以上に示した公的支援プロジェクトが持つ公共期

待という側面である。すなわち、公的支援プロジェクトの場合、企業単独では実施できな

い公共性が高いプロジェクトについて公的支援を行う前提となるため、一国のイノベーシ

ョンシステムにおいて公共期待と企業利益をどのように調和させ、個別のプロジェクトを
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設計・運営するのかといった観点からの考察が重要となる。さらに、公的支援による研究

開発プロジェクトについては、近年、日本版バイ・ドールの制定、産学連携の促進など、

2000 年前後から多くの制度改革が実施されており、効果的・効率的な推進をどのように実

施するか、政策担当者、運用者、また、プロジェクト参加企業の視点から効果的なプロジ

ェクト在り方に関する多様な指針の提示が求められている。 
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第4章 研究開発体制がプロジェクトの成果に与える影響に関する分析 

4.1. はじめに  

一国のイノベーションを促進するためには、産学官にわたる効果的な連携が必要であり、

日本では特定の政策目的の実現を目指して、多くの企業や大学、また、国研等の研究機関

によるコンソーシアム型の研究開発プロジェクトが推進されている。展開されているコン

ソーシアム型研究開発プロジェクトをみれば、その研究開発体制は一様でなく、個別の政

策目的のために、集中研の構築、企業間の異業種間での連携を行なう垂直連携、同業種間

での連携を行なう水平連携、また、大学や国研との連携を行なう産学連携など、様々な組

織形態が、組み合わされコンソーシアムとして活動している。本研究では、NEDO の追跡

調査結果を用いて、コンソーシアム型研究開発プロジェクトにみられるさまざまな形態の

研究開発体制がプロジェクトの成果にどのような影響を与えているか、短期的な視点とし

ての上市・製品化といった費用対効果点の観点から明らかにする。 

コンソーシアムに関する先行研究においては、競合企業との連携である水平連携よりも、

ユーザーやサプライヤーとの連携である垂直連携が有効であることが示唆されており、垂

直連携による多様な企業参加がコンソーシアム内での情報交換を活発にさせていること

（Aldrich et al., 1998）、や企業が研究開発体制の選択において、水平連携よりも垂直連携

を重視する傾向があることが明らかになっている（長岡他, 2011）。一方で、公的支援を受

けたコンソーシアム型プロジェクトにおける組織形態がプロジェクトの客観的な成果とし

ての上市・製品化に及ぼす影響について、分析がなされた事例は多くない。 

本章では、NEDO が実施したプロジェクト評価のための企業への追跡調査を利用して、

研究開発体制（集中研の構築、企業間の垂直連携と水平連携、また、産学連携）が客観的

な成果としてのプロジェクトの成果（成果の上市・製品化・非実施、また、研究開発の中

止・中断）にどのような影響を与えているか、定量分析を行ない、コンソーシアム型研究

開発プロジェクトを有効に機能させるための方策を検討する。 
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4.2. 分析手法 

本節では、分析に使用するデータとそれを利用した分析手法を示す。4.2.1 節では、本研

究が対象とする NEDO 追跡調査の概要と対象とした研究開発プロジェクトの内訳を説明

する。4.2.2 節では、研究開発体制を構成する組織形態がプロジェクトの成果に与える影響

を分析するために、本研究が企業の研究開発体制の分析単位として採用したプロジェクト

における「研究開発ユニット」を説明する。4.2.3 節では、NEDO 追跡調査から得られた

データの詳細を示し、本研究でそれらのデータをどのように利用するか、本研究の分析手

法を説明する。 

4.2.1. NEDO 追跡調査と対象プロジェクト 

NEDO は、2004 度より、プロジェクトの運営の改善と説明責任の向上を図る目的で、

プロジェクト終了後の研究成果の活用状況等を把握するためにプロジェクト参加企業に対

する追跡調査を実施している。追跡調査は、プロジェクト終了後の成果の活用予定を調査

する事前準備、成果の活用状況を調査する簡易追跡調査、より詳細に成果の活用状況を調

査する詳細追跡調査から構成されている。追跡調査は、NEDO から資金を得てプロジェク

トに参加した企業を対象に、プロジェクト終了の次年度より 5 年に亘り実施し、プロジェ

クト成果に基づく当該企業の事業結果を追跡調査しているものである。調査の手順として

は、先ず、簡易追跡調査によって、企業のプロジェクトの研究成果について、その結果が

「上市・製品化に至ったもの（上市・製品化）」、製品化に向けた活動を「実施したがやむ

を得えず中断したもの」（中止・中断）、また、「プロジェクト終了後に自社で事業を実施し

てないもの（非実施）」、製品化に向けた「活動継続中」に大別する。その後、上市・製品

化、中止・中断、非実施となった企業に対して、より詳細なアンケートやインタビューを

行うのが詳細追跡調査であり、同調査では、実施企業に対する質問票調査から、開発した

製品の売上高、製品化から得られた利益や社会的な波及効果等に加えて、各企業における

プロジェクトへの参画動機、活動状況や開始時点の技術的な位置付け等のデータを収得し

ている。本研究は、2009—2010 年度に実施した詳細追跡調査結果、及び詳細追跡調査の対

象となった企業が含まれるプロジェクトに参加した企業への簡易追跡調査結果を分析に用

いた。  
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4.2.2. 研究開発体制の分析単位としての「研究開発ユニット」の導入 

プロジェクトにおける多様な研究開発体制が企業におけるプロジェクトの成果にどの

ような影響を与えているか、明らかにするためには、プロジェクトがどのような組織形態

で実施されていたか、正確に把握する必要がある。企業が行うコンソーシアム型の研究開

発体制を構成する組織形態としては、大学や独立行政法人の研究所に多くの企業や研究機

関が集まって研究を実施する集中研方式の他、複数の企業が川上・川中・川下の縦方向で

連携する垂直連携、川上・川中・川下の同一区分の企業が連携する水平連携、加えて、企

業が大学や独立行政法人の研究機関などの公的研究機関と連携して実施する産学連携があ

る。また、個別のプロジェクトをみた場合、プロジェクトによっては、全ての参加機関が

共同で一つの研究開発テーマを実施しているプロジェクトや複数の研究開発テーマが同時

並行で進められ、複数の研究開発テーマの集合体をプロジェクトと称している場合がある。

そこで、本研究では、企業のプロジェクトにおける研究開発体制を正確に把握するために、

プロジェクトにおいて特定の研究開発テーマ4を共同で実施する組織単位を研究開発ユニ

ットとして定義し、先ず、分析対象とするプロジェクトを複数の研究開発ユニットに分割

する。次に、個別の研究開発ユニットを観察し、ユニットに参加する企業が、どのような

組織形態によって開発しているか判別を行う。 

研究開発体制の分析単位である研究開発ユニットにおける企業の研究開発体制の分析

方法を例示すると、図表 4-1 におけるユニット①は、研究テーマ①を共有することによっ

て特定化されており、そこでは、企業 A と B が研究開発テーマ①－１を水平連携によって

実施し、そこに、研究開発テーマ①－２を実施する企業 C と研究開発テーマ①－３を実施

する D が垂直連携という形で加わって一つのユニットが形成される。従って、企業 A は、

B とは水平連携、C とは垂直連携で開発を実施している。同一ユニットの中でも全ての企

業において連携の形態は異なるため、企業単位で変数を整備した。ユニット②は、E、F、

G の三つの企業が水平連携し、加えて、大学 b と産学連携し、公的研究機関 a を中心に全

体として集中研として機能することを通じて研究開発テーマ②を実施している。研究ユニ

ット③では、企業 H が大学 c と産学連携することによって研究開発テーマ③を実施してい

る。ユニット①~③は、それぞれ、相互にサンプル提供や評価などの連携はなく、それぞ

                                                      
4 プロジェクトを構成する研究開発テーマについては,公開されているプロジェクトの基本計画や

年間の実施内容を定めた実施方針に記載されている研究開発項目を研究開発テーマとした。実施方

針に記載されていない場合は,プロジェクトの実施計画書に記載された内容をもとに抽出を行った。 
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れの研究開発活動はユニット内で閉じているため、独立した分析単位として扱うことが可

能である。 

垂直連携と水平連携の定義については、研究ユニットに複数の企業が参加する場合に企

業の研究開発内容を川上・川中・川下に区分し、川上・川中・川下の間で連携がある場合

には垂直連携と定義し、同一区分にある場合は水平連携と定義した。経済産業省のものづ

くり白書（経済産業省, 2005b）においては、川上（原材料・部材）－川中（部品）－川下

（最終製品）と定義されているが、本研究においては、ライフサイエンス分野を含めた垂

直連携関係と水平連携関係を明確化する必要がある。そこで、川上を原材料・部材のほか、

ライフサイエンス分野における試薬やバイオマーカーの開発も川上の区分に加えた。川中

においては、部品だけではなく、製造装置・プロセスやライフサイエンス分野におけるバ

イオチップ、中間装置、システム開発、データベース開発、合成プロセスの開発について

も同区分に加えた。川下については、最終組み立て製品・装置を川下と定義した。垂直連

携において、川下側企業と連携がある場合を垂直連携（川下との連携）とし、川上側企業

と連携がある場合を垂直連携（川上との連携）とし、ダミー変数（あり=1、なし＝0）を

整備した。 

 

図表 4-1 プロジェクトにおける研究開発体制の模式図 

 

 

 

プロジェクト

集中研

大学b

企業A（川上・材料）

企業C（川中・中間装置）

企業D（川下・デバイス）

ユニット②

企業H（デバイス）

ユニット① ユニット③

企業B（川上・材料）

研究開発テーマ①-１

研究開発テーマ①-２

研究開発テーマ①－３

水
平
連
携

垂
直
連
携

研究開発テーマ②

水
平
連
携

企業E（川上・材料）

企業F（川上・材料）

企業G（川上・材料）

（独）研究機関a

大学c

研究開発テーマ③
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このように研究開発体制の分析単位として研究開発ユニットに着目することによって、

それぞれの企業のプロジェクトの成果を各企業の研究開発体制の組織形態（集中研、企業

の垂直連携と水平連携、産学連携）の視点から分析することが可能になる。企業によって

は、水平連携と垂直連携を持つ企業もあれば、川上との垂直連携と川下との垂直連携を持

つ企業、外部連携を全く行わない単独で開発を行う企業も存在する。 

本研究が分析対象とするプロジェクトを研究開発ユニットの視点から分野別に概観し

てみると、先ず、材料分野では、27 プロジェクトから 67 ユニットが抽出された。その内、

38 ユニット（56％）が集中研を含むものであり、34 ユニット（50%）で水平連携があり、

17 ユニット（25％）で垂直連携があった。産学連携については、56 ユニット（82%）あ

り、多くのユニットで産学連携が実施されている。ナノテクノロジー政策によって推進さ

れた基礎・基盤型プロジェクトの多くが水平連携を含む集中研の形態で実施されていた。

同分野における 1 ユニットあたりの参加組織の平均は 5.78 機関であった。一方、ライフ

サイエンス分野においては 21 プロジェクトから 124 ユニットが抽出された。その内、21

ユニット（約 17%）で集中研がみられ、31 ユニット（25%）で水平連携があり、23 ユニ

ット（19％）で垂直連携があった。産学連携については、81 ユニット（70%）あり、多く

のユニットで産学連携による研究開発が実施されている。集中研が形成されるのは、遺伝

子関係の解析、糖鎖、タンパク質発現など、科学における未解明の部分が多く残される領

域であり、そのような領域で実施されるテーマについては集中研での研究開発が多く実施

されている。健康医療機器やライフサイエンス関係の装置開発などにおいては、最終組み

立て製品・装置と中間装置・プロセス装置・システム開発などが連携した垂直連携体制が

多く観察された。同分野における 1 ユニットあたりの参加組織の平均は 3.78 機関であっ

た。 

 NEDO プロジェクトにおいては、ユニット単位で研究開発を行っているが、事業化に向

けた開発やその意思決定を行うのは個別企業であり、追跡調査においてもプロジェクトの

マネジメント状況や成果の事業化の成否は企業レベルで把握しているので、分析単位は個

別企業となる。そのため、本研究においては、研究開発体制の分析においては、ユニット

に注目しつつ、分析単位はユニット内の個別企業として分析を行う。 
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4.2.3. NEDO 追跡調査データの利用方法 

本節では、本研究がどのように NEDO 追跡調査データを利用したか、分析に用いたデ

ータの概要を紹介する。 

 

プロジェクト終了後の状況 

NEDO 追跡調査を利用することによって、プロジェクトに参加した企業が、研究開発の

成果を受けてどのように活動しているか、観察することが出来る。2012 年度の調査時点で

どのような成果をもたらしているか、図表 4-2 にまとめた全体像を説明すれば、材料分野

は、合計 210 社が簡易追跡調査の対象となっており、内訳は、上市・製品化：42、中止・

中断：58、非実施：25、研究を継続中：85 であった。この内、2009・2010 年度の時点で、

簡易追跡調査の結果、上市・製品化、中止・中断、非実施と回答し、詳細追跡調査の対象

となった企業は合計で 60 社（上市・製品化：27 社、中止・中断：27 社、非実施：6 社）

であった。なお、2009・2010 年度の調査時点から、2012 年度末の時点にかけてプロジェ

クトの成果の位置付けに変更がみられたケースがあり、具体的には、上市・製品化から中

止・中断に変更となった企業が 4 社、上市・製品化から研究継続中に変更になった企業が

3 社、中止・中断から研究継続中に変更になった企業が 1 社あった。2012 年度末時点の最

終の結果は、上市・製品化：20 社、中止・中断：30 社、非実施：6 社、研究継続中：4 社

であった。 

ライフサイエンス分野では合計 183 社が簡易追跡調査の対象となっており、内訳は、上

市・製品化：39、中止・中断：47、非実施：50、研究継続中：47 であった。2009・2010

年度の時点で、簡易追跡調査の結果、上市・製品化、中止・中断、非実施と回答し、詳細

追跡調査の対象となった企業は合計で 58 社（上市・製品化：16 社、中止・中断：17 社、

非実施：25 社）であった。2009・2010 年度の調査時点で、上市・製品化であったのが 2012

年度末の時点で中止・中断に変更となった企業が 2 社、研究継続中に変更になった企業が

1 社あった。2012 年度末時点の最終の結果は、上市・製品化：13 社、中止・中断：19 社、

非実施：25 社、研究継続中：1 社であった。 

両分野で合計すると、393 社が簡易追跡調査の対象となっており、その内、約 21%（81

社）が上市・製品化となっており、中止・中断の割合は約 27%（105 社）、非実施の割合

は約 19%（75 社）、研究継続中の割合は約 34%（132 社）となっている。 
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図表 4-2 調査対象企業数と 2012 年度末時点の成果（状況） 

技術の社内位置付け 

 企業の技術の社内での位置付けが、企業の研究開発体制の組織形態の選択やプロジェク

ト成果に影響を及ぼす可能性がある。NEDO の詳細追跡調査において、コンソーシアムに

参加する企業がプロジェクト開始時点において対象技術についてどのように社内において

どのような位置付けをしていたかを把握している。本研究においては、詳細追跡調査の質

問票における当該技術の「他機関との技術の比較」、「技術の重要度」、「技術の社会的認知

度」に関する企業の回答結果を分析に用いた。 

先ず、他機関との技術の比較については、参加企業の当該分野における技術開発力（技

術ポテンシャル）を他組織との比較によって 5 段階評価（1：他機関と比較して圧倒的に

進んでいた、2：他機関と比較して進んでいた、3：他機関と同等のレベルにあった、4：

他機関と比較して遅れていた、5：他機関と比較して圧倒的に遅れていた）した回答のう

ち、他機関と比較して進んでいたとの回答（「1」、「2」）を「あり=1」、他機関と比較して

同等レベル以下との回答（「3」、「4」、「5」）を「なし=0」とするダミー変数として用いた。

両分野平均は 0.49、材料分野の平均は 0.48、ライフサイエンス分野の平均は 0.49 であり、

両分野に差異はみられなかった。 

次に、プロジェクトに参加する企業の当該分野での技術開発の社内における技術の重要

度について、5 段階評価（1：組織の戦略上不可欠と判断された技術開発、2：組織の戦略

上重要と判断された技術開発、3：組織の戦略上特に重要と判断されてはいなかった技術

開発、4：組織の戦略上ほとんど注目されていなかった技術開発、5：組織の戦略上不必要

と判断されていた技術開発）した回答のうち、組織の戦略として重要との回答（「1」、「2」）

を「あり=1」、組織の戦略として重要でないとの回答（「3」、「4」、「5」）を「なし=0」とす

るダミー変数として用いた。両分野平均は 0.68、材料分野の平均は 0.73、ライフサイエン

ス分野の平均は 0.63 であり、材料分野の方が、組織の戦略として重要と回答した割合は高

かった。 

最後に、プロジェクトの参加する企業の行う技術の社会的認知度の 4 段階評価（1：既

（ ）内は詳細追跡調査企業対象企業数 

結果・状況 上市・製品化 中止・中断 非実施 研究継続中 合計
材料 42(20） 58(30） 25(6) 85(4) 210(60）

バイオ 39(13) 47(19） 50(25) 47(1) 183(58）

合計 81(33) 105(49） 75(31） 132(5) 393(118）
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に社会的に重要性や意義が十分に認知され、多くの機関が注目していた、2：重要性や意

義が認知され始めており、複数の機関が注目していた、3：重要性や意義はまだ認知され

ていなかった、4：技術そのものの存在がまだ十分に認知されていなかった）に関する回

答のうち、技術の社会的認知度ありとの回答（「1」、「2」）を「あり=1」、社会的認知度な

し（「3」、「4」）を「なし=0」とするダミー変数として用いた。全体平均は 0.66、材料分野

の平均は 0.71、ライフサイエンス分野の平均は 0.61 であり、材料分野の方が、社会的認

知度が高いと回答した割合は高かった。 

 

プロジェクトへの期待 

企業の技術の社内位置付けに加えて、プロジェクトへの期待が、企業の研究開発体制の

組織形態の選択やプロジェクトの成果に影響を及ぼす可能性がある。NEDO の詳細追跡調

査において、コンソーシアムに参加する企業の参加開始時点におけるプロジェクトへの期

待を、1 全く当てはまらない、5 全くその通りという 5 段階で回答する主観的な評価結果

を得ている。 

本研究では詳細追跡調査の質問票における、プロジェクトへの期待に関する項目のうち、

技術的課題の克服（両分野平均 3.99、材料分野平均 4.09、ライフサイエンス分野平均 3.89）、

技術開発・製品開発のスピードアップ、（両分野平均 3.67、材料分野平均 3.86、ライフサ

イエンス分野平均 3.47）、共同研究による他機関の技術の獲得（両分野平均 3.59、材料分

野平均 3.79、ライフサイエンス分野平均 3.40）、技術標準化の促進を「標準化」への期待

（両分野平均 2.72、材料分野平均 2.71、ライフサイエンス分野平均 2.72）、NEDO プロジ

ェクトへの参加による社内での正当性確保を「社内説明」への期待（両分野平均 3.01、材

料平均 2.91、ライフサイエンス平均 3.11）として分析に用いた。 

 その他、本研究の研究目的から、プロジェクトに参加する企業について、以下のデータ

を整備した。 

 

企業規模  

本研究では、研究開発の組織形態に関する分析を行うことから、各企業の従業員数をプ

ロジェクト参加企業の規模を表わす変数として用いた。データの収集にあたっては、帝国

データバンクと企業のホームページから取得し、連結ベースではなく対象企業の単独での

従業員数を収得した。対象とする企業に関して吸収合併が行われている場合は、合併が行
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われる直近の数値を用いた。 

 

企業負担割合 

企業が参加する対象プロジェクトに関しては、プロジェクト経費の 100%を NEDO が負

担するプロジェクトと、企業が自らコストを負担する（33−50%）プロジェクトがある。

一般的に、NEDO が経費を 100%負担するプロジェクトは、実用化まで長期間を要するハ

イリスクな「基礎・基盤的技術」であり、企業が経費を負担するプロジェクトは民間企業

の実用化開発を支援する事業である。そのため、プロジェクトにおける企業の負担割合を、

実用化フェーズを表わす指標として分析に利用した。 

 

一機関あたりのプロジェクト予算 

プロジェクトにおいて、一機関あたりに支出された予算額は公開されていないが、プロ

ジェクト全体の予算額は公開されているため、プロジェクト全体予算額を参加機関数で案

分することにより、一機関あたりのプロジェクト予算額を算出しそれを分析に利用した。 
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4.3. 分析結果 

本節では、多様な形態で実施されるコンソーシアム型研究開発プロジェクトにおいて、

研究開発体制を構成する組織形態としての集中研、企業連携としての垂直連携と水平連携、

また、産学連携が簡易追跡結果で把握したプロジェクトの成果（上市・製品化、非実施、

中止・中断）にどのような影響を与えているか、研究ユニットを構成する企業単位で分析

する（4.3.1）。次に、以上の分析を補足する観点から、NEDO 詳細追跡調査で得られた技

術の社内位置付けやプロジェクトへの期待に関するデータを利用して、企業が個別の研究

開発体制を選択する要因についての分析を進める（4.3.2）。また、最終的には、研究開発

体制と技術の社内位置付け、プロジェクトへの期待がプロジェクトの成果に及ぼす影響の

分析を行う（4.3.3）。さらに、企業負担の有無や集中研がプロジェクト成果に及ぼす影響

についても補完的な分析を行う（4.3.4）。 

4.3.1. 研究開発体制がプロジェクトの成果に与える影響に関する分析 

本研究では、プロジェクトに参加する企業が採用した研究開発体制が簡易追跡調査で把

握したプロジェクトの成果（上市・製品化、非実施、中止・中断）にどのような影響を与

えているかを分析するために多変量解析を行った。具体的には、材料とライフサイエンス

分野からなるプロジェクトを分析対象とし、被説明変数を 2012 年度末時点の上市・製品

化を 1 とした場合のダミー変数（モデル 1A：材料とライフサイエンスの合計、モデル 1B：

材料のみ、モデル 1C：ライフサイエンスのみ）とした。同じく、モデル 2 においては、

被説明変数に非実施を 1 とした場合のダミー変数（モデル 2A：材料とライフサイエンス

の合計、モデル 2B：材料のみ、モデル 2C：ライフサイエンスのみ）を用いた。なお、上

市・製品化と非実施、中止・中断に対する影響を分析するため研究継続中のサンプルは分

析から除外した。説明変数としては、プロジェクトの研究開発体制に着目し、集中研、垂

直連携（川下との連携）、垂直連携（川上との連携）、水平連携、産学連携のダミー変数を

用い、さらに、材料ダミー（材料=1/ライフサイエンス=0）、企業規模（従業員数（自然対

数））、一機関あたりのプロジェクト予算（自然対数）、企業の負担割合をコントロールとす

ることによりロジスティック分析を行った。分析に用いた変数の相関を図表 4-3 に示す。 
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図表 4-4 研究開発体制がプロジェクトの成果に与える影響に関するロジスティック分析の結果  

 

分析結果（図表 4-4）をみてみれば、材料とライフサイエンス分野を合計した分析（モ

デル 1A）では、プロジェクトで対象とした研究開発の上市・製品化に対して、研究開発

体制のうち、垂直連携（川下との連携）がポジティブな（b=0.59、p<0.1）、また、水平連

携がネガティブな（b=－0.85、p＜0.05）影響を与えていた。コントロールの中では、材

料、一機関あたりのプロジェクト予算と企業負担割合が上市・製品化に対してポジティブ

な影響を与えていた。 

材料分野（モデル 1B）では、垂直連携（川下との連携）が上市・製品化に影響を与え

るという、モデル 1A と同様の傾向がみられたが、統計的に有意ではなかった。また、水

平連携が上市・製品化に対してネガティブな影響を与えていた（b=－1.04、p＜0.1）。 

ライフサイエンス分野（モデル 1C）では、垂直連携の川下との連携（b=0.91、p<0.1）

が有意であった。コントロールでは、1A と同様に、一機関あたりのプロジェクト予算と

企業負担割合が上市・製品化に対してポジティブな影響を与えていた。 

モデル 1 を総括すると、全体では垂直連携の川下との連携が上市・製品化に対してポジ

ティブな結果をもたらしており、この傾向は両分野で観察されたが、ライフサイエンス分
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野の方がより有意であった。水平連携に関しては、上市・製品化に対して、ネガティブと

なっており、特に材料分野では顕著にマイナス傾向が認められた。 

「非実施」を被説明変数とした材料とライフサイエンス分野を合計の分析結果（モデル

2A）からは、産学連携がネガティブな影響が観察された（b=－0.95、p＝0.10）が、統計

的に有意ではなかった。コントロールでは材料と企業負担割合がネガティブに作用してい

た。 

材料分野（モデル 2B）では、産学連携がネガティブな影響を与えており、水平連携が

ポジティブな影響を与えていたが統計的に有意ではなかった。 

ライフサイエンス分野（モデル 2C）では、垂直連携（川下との連携）がネガティブな

影響を与えていた（b=－1.00、p＜0.1）。また、企業負担割合が低いほど、非実施になる

傾向が強い傾向が明らかになった。 
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4.3.2. 企業の研究開発体制の選択に関する要因分析 

 本節では、企業がプロジェクトで採用する研究開発体制がどのような要因によって選択

されているのか、分析を加える。具体的には、被説明変数を研究開発体制における特定の

組織形態（集中研、垂直連携（川下との連携）、垂直連携（川上との連携）、水平連携、産

学連携）のダミー変数として、詳細追跡調査で把握した、技術の社内位置付けとプロジェ

クトへの期待に関する変数を説明変数として用いたロジスティック分析を材料分野とライ

フサイエンス分野のそれぞれについて行った。コントロールについては、4.1 で示した分

析と同様な変数を用いた。変数の相関を図表 4-5 に示す。 
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図表 4-6 材料分野の研究開発体制の選択に及ぼす影響に関するロジスティック分析の結果 

 

材料分野における分析結果を図表 4-6 の 3A～3E に示す。 

集中研（モデル 3A）に関しては、他機関からの技術獲得（b=0.96、p<0.1）がポジティ

ブに有意であった。他機関との技術比較において劣位にある（b=－1.41、p＝0.10）企業

が集中研の組織形態を選択する傾向がみられた。コントロールの中では、企業規模の小さ

い企業が集中研に参加する傾向が観察された。 

垂直連携の川下との連携（モデル 3B）については、当該技術の重要度が高い傾向（b=1.66、

p＝0.15）がみられたが統計的に有意ではなかった。企業のプロジェクトへの期待では、

有意な項目はなかった。コントロールの中では、一機関あたりのプロジェクト予算と企業

集中研
垂直連携（川
下との連携）

垂直連携（川
上との連携）

水平連携 産学連携

モデル３Ａ モデル３Ｂ モデル３Ｃ モデル３Ｄ モデル３Ｅ

-1.41 -1.15 -0.39 1.13 0.66

[-1.64] [-1.29] [-0.23] [1.16] [0.23]

-0.73 1.66 -2.62 0.94 2.47

[-0.70] [1.46] [-1.33] [0.99] [0.81]

-0.51 -0.21 -6.06 1.04

[-0.46] [-0.19] [-2.14]* [0.94]

-1.02 -0.45 -1.77 -1.13 4.07

[-1.42] [-0.64] [-0.89] [-1.56] [1.08]

-0.61 0.08 -1.91 1.08 -5.64

[-1.16] [0.13] [-2.04]* [2.01]* [-1.12]

0.96 -0.61 3.22 0.96 3.80

[1.91]† [-1.14] [1.43] [1.73]† [1.48]

0.58 -0.31 -0.01 1.00 -3.05

[1.23] [-0.56] [-0.01] [1.69]† [-1.43]

-0.23 -0.51 1.66 -0.87 3.05

[-0.58] [-1.02] [1.33] [-1.66]† [1.11]

-1.18 -0.22 2.08 -0.89 -0.85

[-2.84]** [-0.65] [1.98]* [-1.97]* [-0.99]

-0.48 1.67 0.56 -2.12

[-0.71] [1.79]† [0.35] [-2.47]*

-1.14 4.69 8.32 -0.44 -15.50

[-0.62] [2.04]* [1.71]† [-0.21] [-1.70]†

-23.14 -21.98 -9.96 -21.34 -8.19

24.04* 26.37* 29.46** 20.29* 39.11***

0.34 0.37 0.60 0.32 0.70

56 56 56 56 56

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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値

N数

モデル3Eにおいては,技術の社会的認知度が1の場合,また,一機関あたりのプロジェクト予算と企業負担割合の組み合わせで,被説明変数は０となるため,技術の社会的

認知度と一機関あたりのプロジェクト予算を説明変数から除いている。

コントロール

企業規模

一機関あたりのプロ
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負担割合がポジティブに有意となっていた。 

垂直連携の川上との連携（モデル 3C）では、技術の社内位置付けについて、社会的認

知度が低い技術（b=－6.06、p<0.05）であり、プロジェクトへの期待では、開発のスピー

ドアップがネガティブ（b=－1.91、p<0.05）であった。コントロールの中では、企業規模

と企業負担割合がポジティブに有意となっていた。 

水平連携（モデル 3D）については、技術の社内位置付けついては有意な項目はなく、

プロジェクトへの期待のうち、開発のスピードアップ（b=1.08、p<0.05）と他機関からの

技術獲得（b=0.96、p<0.1）と標準化（b=1.00、p<0.1）がポジティブ、社内説明がネガテ

ィブであった（b=－0.87、p<0.1）。コントロールの中では、企業規模と一機関あたりのプ

ロジェクト予算がネガティブであった。 

産学連携（モデル 3E）については、企業負担割合（b=－15.50、p<0.1）がネガティブ

に有意であった。また、説明変数からは除外したが技術の社会的認知度が高い場合には同

研究開発体制は選択されにくい。企業は、技術の社会的認知度が低い技術であり、企業負

担が生じない場合には同研究開発体制を選択する傾向が明らかになった。 

同様に、ライフサイエンス分野における分析結果を図表 4-7（4A～4E）に示す。 

集中研（モデル 4A）については、企業が、社会的認知度が低い（b=－2.40、p<0.05）

技術について、他機関からの技術獲得の期待（b=1.43、p<0.05）から本研究開発体制を選

択する傾向がみられた。コントロールの中では、企業規模がネガティブ、一機関あたりの

プロジェクト予算がポジティブであった。 

垂直連携の川下との連携（モデル 4B）については、他機関との技術比較において優位

にある企業（b=2.21、p<0.05）が他機関からの技術獲得への期待（b=1.16、p＜0.05）か

ら同研究開発体制を選択する傾向がみられた。 

垂直連携の川上との連携（モデル 4C）に関しては、他機関との技術比較が高い企業が

同研究開発体制を選択する傾向がみられた（b=2.86、p＝0.10）が統計的に有意でなかっ

た。コントロールの中では、一機関あたりのプロジェクト予算がネガティブであった。 

水平連携（モデル 4D）については、プロジェクトへの期待のうち、他機関からの技術

獲得（b=0.87、p<0.05）と標準化（b=0.86、p<0.05）が有意であった。コントロールの中

では、一機関あたりのプロジェクト予算がポジティブに有意であった。 

産学連携（モデル 4E）については、技術の重要度が高く（b=2.99、p<0.1）、技術の社

会的認知度が低い（b=－5.41、p<0.05）傾向が観察された。プロジェクトへの期待では他
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機関からの技術獲得がポジティブ（b=2.32、p<0.05）に有意となっていた。コントロール

の中では、企業負担割合がネガティブに有意であった。 

 

 

図表 4-7 ライフサイエンス分野の研究開発体制の選択に及ぼす影響に関するロジスティック分

析の結果 

  

集中研
垂直連携（川
下との連携）

垂直連携（川
上との連携）

水平連携 産学連携

モデル４Ａ モデル４Ｂ モデル４Ｃ モデル４Ｄ モデル４Ｅ

-0.74 2.21 2.86 0.57 1.01

[-0.72] [1.99]* [1.63] [0.76] [0.80]

0.44 -0.15 2.46 -0.39 2.99

[0.41] [-0.15] [1.20] [-0.49] [1.83]†

-2.40 0.15 -0.54 -1.16 -5.41

[-2.04]* [0.17] [-0.43] [-1.56] [-2.20]*

0.19 -0.59 0.10 -0.60 -1.41

[0.25] [-0.88] [0.09] [-1.07] [-1.31]

-0.42 0.13 0.42 0.29 -0.96

[-0.84] [0.27] [0.44] [0.73] [-1.59]

1.43 1.16 0.85 0.87 2.32

[2.12]* [2.15]* [1.16] [2.08]* [2.26]*

0.44 0.23 0.08 0.86 -0.69

[0.90] [0.52] [0.14] [2.23]* [-1.10]

0.14 -0.39 -0.77 -0.13 0.88

[0.33] [-0.76] [-0.83] [-0.37] [1.25]

-0.42 -0.11 0.14 0.12 -0.26

[-1.66]† [-0.59] [0.42] [0.74] [-1.02]

7.96 1.19 -3.45 2.35 1.08

[2.37]* [0.79] [-1.65]† [1.70]† [0.29]

-0.08 -1.81 0.19 -7.88

[-0.04] [-0.61] [0.09] [-1.85]†

-16.53 -20.55 -13.25 -28.07 -15.17

34.62*** 11.84 11.85 22.73* 30.88**

0.51 0.22 0.31 0.29 0.50

57 57 57 57 57

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

モデル4Aにおいては,企業負担割合がある場合に,被説明変数は０となるため,企業負担割合を説明変数から除いている。

N数

企業規模

一機関あたりのプロ
ジェクト予算

企業負担割合

対数尤度

χ2検定

疑似R
2
値

技術課題の解決

開発のスピードアップ

他機関からの技術獲得

標準化

社内説明

コントロール

技術の社内位置付け

他機関との技術の比較

技術の重要度

技術の社会的認知度

プロジェクトへの期待
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4.3.3. プロジェクトの成果に与える影響に関する詳細分析 

本節では、モデル 1、2 の分析結果を補足するために、研究開発体制に加えて、技術の

社内位置付けとプロジェクトへの期待が成果にどのような影響を与えているかについての

分析を行った（図表 4-8）。被説明変数を 2012 年度末時点の上市・製品化（モデル 5A：材

料とライフサイエンスの合計、モデル 5B：材料のみ、モデル 5C：ライフサイエンスのみ）

のダミー変数とし、説明変数として研究開発体制の変数と技術の社内位置付けとプロジェ

クトへの期待の変数を用いた。同じく、モデル 6 においては被説明変数を非実施（モデル

6A：材料とライフサイエンスの合計、モデル 6B：材料のみ、モデル 6C：ライフサイエン

スのみ）のダミー変数を用いた。なお、上市・製品化と非実施、中止・中断に対する影響

を分析するため研究継続中のサンプルは分析から除外した。 

材料とライフサイエンスの合計の分析（5A）では、研究開発体制に関する変数の中で有

意な項目はなかった。コントロールの中では、一機関あたりのプロジェクト予算と企業負

担割合がポジティブであった。 

材料分野（5B）の結果から、研究開発体制に関する変数の中では水平連携がネガティブ

であり（b=－2.87、p＜0.05）、モデル 1B と整合する結果が得られた。プロジェクトへの

期待では開発のスピードアップがポジティブに有意であった（b=1.61、p＜0.1）。その他

は有意な項目はなかった。 

ライフサイエンス分野（5C）については、研究開発体制に関する変数の中では垂直連携

（川下との連携）がポジティブに有意であり（b=3.37、p＜0.1）、モデル 1C と整合する結

果が得られた。技術の社内位置付けとプロジェクトへの期待の中で有意な項目はなかった。

コントロールの中では、一機関あたりのプロジェクト予算と企業負担割合がポジティブで

あった。 

材料とライフサイエンス分野の合計の非実施の分析（6A）では、垂直連携（川上との連

携）がポジティブに有意であり（b=2.22、p＜0.05）、産学連携がネガティブに有意であっ

た（b=－2.20、p＜0.1）。技術の社内位置付けでは、他機関との技術比較がネガティブで

あった（b=－1.56、p＜0.05）。コントロールの中では、材料、一機関あたりのプロジェク

ト予算と企業負担割合がそれぞれネガティブに有意となっていた。 

材料分野の分析（6B）では、垂直連携（川上との連携）がポジティブ（b=6.58、p＜0.1）

に有意となっていた。産学連携がネガティブであったが統計的に有意ではなかった。コン
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トロールの中では、一機関あたりのプロジェクト予算がネガティブに有意となっていた。 

ライフサイエンス分野の分析（6C）では、垂直連携（川下との連携）がネガティブに有

意であった（b=－5.18、p＜0.05）。コントロールの中では企業負担割合がネガティブに有

意であった。 

  

 

図表 4-8 研究開発体制がプロジェクトの成果に与える影響に関するロジスティック分析の結果  

  

＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜ライフ

サイエンス＞
＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜ライフ

サイエンス＞

モデル５Ａ モデル５Ｂ モデル５Ｃ モデル６Ａ モデル６Ｂ モデル６Ｃ
研究開発体制に関する変数

0.13 1.00 -2.41 0.93 2.54

[0.18] [0.84] [-1.00] [0.94] [1.34]

0.67 1.10 3.37 -0.16 -5.18

[1.11] [1.14] [1.94]† [-0.21] [-2.38]*

-0.73 -0.15 -2.10 2.22 6.58 1.78

[-0.92] [-0.12] [-0.83] [2.37]* [1.88]† [0.93]

-0.93 -2.87 0.01 1.21 -2.65

[-1.34] [-2.10]* [0.01] [1.25] [-1.31]

0.22 -0.08 -1.06 -2.20 -9.92 0.35

[0.28] [-0.06] [-0.68] [-1.86]† [-1.53] [0.16]

0.38 0.54 -0.13 -1.56 -1.35 -1.69

[0.72] [0.63] [-0.12] [-2.22]* [-0.60] [-1.27]

-0.05 -0.44 0.28 0.06 4.77 -1.62

[-0.08] [-0.47] [0.22] [0.07] [1.15] [-0.98]

-0.86 -1.37 -1.14 0.69 1.55 0.34

[-1.36] [-1.25] [-0.87] [0.95] [0.64] [0.28]

0.18 -0.32 1.01 -0.07 -0.38 0.00

[0.42] [-0.44] [0.99] [-0.15] [-0.37] [-0.00]

0.45 1.61 -0.46 -0.57 -1.11 -0.80

[1.31] [1.77]† [-0.67] [-1.48] [-0.82] [-1.03]

-0.07 0.27 -0.49 0.02 0.41 0.39

[-0.24] [0.49] [-0.88] [0.06] [0.37] [0.60]

0.01 0.06 -0.06 -0.30 -0.74 0.81

[0.03] [0.12] [-0.10] [-0.96] [-0.91] [1.07]

-0.32 -0.25 -0.65 0.47 0.71 0.53

[-1.11] [-0.53] [-1.04] [1.43] [0.78] [0.79]

コントロール

0.60 -2.82

[1.01] [-3.39]***

0.13 0.09 0.34 -0.25 -0.12 -0.51

[0.89] [0.30] [1.07] [-1.46] [-0.19] [-1.55]

1.03 0.21 8.36 -1.82 -6.52 -0.36

[1.73]† [0.27] [1.92]† [-1.91]† [-1.65]† [-0.23]

3.60 2.30 13.33 -6.73 -22.16 -8.66

[2.26]* [0.96] [2.20]* [-2.74]** [-1.52] [-2.02]*

-54.51 -27.82 -16.82 -38.59 -9.69 -16.13

29.20* 18.46 27.57* 55.60*** 18.76 45.90***

0.21 0.25 0.45 0.42 0.49 0.59

113 56 57 113 56 57

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

水平連携

上市・製品化 非実施

集中研

垂直連携（川下との連
携）

垂直連携（川上との連
携）

材料

産学連携

技術の社内位置付け

他機関との技術の比較

技術の重要度

技術の社会的認知度

プロジェクトへの期待

技術課題の解決

開発のスピードアップ

他機関からの技術獲得

標準化

社内説明

N数

モデル6Bにおいては,集中研,水平連携が0の場合,被説明変数は0となり,また,垂直連携（川下との連携）と垂直連携（川上との連携）の組み合わせで,被説明変数は０となるため,集中研,水平連携,垂直連

携（川下との連携）を説明変数から除いている。

企業規模

一機関あたりのプロ
ジェクト予算

企業負担割合

対数尤度

χ2検定

疑似R
2
値
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4.3.4. 企業負担と集中研が成果に及ぼす影響 

 本節では、企業負担のある場合とない場合と集中研という組織形態の選択がプロジェク

ト終了後の成果に及ぼす影響についての分析を行った。企業負担がある場合は、企業は一

定の自己資金を負担するため、NEDO プロジェクトにおいて上市・製品化に近い研究開発

を実施し、そのための開発体制の選択とマネジメントを展開している可能性がある。また、

集中研という組織形態を選択した場合、集中研で実施される研究開発の特性がプロジェク

トの成果に影響を及ぼしている可能性がある。そのため、企業の研究開発体制の選択によ

って、上市・製品化に影響が出ているのではなく、企業が自己負担をするか、否か、ある

は集中研を選択するか否かが、成果に影響を与えている可能性がある。図表 4-9 には、追

跡調査で把握しているプロジェクト終了後に上市・製品化を目標とする年度と上市・製品

化を目指す企業の割合を企業負担がある場合とない場合、集中研がある場合とない場合に

ついて示す。 

 企業負担がない場合、プロジェクト終了後の上市目標年度は 5 年以上（集中研あり 5.17

年、集中研なし 5.37 年）であり、上市までに長期間を要することが予定されている。一方

で、企業負担がある場合、プロジェクト終了後の製品化に向けての目標年度は、約 3 年程

度（集中研あり 3.13 年、集中研なし 3.59 年）、であり、上市目標年度も平均で 5 年未満（集

中研あり 3.25 年、集中研なし 4.22 年）となっており、比較的早期に上市・製品化を目指

していることが分かる。 

 企業負担がない場合、製品化を目標とする企業は、50%程度であり、上市を目標とする

のは、集中研ありで企業の 25%、集中研なしで企業の 32%となっている。すなわち、50%

近い企業がプロジェクト終了後に上市・製品化を目指しておらず、企業負担がない場合、

上市・製品化に向けた可能性を探るためにプロジェクトに参加している企業が多いといえ

る。一方で、企業負担がある場合、プロジェクト終了後に 80%以上の企業が製品化を目標

とし、50%以上の企業が上市までを目標としている。 

 

図表 4-9 企業負担の有無と集中研の有無と上市・製品化目標年度と目標割合との関係 

変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差

1.製品化目標年度 4.08 2.29 3.55 1.89 3.13 2.17 3.59 1.78

2.上市目標年度 5.17 3.07 5.37 2.99 3.25 2.41 4.22 2.04

3.製品化目標割合(%)

4.上市目標割合(%)

N数 27 90192 84

25% 32%

 　企業負担あり

集中研あり 集中研なし

81%

54%

89%

59%

企業負担なし

集中研なし集中研あり

55% 56%
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 図表 4-10 に詳細追跡調査で把握した企業の開発体制の選択とマネジメント情報に関し

て、企業負担のある場合とない場合を比較して整理する。企業負担がある場合の方が上市・

製品化割合は高く（企業負担なし 0.23、企業負担あり 0.48）、非実施割合は低い（企業負

担なし 0.35、企業負担あり 0.09）。研究開発体制に関しては、集中研（企業負担なし 0.58、

負担あり 0.24）と産学連携（企業負担なし 0.91、企業負担あり 0.48）において企業負担

がない場合の割合が高い。 

技術の位置付けに関しては、他機関との技術の比較（企業負担なし 0.43、企業負担あり 

0.64）と技術の重要度（企業負担なし 0.63、企業負担あり 0.82）において、企業負担があ

る場合の割合が高い。 

プロジェクトへの期待に関しては、企業負担がある場合では、開発のスピードアップ（企

業負担なし 3.59、企業負担あり 3.88）、標準化（企業負担なし 2.55、企業負担あり 3.12）、

社内説明（企業負担なし 2.83、企業負担あり 3.45）の割合が企業負担のない場合に比較し

て高く、企業負担がない場合、技術課題の解決（企業負担なし 4.04、企業負担あり 3.88）、

他機関からの技術獲得（企業負担なし 3.70、企業負担あり 3.33）の割合が高かった。 

  

 図表 4-10 企業負担の有無によるプロジェクト終了後の成果、研究開発体制、詳細追跡調査で

把握した変数の比較 

 

平均 標準偏差 平均 標準偏差
1.上市・製品化 0.23 0.42 0.48 0.51

2.非実施 0.35 0.48 0.09 0.29

3.集中研 0.58 0.50 0.24 0.44

4.垂直連携（川下との連携） 0.21 0.41 0.33 0.48

5.垂直連携（川上との連携） 0.11 0.32 0.18 0.39

6.水平連携 0.61 0.49 0.61 0.50

7.産学連携 0.91 0.28 0.48 0.51

8.他機関との技術の比較 0.43 0.50 0.64 0.49

9.技術の重要度 0.63 0.49 0.82 0.39

10.技術の社会的認知度 0.66 0.48 0.67 0.48

11.技術課題の解決（プロジェクトへの期待） 4.04 0.79 3.88 0.65

12.開発のスピードアップ（プロジェクトへの期待） 3.59 1.04 3.88 0.86

13.他機関からの技術獲得（プロジェクトへの期待） 3.70 1.06 3.33 0.89

14.標準化（プロジェクトへの期待） 2.55 1.10 3.12 0.89

15.社内説明（プロジェクトへの期待） 2.83 1.09 3.45 0.87

16.材料 0.53 0.50 0.42 0.50

17.企業規模 7.48 1.93 8.34 1.78

18.一機関あたりのプロジェクト予算 4.98 0.42 4.72 0.64

詳細追跡調査で把握した変数　企業負担なしＮ数=80　企業負担ありＮ数＝33　

変数
企業負担なし 企業負担あり
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 次に、企業負担のある場合とない場合における研究開発体制の上市・製品化、非実施に

対する影響についての定量分析を行った。先ず、実施プロジェクトにおいて企業負担がな

い場合について分析し、被説明変数を 2012 年度末時点の上市・製品化を 1 とした場合の

ダミー変数（モデル 7A：材料とライフサイエンスの合計、モデル 7B：材料のみ、モデル

7C：ライフサイエンスのみ）とした。同じく、モデル 8 においては、被説明変数に非実施

を 1 とした場合のダミー変数（モデル 8A：材料とライフサイエンスの合計、モデル 8B：

材料のみ、モデル 8C：ライフサイエンスのみ）を用いた。次に、企業負担がある場合の

影響を分析するために、モデル 9 においては、被説明変数を 2012 年度末時点の上市・製

品化を 1 とした場合のダミー変数（モデル 9A：材料とライフサイエンスの合計、モデル

9B：材料のみ、モデル 9C：ライフサイエンスのみ）とした。なお、上市・製品化と非実

施、中止・中断に対する影響を分析するため研究継続中のサンプルは分析から除外した。

説明変数としては、プロジェクトの運営に関する組織形態に着目し、集中研、垂直連携（川

下との連携）、垂直連携（川上との連携）、水平連携、産学連携のダミー変数を用い、さら

に、材料ダミー（材料=1/ライフサイエンス=0）、企業規模（従業員数（自然対数））、一機

関あたりのプロジェクト予算（自然対数）をコントロールとすることによりロジスティッ

ク分析を行った。 

 図表 4-11 に企業負担がない場合について分析結果を示す。モデル 7A とモデル 7C にお

いては、企業負担の有無を区分せずに実施した分析（モデル 1）と同様に垂直連携（川下

との連携）が有意となり（モデル 7A：b=1.01、p＜0.05、モデル 7C：b=1.47、p＜0.05）、

水平連携がネガティブに有意な結果（モデル 7A：b=－1.06、p＜0.05、モデル 7C：b=－

1.51、p＜0.05）となった。非実施については、モデル 8A とモデル 8C で垂直連携（川下

との連携）がネガティブに有意となった（モデル 8A：b=－0.83、p＜0.1、モデル 8C：b=

－1.16、p＜0.05）。 

 一方で、企業負担がある場合（図表 4-12）においては、研究開発体制は上市・製品化に

有意に影響していなかった。このことから、プロジェクトの研究開発体制が上市・製品化

に与える影響としては、企業負担がない場合に影響があることが明らかになった。 
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図表 4-11 研究開発体制がプロジェクトの成果に与える影響に関するロジスティック分析の結

果（企業負担なし） 

図表 4-12 研究開発体制がプロジェクトの成果に与える影響に関するロジスティック分析の結

果（企業負担あり） 

 

 

＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜ライフ

サイエンス＞
＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜ライフ

サイエンス＞
モデル７Ａ モデル７Ｂ モデル７Ｃ モデル８Ａ モデル８Ｂ モデル８Ｃ

研究開発体制に関する変数

-0.06 0.13 0.15 0.28 0.12 0.56

[-0.12] [0.18] [0.16] [0.59] [0.16] [0.86]

1.01 0.87 1.47 -0.83 -0.02 -1.16

[2.30]* [1.36] [2.14]* [-1.81]† [-0.02] [-2.04]*

0.62 0.44 0.59 -0.38 0.29 -0.75

[1.16] [0.60] [0.70] [-0.67] [0.32] [-1.04]

-1.06 -0.62 -1.51 0.71 0.98 0.67

[-2.39]* [-0.98] [-2.07]* [1.56] [1.10] [1.15]

1.08 0.50 -0.61 -0.73

[0.97] [0.32] [-0.80] [-0.84]

コントロール                   
材料 0.99 -1.62

[2.29]* [-4.07]***

-0.05 0.13 -0.16 -0.10 -0.05 -0.11

[-0.52] [0.65] [-1.16] [-1.10] [-0.24] [-1.08]

1.51 1.82 1.46 -0.46 -0.54 -0.62

[2.85]** [2.06]* [1.36] [-1.06] [-0.62] [-0.96]

-84.22 -47.50 -35.71 -109.06 -50.10 -57.36

31.29*** 17.77* 13.21* 30.11*** 3.67 11.16

0.16 0.16 0.16 0.12 0.04 0.09

188 97 91 188 97 91

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
モデル7C,8Bにおいては,産学連携が０の場合に,被説明変数は０となるため,産学連携を説明変数から除いている。

水平連携

産学連携

企業規模

上市・製品化 非実施

集中研

垂直連携（川下との連
携）

垂直連携（川上との連
携）

一機関あたりのプロ
ジェクト予算

対数尤度

χ2検定

疑似R
2
値

N数

＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜ライフ

サイエンス＞
モデル９Ａ モデル９Ｂ モデル９Ｃ

研究開発体制に関する変数

-0.63 0.79

[-0.52] [0.35]

0.05 0.97 -0.19

[0.08] [0.60] [-0.20]

0.32 -1.65 1.41

[0.44] [-1.07] [1.24]

0.04 -1.85 0.53

[0.07] [-1.09] [0.68]

-0.88 0.67 -1.15

[-1.32] [0.30] [-1.56]

コントロール
材料 0.11

[0.16]

-0.16 -0.36 -0.17

[-1.10] [-0.66] [-1.03]

0.49 0.10 2.54

[0.93] [0.14] [1.33]

-47.11 -16.90 -26.99

6.64 4.44 8.38

0.07 0.12 0.13

73 28 45

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
モデル９Cにおいては,多重共線性のために集中研を説明変数から除いている。
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値
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次に、詳細追跡調査結果を用いて、企業負担のない場合とある場合に分けて、技術の社

内位置付けやプロジェクトへの期待の変数を加えて、上市・製品化に及ぼす影響について

の分析を行った。被説明変数を 2012 年度末時点の上市・製品化を 1 とした場合のダミー

変数（モデル 10A：企業負担なし、モデル 10B：企業負担あり）とし、モデル 11 におい

ては、被説明変数に非実施を 1 とした場合のダミー変数（モデル 11A：企業負担なし5）と

した。説明変数として研究開発体制の変数と技術の社内位置付けとプロジェクトへの期待

の変数を用いた。ただし、モデル 10B については、モデル 9 において、研究開発体制の変

数が有意でなかったことから、研究開発体制に関する変数を除いて分析を行った（図表

4-13）。 

上市・製品化に及ぼす影響についての分析について、企業負担がない場合（モデル 10A）、

産学連携が有意に作用していた（b=5.58、p＜0.05）。また、技術の位置付けでは、他機関

との技術の比較（b=－2.21、p＜0.1）と技術の社会的認知度（b=－3.25、p＜0.05）がネ

ガティブな企業が上市・製品化を達成していることが示された。 

一方、企業負担がある場合（モデル 10B）、上市・製品化に及ぼす影響については、他

機関との技術の比較（b=3.86、p＜0.05）がポジティブ、プロジェクトへの期待のうち、

技術課題の解決がポジティブ（b=4.78、p＜0.1）、他機関からの技術獲得（b=－3.84、p＜

0.05）と社内説明（b=－2.58、p＜0.1）がネガティブに作用していた。 

非実施に及ぼす影響についての分析については、企業負担がない場合（モデル 11A）、

他機関との技術の比較（b=－1.66、p＜0.1）がネガティブであり、プロジェクトへの期待

のうち、社内説明がポジティブ（b=0.91、p＜0.05）であった。 

以上の結果から、研究開発体制の上市・製品化に対する影響については、企業負担がな

い場合に作用しており、川下との垂直連携が上市・製品化に寄与している。一方で、技術

の社内位置付けやプロジェクトへの期待を入れた分析においては、産学連携が上市・製品

化に対して、有意に作用しており、川下との垂直連携は有意ではなかった。このことから、

企業負担がない場合において、川下との垂直連携については、連携による効果よりも技術

の社内位置付けが高いことによる効果である可能性がある。また、企業負担がない場合、

産学連携を有効活用している企業がプロジェクトの上市・製品化を達成している可能性が

示された。企業負担がある場合においては、他機関との技術の比較において優位にあり、

プロジェクト参加について技術課題の解決への動機付けが高い企業が上市・製品化を達成

                                                      
5 サンプル数の関係から、企業負担なしの分析は行わなかった。 
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していることが示された。上市・製品化について、他機関からの技術獲得への動機付けは

ネガティブに作用しており、他機関との連携よりも、自社で実施する研究開発となってい

る傾向が示された。 

  

図表 4-13 企業負担有無におけるプロジェクト終了後の成果に及ぼす影響に関する分析結果 

 

最後に、企業の負担割合と集中研という組織形態の選択との関係について分析する。集

中研で実施する研究開発の基礎・基盤的な研究内容であり、その研究開発の上市・製品化

まで長期間を要するために、プロジェクトの成果である、上市・製品化、非実施に影響を

及ぼしている可能性がある。そこで、集中研と企業負担割合の相互作用効果を説明変数に

非実施
企業負担なし 企業負担あり 企業負担なし
モデル10Ａ モデル10Ｂ モデル11Ａ

研究開発体制に関する変数

-1.85 0.26

[-1.16] [0.24]   

0.02 -0.12

[0.02] [-0.14]   

-0.86 1.25

[-0.53] [1.07]   

-0.49 1.26

[-0.40] [1.18]   

5.58 -2.09

[2.16]* [-1.26]   

-2.21 3.86 -1.66

[-1.94]† [2.01]* [-1.91]†   

0.50 -2.19 -0.44

[0.55] [-1.13] [-0.46]   

-3.25 0.49 0.72

[-2.20]* [0.28] [0.89]   

-0.37 4.78 0.62

[-0.59] [1.86]† [0.99]   

0.62 -1.93 -0.84

[0.88] [-1.31] [-1.71]   

0.84 -3.84 -0.07

[1.24] [-1.98]* [-0.16]   

-0.14 1.36 -0.11

[-0.27] [1.36] [-0.29]   

-0.64 -2.58 0.91

[-1.30] [-1.81]† [2.02]*  

コントロール
2.34 -0.22 -3.36

[1.78]† [-0.13] [-3.40]***

-0.17 0.29 -0.33

[-0.62] [0.75] [-1.64]   

4.28 -0.78 -0.65

[2.65]** [-0.59] [-0.66]   

-23.11 -10.93 -29.20

39.09** 23.85* 45.20***

0.46 0.52 0.44

80 33 80

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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加えた分析を行った。 

被説明変数を 2012 年度末時点の上市・製品化を 1 とした場合のダミー変数（モデル

12A：材料とライフサイエンスの合計、モデル 12B：材料6のみ）とした。同じく、モデル

13 においては、被説明変数に非実施を 1 とした場合のダミー変数（モデル 13A：材料とラ

イフサイエンスの合計、モデル 13B：材料のみ）を用いた。なお、上市・製品化と非実施、

中止・中断に対する影響を分析するため研究継続中のサンプルは分析から除外した。説明

変数としては、プロジェクトの運営に関する研究開発体制に着目し、集中研、垂直連携（川

下との連携）、垂直連携（川上との連携）、水平連携、産学連携のダミー変数に加えて、集

中研と企業負担割合を掛け合わせた変数を用い、さらに、材料ダミー（材料=1/ライフサイ

エンス=0）、企業規模（従業員数（自然対数））、一機関あたりのプロジェクト予算（自然

対数）、企業の負担割合をコントロールとすることによりロジスティック分析を行った。 

モデル 12A、12B、13B の結果から、集中研と企業負担割合の相互作用効果は観察され

なかった。一方で、モデル 13A の結果からは、集中研と企業負担割合の相互作用効果は非

実施に有意に作用していた（b=8.79、p＜0.01）。企業負担割合は、非実施に対して、ネガ

ティブに作用している（b=－7.25、p<0.001）が、集中研については、企業負担割合があ

る場合、非実施に有意に作用していることが示された。 

本分析結果から、集中研で実施する研究開発の内容が基礎・基盤的な開発であることに

より、上市・製品化に対して、ネガティブな影響を及ぼしているという結果は示されなか

った。 

                                                      
6 サンプル中に、ライフサイエンス分野では企業負担がある場合には集中研が認められないため分

析から除外した。 



 64 

 

 

図表 4-14 集中研と企業負担割合の相互作用効果がプロジェクトの成果に及ぼす影響についての

分析結果 

  

＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞

モデル12Ａ モデル12Ｂ モデル13Ａ モデル13Ｂ
研究開発体制に関する変数

0.16 -0.12 0.30 -0.02

[0.34] [-0.18] [0.64] [-0.03]

0.75 0.85 -0.85 -0.26

[2.05]* [1.51] [-1.95]† [-0.35]

0.47 0.03 -0.05 0.74

[1.11] [0.05] [-0.09] [0.93]

-0.81 -1.03 0.55 0.91

[-2.25]* [-1.89]† [1.28] [1.04]

-0.37 0.05 -0.13 14.74

[-0.74] [0.04] [-0.18] [0.01]

-3.20 -0.51 8.79 64.41

[-1.52] [-0.16] [3.21]** [0.01]

コントロール
0.74 -1.67

[2.11]* [-4.26]***

-0.08 0.06 -0.08 -0.05

[-1.02] [0.35] [-0.94] [-0.26]

1.06 0.78 -0.68 -0.73

[2.90]** [1.44] [-1.79]† [-1.23]

3.99 2.21 -7.25 -34.10

[3.90]*** [1.20] [-4.16]*** [-0.01]

-135.50 -67.22 -123.80 -55.82

52.31*** 25.14** 65.48*** 13.46

0.16 0.16 0.21 0.11

261 125 261 125

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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4.4. 考察 

 コンソーシアム型研究開発プロジェクトにおける研究開発体制が参加企業のプロジェク

ト成果に与える影響については、以下の通り整理される。 

 第一に、研究開発体制の影響を上市・製品化に対してみてみれば、本事例においてその

効果が有意に認められたのは、企業の川下企業との垂直連携であった。実用化フェーズと

しての、企業負担割合をコントロースしてもなお、主効果である研究開発体制はプロジェ

クトの成否に有意に作用していた。企業戦略の観点からも、川下と連携して戦略的にニッ

チ市場を創出する方策の有効性が知られており（Schot and Geels, 2008）、企業が早期に

川下側からフィードバックを受ける開発体制をとることが有効である。特に、ライフサイ

エンス分野においては、川下との連携を選択する企業が他機関と比較して優位性の高い技

術を持ち、他機関からの技術連携に対する期待も高かった。このような企業の技術的な位

置付けやプロジェクトへの姿勢が開発した技術の上市・製品化に有効に寄与したと考えら

れる。しかし、材料分野においては、垂直連携の効果は明確ではなかった。一般にサプラ

イヤーとの連携の場合、内部 R&D の代替としての効果（Belderbos et al., 2004）が期待

できるが、材料分野における垂直連携の場合、川下側企業にとっては当該技術の認知度が

低い技術であり、材料のポテンシャルを探るためにプロジェクトに参加している可能性が

ある。また、川上側企業にとっても、連携への期待が必ずしも高くなく、連携の効果が上

がらなかった可能性がある。そのため、公的資金による垂直連携の組織形態については、

連携企業間の技術の位置付けやプロジェクトへの参加動機を上手くマッチさせないと、垂

直連携は有効に機能しないといえる。 

第二に、水平連携についてみれば、本事例からのプロジェクト成果への影響は、概して

ネガティブであり、特に材料分野で顕著な傾向がみられ、企業のプロジェクト終了後の研

究開発を非継続となっていた。同研究開発体制に関しては、企業間の補完的分野の組み合

わせによるシナジー効果、また、重複研究の排除や標準化といった点から有効に機能する

ための方策の検討が必要である。 

 第三に、上市・製品化に対する影響を集中研についてみれば、非実施と正の相関関係が

認められたが、分析結果からは、非実施に対して影響を及ぼしているのは、集中研それ自

身ではなく、集中研にみられる水平連携がプロジェクト終了後の企業活動にネガティブな

影響を与えていることが示された。さらに、材料分野では、技術比較において劣位である
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企業が集中研に参加する傾向がみられた。一方で、ライフサイエンス分野では、社会的認

知度が低い技術に関するネットワーキングの場として集中研が位置付けられ、企業負担が

ある場合には連携が形成されにくい特徴が観察された。 

 第四に、産学連携については、上市・製品化と負の相関が認められたが、上市・製品化

へはネガティブに作用しておらず、むしろ、プロジェクト終了後に研究開発が継続される

傾向がみられた。これは、ライフサイエンス分野で特徴的にみられるように、企業は社内

位置付けの高い技術に対して、産学連携の研究開発体制を選択する傾向があることが要因

であると考えられる。また、同研究開発体制については、企業負担割合が低い場合に選択

されやすい傾向がみられ、公的支援がないと連携が滞る傾向があるため、将来性のある技

術分野に対する積極的な支援策が求められる。 

次に、企業負担がある場合とない場合に参加する企業の特性が分析結果に影響を及ぼし

ている可能性、あるいは集中研を選択する企業の特性や集中研で実施される研究開発の内

容が分析結果に及ぼす影響について整理する。 

企業負担がある場合においては、企業は公的支援プロジェクトの中で、技術の社内位置

付けで、技術の重要度が高く、他機関との技術比較が優位にある技術の開発を行ない、上

市・製品化に繋げており、研究開発体制の影響は観察されなかった。 

一方で、企業負担がない場合においては、研究開発体制の上市・製品化に対する影響に

ついては、川下との垂直連携が上市・製品化に寄与しており、水平連携がネガティブに作

用していた。このことから、全体の分析結果でみられた傾向については、企業負担がない

場合の方がサンプル数の比率が高いことが影響を及ぼしている可能性がある。また、技術

の社内位置付けやプロジェクトへの期待を入れた分析においては、産学連携が上市・製品

化に対して、有意に作用していた。川下との垂直連携については、連携による効果よりも

技術の社内位置付けやプロジェクトへの参加動機が影響している可能性がある。 

集中研を選択するか否かによる、製品化目標時期、上市目標時期への影響はみられず、

集中研で実施する研究開発の内容が基礎・基盤的な開発であることにより、上市・製品化

に対して、ネガティブな影響を及ぼしているという結果は示されなかった。一方で、企業

負担割合と集中研の選択の間の相互作用効果が非実施に有意に作用していた。企業負担が

あると非実施になる可能性は低くなるが、集中研の場合、企業負担があると非実施になる

傾向がみられ、集中研は、自社における追加投資を行うかどうかのスクリーニングの場と

して活用されており、見た目のパフォーマンスを下げている可能性がある。 
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本章の分析を振り返ってみれば、企業の研究開発に関する公的支援は、市場原理のみで

はその投資水準が社会的に望ましい水準に比べて過小になるという見地から、正当化され

てきた（経済産業省, 2008）。しかし、厳しさを増す国の財政状況を受けて公的支援の主要

な形態となったコンソーシアム型の国の研究開発プロジェクトを費用対効果の視点から定

量的に評価する政策研究は必要性を増してきている。本研究は、NEDO が実施したプロジ

ェクト評価のための企業への追跡調査結果を利用して、コンソーシアム型プロジェクトの

研究開発体制の機能とその形成要因を明らかにし、異なった研究開発体制が企業利益の追

求に対してどのように貢献しているか費用対効果の視点から明らかにし、加えて、それぞ

れの研究開発体制を設計・運営する際にみられる様々な問題点を示した。 
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第5章 公的支援が企業の吸収能力に与える影響に関する分析 

5.1. はじめに 

一般的に、研究開発についての公的支援の役割については、市場の失敗を補完すること、

研究開発コストを企業がシェアすることによる費用の節減、研究開発投資の呼び水効果に

加え、企業の吸収能力：Absorptive capacity（ACAP）（Cohen and Levinthal, 1990）へ

の貢献が指摘されている（David et al., 2000）。本章では、企業が中長期的な視点からど

のように研究開発マネジメントを展開して、参加企業における研究開発に関する組織能力

としての吸収能力にどのような影響を与えているか、その要因についての定量的な分析を

行う。 

企業が、国家プロジェクトに参加する場合、そのプロジェクトに期待する役割は、企業

が保有する技術の水準、また、ビジネスの視点からの当該技術への期待等によって、大き

く異なる。企業は、さまざまな戦略的位置付けと動機からプロジェクトに参加しており、

公的支援に期待する多様な役割に応じて、それに適した外部組織との連携形態を選択し、

自社内において適切な形で研究開発マネジメントを展開している。特に、現代の企業経営

においては、どのように外部資源を活用して新しい価値を創造するか、外部組織との効果

的な連携を模索するオープンイノベーションの重要性が上昇している（Chesbrough, 

2003; 経済産業省, 2009a）。そのため、企業が研究開発プロジェクトに参加する際には、

プロジェクトを適切な外部資源と関与する機会と位置づける傾向が生まれている（経済産

業省, 2009b）。 

以上で示した視点から研究開発に対する公的支援の役割をまとめれば、企業が支援に中

長期的視点から期待する第一の役割は、実用化・市場化については時期尚早な技術に関す

る、外部組織との効果的なネットワーク形成のための支援である。企業はその長期的な経

営の観点から、将来的なビジネス展開を期待する技術分野に関して、関連する国家プロジ

ェクトに参加し、同分野においてどのような企業、また、大学等の研究機関が有望な技術

ポテンシャルを持っているか、その活動を通じて探索する。具体的には、企業、また、研

究機関の研究者との情報交換や共同研究等の交流によって、個別の研究者と人的ネットワ

ークを形成し、そこで得られた知見をもとに、どの組織と将来的により本格的な連携活動

を行うか、決定する。このような研究組織間のネットワークは、イノベーションの推進に
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重要な役割を果たすことが知られている（Kogut, 2000）。 

 企業が公的支援に中長期的視点から期待する第二の役割は、参加企業における研究開発

に関する組織能力としての吸収能力の向上である。企業の吸収能力については、組織間連

携である産学連携（Bishop et al., 2011）やサプライチェーン連携（Malhotra et al., 2005）

などの外部連携が企業の吸収能力の向上に寄与することが知られている。その際に、吸収

能力の向上に対して、企業の保有する既存の知識量が吸収能力の向上に影響を及ぼす

（Lane et al., 2006）こと、また、企業による外部知識の吸収が行われる際には、企業側

のモチベーションが重要な役割を果たすことが知られている（元橋, 2003; Barbolla and 

Corredera, 2009）。日本における従来からの公的支援に関しては、企業は公的支援プロジ

ェクトへの参加によって企業研究者の知識基盤を全体として向上させてきた（Sakakibara, 

1997）。第 5 世代コンピュータプロジェクトについての追跡評価からは、プロジェクトで

開発された技術それ自身は実用化されていないが、公的支援によって研究開発をプロジェ

クト化したことによって、日本の情報技術分野（ソフトウエア・人工知能研究）で活躍す

る研究開発人材が多数、育成され、プロジェクト参加企業の技術基盤が全体的に底上げさ

れたことが明らかになっている（経済産業省, 2012b）。 
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5.2. 分析フレームワークと使用データ 

研究開発に関する企業の組織能力に関する研究においては吸収能力（Cohen and 

Levinthal, 1990）という概念に基づく分析が有力である。吸収能力の概念の操作化につい

ては、企業の研究開発に関する特定の指標に着目する試みがされているが、一般的な共通

理解は存在しない（Kostopoulos et al., 2011）。また、これまでの吸収能力に関する研究は、

企業・事業部門といった組織をユニットに分析されることが多かった。しかし、Jansen et 

al.（2005）の研究では、組織メカニズムによって、企業の吸収能力へ及ぼす影響が異なる

ことを指摘している。そのため、企業の組織構造や事業の実施体制によって、企業の吸収

能力に及ぼす影響は異なる。さらに、特定のプロジェクトが企業の組織能力に及ぼす影響

をみる場合、企業の研究開発活動の中で当該プロジェクトが占める割合が異なるため、従

来実施されてきた研究のように企業の研究開発に関する特定の指標に注目した研究を行う

ことは難しい。 

そこで、本研究では、国家プロジェクトにおける企業の吸収能力の向上について、吸収

能力を潜在吸収能力と実現吸収能力に再分類する Zahra & Gerorge（2002）の手法を使っ

て分析する。Zahra & George（2002）は、吸収能力を“外部知識を利用する研究開発能

力”と定義し、吸収能力を外部の知識獲得と知識吸収の能力を表す「潜在吸収能力：

Potential ACAP」と知識転換と知識利用の能力を表す「実現吸収能力：Realized ACAP」

に区分している。 

本研究では、プロジェクト実施時の企業の活動状況について NEDO 詳細追跡調査で把

握したデータから、企業活動における吸収能力を潜在吸収能力因子と実現吸収能力因子に

分類し、事業の実施体制が企業の吸収能力に及ぼす影響を明らかにする。特に、企業の研

究開発マネジメント、すなわち、個別のプロジェクトに対し、企業はどのような技術の戦

略的位置付けと動機から参画するに至ったか、また、企業が選択した外部との連携形態が

企業の研究や開発マネジメントにどのような影響を与えているかについて分析する。 

さらに、本研究では、公的支援によるプロジェクト参加企業の人材育成効果に注目する。

外部組織との境界にいる個人（Cohen and Levinthal, 1990）が企業の吸収能力にとって

重要な役割を果たすとの指摘があるが、個人レベルの能力形成に関して分析された事例は

多くない（Turner and Makhija, 2012）。従来、公的支援の企業の人材育成への貢献につい
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ては、定性的に議論されることが多く（経済産業省, 2012b）、定量的な分析は十分に実施

されていない。そこで、本研究では、公的支援を受けたプロジェクトにおいて、企業がど

のようにマネジメントを行った結果、プロジェクトがその参加企業の人材育成に対して、

どのような影響を与えているかについて定量分析する。 

先ず、企業がどのような観点から、国家プロジェクトに参加しているか明らかにするた

めに、NEDO 詳細追跡調査を利用する。分析対象となる企業は、第 4 章で使用した材料分

野とライフサイエンス分野の公的支援プロジェクトのうち、材料分野の 27 プロジェクト

に参加した 60 の企業とライフサイエンス分野の 21 プロジェクトに参加した 58 の企業で

ある。 

 外部組織との連携と企業の研究マネジメントについては、以下の 7 つの質問項目、[1]

責任の所在が明確、強力なリーダーが存在、[2]研究部門と事業部門を橋渡しするキーパー

ソンが存在、[3]他部門と頻繁なやりとり、[4]他機関のメンバーと頻繁なやりとり、[5]社

内の継続的支援・協力、[6]他機関との連携、[7]ユーザーニーズを反映した目標設定に対し

て、参加企業が行った主観的な 5 段階評価の結果を利用する。本研究では、以上のデータ

について因子分析を行い、さらに varimax 回転をさせることにより、2 つの因子に分解し、

その結果から、潜在吸収能力因子と実現吸収能力因子を抽出した（図表 5-1）。本研究では、

「他機関との連携」と「他機関のメンバーとの頻繁なやりとり」といった外部組織との連

携に関する活動からなる因子 2 を潜在吸収能力因子、実用化・事業化に向けた企業の研究

開発マネジメントに関する活動からなる因子 1 を実現吸収能力因子とした。 

 次に、抽出された各因子に参加企業の研究開発マネジメントがどのような影響を与えて

いるかをみるために、研究開発体制、企業の当該技術に対する戦略的位置付けと企業のプ

ロジェクトへの期待について、第 4 章で用いたデータと同じデータを用いた。具体的には、

NEDO 詳細追跡調査における企業の回答から、プロジェクト開始時点の技術の位置付け

（技術の社内位置付け）として、（i）技術の他機関との比較、（ii）技術開発の社内位置付

け、（iii）技術の社会的認知度について、第 4 章で用いたデータと同じデータを用いた。

また、参加開始時点におけるプロジェクトへの期待（プロジェクトへの期待）については、

詳細追跡調査で得られる参加企業の参加開始時点における期待について、（i）技術課題の

解決と（ii）開発のスピードアップ（iii）他機関からの技術獲得、（iv）標準化、（v）社内

説明を分析に用いた。さらに、研究開発マネジメントにおける外部との連携形態がどのよ

うな影響を与えているかをみるために、それぞれの参加企業がプロジェクトの研究開発ユ
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ニットで採用する研究開発体制（集中研、水平連携、垂直連携（川下との連携）、垂直連携

（川上との連携）、産学連携）を分析に用いた。分析に用いた変数に関する相関表を図表

5-2 に示す。 

 

変数 因子 1 因子 2 

[2]研究部門と事業部門を橋渡しするキーパ

ーソンが存在 
0.81 0.14 

[3]他部門と頻繁なやりとり 0.69 0.06 

[5]社内の継続的支援・協力 0.68 0.20 

[7]ユーザーニーズを反映した目標設定 0.61 0.12 

[1]責任の所在が明確、強力なリーダーが存在 0.50 0.22 

[4]他機関のメンバーと頻繁なやりとり 0.07 0.91 

[6]他機関との連携 0.15 0.89 

 

図表 5-1 プロジェクト活動状況に関する因子分析結果 

  

（N＝118） 
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5.3. 分析手法と結果 

5.3.1. 企業の潜在吸収能力の向上に関する分析 

プロジェクトに参加した企業の知識獲得と知識吸収の能力が、その企業が採用する研究

開発体制、また、企業における開発体制（技術の社内位置付け、プロジェクトへの期待）

によってどのような影響を受けるか、回帰分析を行った。分析においては、被説明変数を

前説で示した潜在吸収能力因子を用いた。 

説明変数には、企業の研究開発体制（（i）集中研、（ii）水平連携、（iii）垂直連携（川下

との連携）、（iv）垂直連携（川上との連携）、（v）産学連携）、技術の社内位置付けを用い

た。プロジェクトへの期待については、プロジェクトへの期待を用いないモデルと用いた

モデルの両方を観察した。なお、コントールとして材料、企業規模（従業員数）、一機関あ

たりの予算（自然対数）、企業負担割合を用いた。 

モデル 1A は、潜在吸収能力因子に対する影響を材料とライフサイエンス分野の全体で

観察し、説明変数は企業の研究開発体制、技術の社内位置付けとコントロールとした。モ

デル 1B は、被説明変数をモデル 1A と同じとして、説明変数にプロジェクトへの期待を

加えたモデルとした。モデル 2A は、材料分野のみとして、被説明変数と説明変数はモデ

ル 1A と同じとした。モデル 2B は、同じく材料分野として、被説明変数と説明変数はモ

デル 1B と同じとした。モデル 3A と 3B は同様にライフサイエンス分野を対象に分析を行

った。 

図表 5-3 で示した回帰分析の結果について、潜在吸収能力因子に対する影響を材料とラ

イフサイエンス分野の全体でみれば（モデル 1A）、研究開発体制については、産学連携

（b=0.68、p<0.05）と垂直連携の川上との連携（b=0.51、p<0.1）がポジティブであった。

プロジェクトへの期待を加えたモデル 1B をみてみれば、集中研（b=－0.44、p<0.1）がネ

ガティブとなっていた。技術の社内位置付けについは、有意な項目はなかった。プロジェ

クトへの期待では、他機関からの技術獲得が有意であった（b=0.50、p<0.001）。 

材料分野のモデル 2A についてみてみれば、研究開発体制では、産学連携がポジティブ

（b=1.28、p<0.01）に作用していた。技術の社内位置付けの中では、技術の重要度がポジ

ティブ（b=0.60、p<0.1）であった。コントロールの中では、一機関あたりのプロジェク

ト予算がポジティブであった。モデル 2B については、研究開発体制では、産学連携がポ
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ジティブ（b=0.81、p<0.1）であった。技術の社内位置付けの中では、技術の重要度がポ

ジティブ（b=0.51、p<0.1）であった。プロジェクトへの期待では、全体傾向と同様に他

機関からの技術獲得が有意であった（b=0.44、p<0.01）。コントロールの中では、一機関

あたりのプロジェクト予算がポジティブであった。 

ライフサイエンス分野のモデル 3A については、研究開発体制の中では、産学連携がポ

ジティブ（b=0.76、p<0.1）に作用していた。モデル 3B については、研究開発体制と技術

の社内位置付けでは、有意な項目はなかった。プロジェクトへの期待では、他機関からの

技術獲得が有意であった（b=0.59、p<0.001）。 

まとめてみれば、潜在吸収能力因子に寄与するのは、プロジェクトへの期待のうち、他

機関からの技術獲得であった。プロジェクトへの期待における他機関からの技術獲得につ

いては、集中研と水平連携は相関がみられたが、両体制は潜在吸収能力因子に対して、ポ

ジティブな効果は観察されず、プロジェクトへの期待を含めた分析において、集中研はネ

ガティブに作用しており、他機関からの技術獲得の動機の高さに比べて、集中研は必ずし

も有効に機能していないことが示された。 

一方で、産学連携については、両分野において、ポジティブな効果がみられた。材料分

野においては、他機関からの技術獲得をコントロールしてもなお潜在吸収能力因子に対し

てポジティブに作用していた。潜在吸収能力の向上に対して、産学連携は有効であり、目

的の結果が得られているといえる。 

また、技術の社内での重要度の高さが潜在吸収能力因子に影響を及ぼすという結果が得

られた。特に、材料分野においては、社内の中で重要技術であることが潜在吸収能力因子

にポジティブな影響を及ぼしていることが示された。 
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図表 5-3 潜在吸収能力因子に関する回帰分析の結果 

 

 

 

 

  

モデル１Ａ モデル１Ｂ モデル２Ａ モデル２Ｂ モデル３Ａ モデル３Ｂ
研究開発体制

-0.20 -0.44 -0.11 -0.22 -0.03 -0.45

[-0.77] [-1.83]† [-0.36] [-0.69] [-0.07] [-1.00]

-0.07 -0.08 -0.20 0.01 -0.30 -0.56

[-0.31] [-0.39] [-0.65] [0.03] [-0.79] [-1.59]

0.51 0.33 0.19 0.25 0.74 0.39

[1.86]† [1.29] [0.54] [0.69] [1.59] [0.91]

0.04 0.00 0.33 0.10 -0.20 -0.12

[0.19] [-0.01] [1.02] [0.32] [-0.51] [-0.29]

0.68 0.24 1.28 0.81 0.76 0.19

[2.50]* [0.90] [3.05]** [1.94]† [1.81]† [0.46]

技術の社内位置付け

-0.16 -0.05 -0.34 -0.17 0.08 0.32

[-0.84] [-0.27] [-1.31] [-0.66] [0.25] [1.08]

0.13 0.18 0.60 0.51 -0.21 0.09

[0.63] [0.95] [1.99]† [1.77]† [-0.66] [0.28]

0.16 0.11 -0.09 0.00 0.21 0.02

[0.76] [0.54] [-0.31] [-0.01] [0.62] [0.08]

プロジェクトへの期待

-0.06 -0.01 -0.16

[-0.48] [-0.08] [-0.77]

0.07 0.13 -0.04

[0.66] [0.86] [-0.26]

0.50 0.44 0.59

[4.98]*** [2.84]** [4.01]***

-0.12 -0.03 -0.19

[-1.30] [-0.23] [-1.33]

-0.09 -0.16 -0.05

[-1.05] [-1.22] [-0.34]

コントロール

0.00 -0.07

[0.01] [-0.38]

0.00 -0.02 0.11 0.08 0.01 -0.02

[0.01] [-0.33] [1.06] [0.83] [0.12] [-0.38]

0.30 0.26 0.69 0.48 0.13 0.02

[1.48] [1.38] [2.65]* [1.90]† [0.30] [0.04]

-0.44 -0.50 0.73 0.34 -0.84 -1.14

[-0.84] [-1.02] [0.91] [0.44] [-1.00] [-1.45]

N数 118 118 60 60 58 58

F値 1.69† 3.36*** 1.92† 2.46** 1.04 2.01*

自由度調整済みR2 0.07 0.25 0.15 0.28 0.01 0.22

上段が係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

潜在吸収能力因子

＜ライフサイエンス＞

垂直連携（川下との連携）

集中研

材料

垂直連携（川上との連携）

水平連携

産学連携

他機関との技術の比較

技術の重要度

技術の社会的認知度

技術課題の解決

開発のスピードアップ

他機関からの技術獲得

標準化

社内説明

企業規模

一機関あたりのプロジェ
クト予算

企業負担割合

＜材料+ライフサイエンス＞ ＜材料＞
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5.3.2. 企業の実現吸収能力の向上に関する分析 

企業の実現吸収能力因子に対する研究開発体制、技術の社内位置付け、プロジェクトへ

の期待の寄与についての回帰分析を行った。被説明変数を NEDO 詳細追跡調査で把握し

たアンケート結果の因子分析結果の実現吸収能力因子として、モデル 4A は、実現吸収能

力因子に対する影響を材料とライフサイエンス分野の全体で観察し、説明変数は企業の研

究開発体制、技術の社内位置付けとコントロールとした。モデル 4B は、被説明変数を実

現吸収能力因子として、説明変数にプロジェクトへの期待を加えたモデルとした。モデル

5A は、材料分野のみとして、被説明変数と説明変数はモデル 4A と同じとした。モデル

5B は、同じく材料分野として、被説明変数と説明変数はモデル 4B と同じとした。モデル

6A と 6B は同様にライフサイエンス分野を対象に分析を行った。 

図表 5-4 で示した回帰分析の結果についてみてみれば、実現吸収能力因子の材料とライ

フサイエンス分野の合計であるモデル 4A についてみてみれば、研究開発体制、コントロ

ールの中で有意な項目はなく、技術の社内位置付けの中では、他機関との技術比較（b＝

0.31、p<0.1）、技術の重要度（b＝0.40、p<0.05）がポジティブに作用していた。モデル

4B についてみてみれば、研究開発体制の中で有意な項目はなく、技術の社内位置付けの

中では他機関との技術比較がポジティブに作用していた（b＝0.31、p<0.1）。プロジェク

トへの期待、コントロールでは有意な項目はなかった。 

材料分野のモデル 5A では、研究開発体制、コントロールで有意な項目はなく、技術の

社内位置付けの中では技術の重要度（b＝0.66、p<0.05）がポジティブであった。プロジ

ェクトへの期待、コントロールで有意な項目はなかった。モデル 5B では、研究開発体制

で有意な項目はなく、技術の社内位置付けの中では技術の重要度（b＝0.51、p<0.1）がポ

ジティブであった。プロジェクトへの期待、コントロールで有意な項目はなかった。 

ライフサイエンス分野のモデル 6A では、研究開発体制で有意な項目はなく、技術の社

内位置付けの中で、他機関との技術比較（b=0.84、p<0.01）と技術の社会的認知度（b=0.68、

p<0.05）がポジティブであった。コントロールの中では、一機関あたりのプロジェクト予

算がネガティブであった。モデル 6B では、技術の社内位置付けの中で、他機関との技術

比較（b=0.76、p<0.05）と技術の社会的認知度（b=0.72、p<0.05）がポジティブであった。

プロジェクトへの期待では有意な項目はなかった。コントロールの中では、一機関あたり

のプロジェクト予算がネガティブであった。 
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まとめてみれば、実現吸収能力因子の向上については、研究開発体制の変数のうち、集

中研と産学連携とネガティブな相関がみられ、プロジェクトへの期待の変数のうち、技術

課題の解決、開発のスピードアップ、標準化、社内説明とポジティブな相関がみられた。

しかし、回帰分析の結果から、実現吸収能力因子へ影響を及ぼしているのは、技術の社内

位置付けであることが明かになった。 

材料分野では、技術の社内重要度が高いこと、ライフサイエンス分野においては、他機

関の技術比較が高いこと、技術の社会的認知度が高いことが有意に作用していた。材料と

ライフサイエンス分野の合計のサンプルでは他機関の技術比較がポジティブな影響を及ぼ

していた。実現吸収能力因子の向上のためには、公的支援を受ける企業における技術の社

内位置付けが重要であることが示された。 
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図表 5-4 実現吸収能力因子に関する回帰分析の結果 

 

 

 

 

  

モデル４Ａ モデル４Ｂ モデル５Ａ モデル5Ｂ モデル６Ａ モデル６Ｂ
研究開発体制

-0.31 -0.24 -0.49 -0.53 0.48 0.57

[-1.31] [-0.94] [-1.66] [-1.61] [1.14]   [1.25]

-0.17 -0.06 -0.11 0.15 -0.49 -0.45

[-0.77] [-0.28] [-0.39] [0.48] [-1.42]   [-1.27]

0.28 0.20 0.28 0.06 -0.12 -0.11

[1.08] [0.76] [0.83] [0.16] [-0.29]   [-0.25]

0.04 -0.04 -0.11 -0.21 0.11 0.03

[0.17] [-0.18] [-0.36] [-0.63] [0.33]   [0.08]

-0.33 -0.34 -0.10 -0.23 -0.45 -0.32

[-1.29] [-1.24] [-0.25] [-0.54] [-1.20]   [-0.78]

技術の社内位置付け

0.31 0.31 -0.08 -0.08 0.84 0.76

[1.72]† [1.69]† [-0.31] [-0.30] [2.97]** [2.56]*

0.40 0.32 0.66 0.51 0.23 0.19

[2.02]* [1.59] [2.32]* [1.73]† [0.84]   [0.61]

0.25 0.17 -0.16 -0.45 0.68 0.72

[1.25] [0.82] [-0.55] [-1.36] [2.27]*  [2.34]*

プロジェクトへの期待

0.12 0.18                  0.11

[0.91] [0.99]                  [0.52]

0.08 -0.07                  0.16

[0.72] [-0.42]                  [1.01]

0.00 0.15                  -0.09

[-0.02] [0.96]                  [-0.62]

0.05 0.15                  0.05

[0.51] [1.00]                  [0.36]

0.15 0.10                  0.16

[1.68]† [0.77]                  [1.19]

コントロール

0.26 0.25                  

[1.31] [1.21]                  

0.04 0.04 0.12 0.10 0.03 0.04

[0.80] [0.74] [1.22] [0.93] [0.57]   [0.66]

0.02 -0.03 0.22 0.14 -0.68 -0.75

[0.09] [-0.17] [0.89] [0.52] [-1.78]† [-1.90]†

0.57 0.33 0.81 0.65 0.71 0.32

[1.13] [0.64] [1.07] [0.82] [0.95]   [0.40]

N数 118 118 60 60 58 58

F値 2.94** 2.59** 2.17* 1.80† 2.64* 2.14*

自由度調整済みR2 0.17 0.19 0.18 0.18 0.24 0.24

上段が係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

実現吸収能力因子

垂直連携（川下との連携）

集中研

材料

垂直連携（川上との連携）

水平連携

産学連携

他機関との技術の比較

技術の重要度

技術の社会的認知度

技術課題の解決

開発のスピードアップ

他機関からの技術獲得

標準化

社内説明

企業規模

一機関あたりのプロジェ
クト予算

企業負担割合

＜ライフサイエンス＞＜材料＞＜材料+ライフサイエンス＞
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5.3.3. 企業における人材育成効果向に及ぼす要因の分析 

公的支援プロジェクトにおける活動状況やプロジェクトへの期待が企業における人材

育成に及ぼす影響についての分析を行う。 

被説明変数を NEDO 追跡調査で把握したアンケート結果の人材育成（1 全く当てはま

らない、5 全くその通り）として、説明変数として活動因子（潜在吸収能力因子、実現吸

収能力因子）、コントールとして材料（材料=1、ライフサイエンス=0）、企業規模（従業員

数（自然対数））、一機関あたりの予算（自然対数）、企業負担割合を用いた（モデル 7A：

材料とライフサイエンス分野の合計、モデル 7B：材料のみ、モデル 7C：ライフサイエン

スのみ）。回帰分析の結果を図表 5-5 に示す。 

材料とライフサイエンス分野の合計（モデル 7A）では、潜在吸収能力因子が有意に影

響している（b=0.23、p<0.001）。 

材料分野（モデル 7B）では、潜在吸収能力因子が有意に影響していた（b=0.30、p<0.01）。 

ライフサイエンス分野（モデル 7C）では、潜在吸収能力因子（b=0.20、p<0.05）と実

現吸収能力因子が有意に影響していた（b=0.17、p<0.1）。 

人材育成効果に関する分析において、材料とライフサイエンス分野の合計では、潜在吸

収能力因子が人材育成効果に影響を及ぼしていた。分野別の分析においては、材料分野に

おいては、潜在吸収能力因子が影響を及ぼしており、ライフサイエンス分野においては、

潜在吸収能力因子だけではなく、実現吸収能力因子も人材育成効果に影響を及ぼしていた。 

図表 5-5 人材育成効果に及ぼす影響に関する回帰分析結果  

＜材料+ライフ
サイエンス＞

＜材料＞
＜ライフサイエ
ンス＞

モデル７Ａ モデル７Ｂ モデル７Ｃ
活動因子

潜在吸収能力因子 0.23 0.30 0.20

[3.43]*** [3.01]** [2.05]*

実現吸収能力因子 0.11 0.04 0.17

[1.59] [0.34] [1.77]†

コントロール

材料 0.11

[0.80]

企業規模 0.01 0.02 0.01

[0.37] [0.21] [0.27]

一機関あたりのプロジェクト予算 0.05 -0.07 0.37

[0.39] [-0.44] [1.42]

企業負担割合 0.25 0.38 0.37

[0.78] [0.84] [0.73]

N数 118 60 58

F値 3.02** 2.16† 1.73

自由度調整済みR2 0.09 0.09 0.06

上段が係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

人材育成効果
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5.3.4. 企業負担の有無が吸収能力に及ぼす影響 

企業負担がある場合は、企業は一定の自己資金を負担するため、NEDO プロジェクトに

おいて実用化に近い研究開発を実施し、そのための開発体制の選択とマネジメントを展開

している可能性がある。そこで、本節では、企業負担のある場合とない場合における企業

の潜在吸収能力因子と実現吸収能力因子に対する研究開発体制、技術の社内位置付け、プ

ロジェクトへの期待の影響について、定量分析を行った。 

モデル 8 は、企業負担がない場合として、被説明変数を潜在吸収能力因子、説明変数は

研究開発体制、技術の社内位置付けとコントロールとしたモデル 8A と説明変数にプロジ

ェクトへの期待を加えたモデル 8B を分析モデルとした。 

モデル 9 は、企業負担がある場合として、被説明変数を潜在吸収能力因子、説明変数は、

研究開発体制、技術の社内位置付けとコントロールとしたモデル 9A とプロジェクトへの

期待を加えたモデル 9B を分析モデルとした。 

モデル 10 は、企業負担がない場合として、被説明変数を実現吸収能力因子、説明変数

は研究開発体制、技術の社内位置付けとコントロールとしたモデル 10A と説明変数にプロ

ジェクトへの期待を加えたモデルとした 10B を分析モデルとした。 

モデル 11 は、企業負担がある場合として、被説明変数を同じく実現吸収能力因子とし、

説明変数は、研究開発体制、技術の社内位置付けとコントロールとしたモデル 11A とプロ

ジェクトへの期待を加えたモデル 11B を分析モデルとした。 

その結果（図表 5-6）、潜在吸収能力に関しては、企業負担のない場合のモデル 8 とある

場合のモデル 9 における差異はほとんどみられず、また、モデル 1A と 1B とも整合する

結果が得られた。企業負担に関わらず、産学連携（モデル 8A：b=0.80、p<0.1、モデル 9A：

b=1.03、p<0.05）と垂直連携（川上との連携）（モデル 9A：b=1.33、p<0.01）が研究開発

体制の変数では有意であること、プロジェクトへの期待を加えた分析では、プロジェクト

への期待のうち、他機関からの技術獲得（モデル 8B：b=0.33、p<0.05、モデル 9B：b=0.47、

p<0.05）が有意であることが示された。 

一方で、実現吸収能力に関しては、企業負担がない場合であるモデル 10A については、

技術の社内位置付けのうち、技術の重要度（b=0.45、p<0.1）と技術の社会的認知度（b=0.44、

p<0.1）がポジティブとなっており、垂直連携（川上との連携）がポジティブ（b=0.61、

p<0.1）、産学連携がネガティブ（b=－0.70、p<0.1）となっていた。モデル 10B について
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は、他機関との技術比較（b=0.46、p<0.1）が有意であり、産学連携はネガティブ（b=－

0.89、p<0.05）であった。企業負担がある場合であるモデル 11A については、有意な項目

はなく、モデル 11B については、プロジェクトへの期待のうち、技術課題の解決（b=0.88、

p<0.05）が有意であった。 

企業負担がある場合とない場合において、潜在吸収能力の向上への影響は少ないことが

示された。すなわち、企業間連携よりも、産学連携が潜在吸収能力の向上に繋がりやすく、

プロジェクトへの期待のうち、他機関からの技術獲得に関する参加動機が影響を及ぼして

いる。 

一方で、実現吸収能力の向上においては、企業負担がない場合については、技術の社内

位置付けが影響しているが、企業負担がある場合においては、プロジェクトへの期待のう

ち、技術課題の解決が影響している。このことから、全体の分析結果でみられた傾向につ

いては、企業負担がない場合の方がサンプル数の比率が高いことが分析結果全体に影響を

及ぼしている可能性があることが示された。 
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図表 5-6 企業負担の有無による吸収能力に関する回帰分析 

  

モデル８Ａ モデル８Ｂ モデル９Ａ モデル９Ｂ モデル10Ａ モデル10Ｂ モデル11Ａ モデル1１Ｂ
研究開発体制に関する変数

-0.41 -0.46 0.33 0.31 -0.07 -0.05 -0.88 -0.56

[-1.30] [-1.45] [0.51] [0.48] [-0.22] [-0.15] [-1.15] [-0.75]

-0.40 -0.35 0.26 -0.01 -0.10 0.05 0.06 -0.24

[-1.43] [-1.27] [0.63] [-0.03] [-0.35] [0.19] [0.13] [-0.45]

-0.02 0.07 1.33 0.64 0.61 0.43 -0.29 -0.23

[-0.05] [0.20] [3.70]** [1.30] [1.71]† [1.12] [-0.68] [-0.41]

0.28 0.11 -0.20 -0.03 0.03 -0.09 -0.18 0.40

[0.97] [0.39] [-0.46] [-0.06] [0.12] [-0.28] [-0.34] [0.69]

0.80 0.52 1.03 0.56 -0.70 -0.89 -0.46 -0.02

[1.97]† [1.24] [2.52]* [1.28] [-1.72]† [-2.04]* [-0.96] [-0.05]

技術の社内位置付け

-0.27 -0.10 0.30 0.17 0.37 0.46 0.31 0.10

[-1.11] [-0.43] [1.06] [0.56] [1.50] [1.84]† [0.91] [0.28]

0.26 0.24 -0.02 -0.17 0.45 0.37 0.33 0.01

[1.08] [0.98] [-0.05] [-0.43] [1.85]† [1.42] [0.76] [0.02]

-0.03 0.06 0.14 0.00 0.44 0.35 -0.17 0.11

[-0.12] [0.22] [0.39] [-0.01] [1.68]† [1.25] [-0.39] [0.25]

プロジェクトへの期待

-0.08 0.03 0.06 0.88

[-0.52] [0.10] [0.38] [2.32]*

0.20 -0.13 0.07 -0.34

[1.51] [-0.63] [0.50] [-1.39]

0.33 0.47 0.12 -0.41

[2.59]* [2.23]* [0.89] [-1.65]

-0.12 -0.20 0.00 0.03

[-1.03] [-1.18] [0.03] [0.16]

-0.11 -0.03 0.18 -0.12

[-1.02] [-0.14] [1.63] [-0.56]

コントロール

-0.23 -0.33 0.10 0.01 0.24 0.22 0.59 0.49

[-0.94] [-1.31] [0.28] [0.03] [0.96] [0.84] [1.35] [1.16]

0.08 0.06 -0.22 -0.15 0.05 0.03 0.04 -0.02

[1.26] [1.00] [-2.47]* [-1.45] [0.79] [0.45] [0.42] [-0.14]

0.61 0.41 0.11 0.13 -0.06 -0.11 0.02 -0.06

[2.14]* [1.49] [0.45] [0.55] [-0.20] [-0.37] [0.06] [-0.23]

N数 83 83 35 35 83 83 35 35

F値 1.33 1.89* 3.16** 2.87* 1.88† 1.70† 0.55 0.91

自由度調整済みR2 0.04 0.15 0.41 0.47 0.11 0.12 -0.17 -0.04

上段が係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

企業負担なし

潜在吸収能力因子 実現吸収能力因子

企業負担あり

他機関との技術の比較

技術の重要度

集中研

垂直連携（川下との連
携）

垂直連携（川上との連
携）

水平連携

産学連携

企業負担なし 企業負担あり

技術課題の解決

開発のスピードアップ

他機関からの技術獲得

技術の社会的認知度

社内説明

標準化

材料

企業規模

一機関あたりのプロジェ
クト予算
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5.4. 考察 

本章の分析結果をまとめてみれば、公的資金によるコンソーシアム型プロジェクトにお

ける企業の潜在吸収能力の向上においては、他機関からの技術獲得の期待が高い影響を及

ぼしている。他機関からの技術獲得の期待については、集中研や水平連携とポジティブな

相関がみられたが、潜在吸収能力因子の向上には、これらの研究開発体制はポジティブに

作用していない。一方で、同様に他機関からの技術獲得の期待と相関がみられた産学連携

については、潜在吸収能力の向上に対して、ポジティブな効果が観察された。公的資金に

よるコンソーシアム型プロジェクトにおいては、企業間連携よりも、公的研究機関との連

携が潜在吸収能力の向上に有効である。これは、公的資金により、企業間連携よりも産学

連携が促進されるとした Busom & Fernández-Ribas（2008）や様々な連携の中で産学連

携の重要度が高いとした長岡ら（2011）の研究と整合する分析結果である。また、潜在吸

収能力の向上については、企業負担の有無に関する相違は大きくないことが示された。し

かし、第 4 章で示された通り、産学連携は、企業負担が高い場合には選択されにくく、潜

在吸収能力の向上のためには、企業負担を抑えた形での支援が有効といえる。 

一方、実現吸収能力因子の向上に向けた活動に影響を及ぼしているのは、技術の社内位

置付けであり、技術の社内位置付けにおいて、技術の重要度が高く、他機関との技術比較

において、優位にある場合には、外部連携よりも、自社開発による上市・製品化を目指す

傾向がみられる。 

企業は、技術の実用化・市場化に向けた企業の実現吸収能力の向上だけではなく、中長

期的視点からの潜在吸収能力であるネットワーク活動のために国家プロジェクトに参加し

ている。そのため、過度に短期的な効果を重視する公的支援を実施すると、中長期的視点

からは企業のネットワーク形成、人材育成に対して従来、公的支援が果たしてきた効果が

低下する危険性が生まれる。 

最後に、分析結果から、得られた技術分野間の比較について整理する。材料分野におい

ては、技術の社内での重要度が潜在吸収能力と実現吸収能力の向上にともに影響を及ぼし

ており、社内での重要技術に対する支援が有効であり、社内で重要でない技術を支援して

も効果が薄くなる可能性が高い。材料分野における人材育成の向上のためには、特に潜在

吸収能力に関する活動を活発化させることが有効となる。ライフサイエンス分野において

は、潜在吸収能力と実現吸収能力を両方活性化させることが人材育成の観点では重要とな
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る。そのため、単純にネットワークからの知見を流入させるだけではなく、それを実用化・

事業化に向けた成果に転換することが、公的支援における人材育成効果を高めるために有

効となろう。 
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第6章 NEDO プロジェクトに対する社会的評価：事後評価の分析 

6.1. はじめに 

本章では、公的支援によるプロジェクトが社会からどのような期待を寄せられ、具体的

にどのような観点から評価されているか明らかにし、NEDO プロジェクトが政策目的の実

現に対して果たしている役割を明らかにし、そこにみられる課題を考察する。具体的には、

NEDO プロジェクトの事後評価結果における評価者の主観的コメントについて定性的な

分析を行ない、産業／学界／社会一般を代表する評価者がどのような視点から NEDO プ

ロジェクトを評価しているか、明らかにする。加えて、研究開発体制がプロジェクト単位

での評価結果にどのような影響を与えているか、明らかにする。 

我が国における研究評価については、1997 年に当時の科学技術会議により「国の研究開

発全般に共通する評価の実施方法のあり方についての大綱的指針」が策定され、多くの省

庁で研究評価が開始された（林, 2004）。さらに、中央省庁等行政改革及びこれに関連した

国立大学や国の試験研究機関の法人化に伴い、さまざまな評価システムが導入され実施さ

れてきている（林, 2004）。しかしながら、これまで個別プロジェクトの評価については、

プロジェクト固有の結果であり、当該プロジェクトに対する利用に限定されてきた。また、

追跡調査・評価においては、企業単位での成果の把握が必要であり、研究成果が社会・経

済的効果に結びつくためには長い年月を要することも多く、結果として直接的にプロジェ

クトマネジメントへの示唆を得ることは困難であった。さらに、個別のプロジェクトをま

とめたプログラム評価も十分に実効性を持っては実施されておらず（平澤, 2004）評価結

果の反映という観点でも十分ではない（伊地知, 2010）のが現状である。 

本研究では、NEDO プロジェクトの事後評価コメントの分析を行ない、評価者から見た

NEDO プロジェクトの意義、課題、役割を詳細に把握する。事後評価結果に着目するのは、

（i）プロジェクトに対する公式な評価として、国民に公開されているのは事後評価のコメ

ントと評点結果のみであること、（ii）外部公開を前提としているため抽象度の低い、明確

な言葉で記述されていること、（iii）評価結果は、評価委員会の総意としての要約であるた

め、質的データとして洗練されていることが期待されること、と判断して分析に用いた。

事後評価結果の分析にあたっては、質的研究手法として方法論が整備されているグラウン

デッド・セオリー・アプローチ（GTA：Grounded Theory Approach）手法を用いた。 
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NEDO が実施するコンソーシアム型のプロジェクトに関しては、プロジェクトが企業の

製品化・事業化を通じて市場にどのような影響を与えたのか、明らかにすることに加え、

社会的観点からプロジェクトに対してどのような期待が寄せられているか、明らかにする

ことが求められる。本章では，以上の分析結果と個別プロジェクトに対する評点結果、及

び研究開発マネジメントとの関係について明らかにし、第 8 章において、第 4 章と第 5 章

で示したプロジェクトが企業利益に及ぼす影響と本章が明らかにするプロジェクトの運営

と成果に対する社会的評価についての分析結果を比較検討して総合的見地からの考察を進

める。 
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6.2. データと分析手法 

6.2.1. NEDO の事後評価と対象となるプロジェクト 

2003年 10月の独立行政法人化に伴い、NEDOは実施する全ての研究開発事業について、

評価を行っている。NEDO の研究評価規定においては、「業務の高度化等の自己改革を促

進する」、「社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む」、「評

価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する」ことと定めら

れている。NEDO の評価は、その実施時期により、事前評価、中間評価、事後評価及び追

跡調査・評価に分類され、研究開発マネジメントサイクルの一翼を担うものとして、評価

結果を事業の資源配分や事業計画等に適切に反映させている（岡田, 2008）。 

NEDO プロジェクトに係る中間評価・事後評価においては、研究評価委員会及び研究評

価委員会の下に設置されるプロジェクトごとの分科会において外部評価が行われている。

評価委員は、利害関係者が評価者に加わらないように人選されており、プロジェクトに関

する分野における専門家である学識経験者（大学教員、研究者等）、民間事業者（ベンチャ

ーキャピタル、ユーザー企業等）、一般有識者（雑誌・新聞記者、評論家等）が選任されて

いる（岡田, 2008）。 

評価においては、「事業の位置付け・必要性」、「研究開発マネジメント」、「研究開発成

果」、「実用化・事業化の見通し」という 4 つの評価軸と、それらを構成する評価項目・評

価基準を整理している。図表 6-1 に標準的評価項目・評価基準を示す。これらの評価項目・

評価基準に基づいた定性的な評価を行うとともに、評価をできるだけ分かりやすく、定量

的に示すため、評価軸ごとに優、良、可、不可の 4 段階からなる評点法も採用している。

評点法による評点結果は優、良、可、不可をそれぞれ 3 点、2 点、1 点、0 点と換算して平

均点が算出されており、それがプロジェクトの評点として、一般に開示されている。 

図表 6-1 NEDO の標準的評価項目・評価基準  
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6.2.2. GTA 手法によるプロジェクトの評価概念の抽出 

本研究では、質的分析の中でも分析手法が整っているグラウンデッド・セオリー・アプ

ローチ（GTA：Grounded Theory Approach）手法を用いて、評価者のプロジェクトに対

する評価概念を抽出した。GTA 手法は、社会学者のバーニー・グレイザーとアンセルム・

ストラウスによって提唱された、質的な社会調査手法であり（グレイザー・ストラウス , 

1996）、本研究では概念生成について、木下（2003）や西条（2007; 2008）による手法も

参考にして分析を進めた。 

GTA 手法を簡単にまとめれば、同手法の基本的な手続きとしては、先ず、データ収集を

行ない、データ同士を比較し何らかのカテゴリーを見出し（慨念生成）、データ収集と概念

生成を繰り返し、カテゴリーを洗練する（理論的サンプリングと継続的比較分析）手続き

を進める中で、新たな知見が得られない状態（理論的飽和）に達したら、そこで分析を終

了し、得られたカテゴリー及び、カテゴリー同士の連関から理論・モデルを推計するとい

うものである（水野, 2004）。 

本研究では、事後評価結果が記載された総合評価、今後への提言、及び 4 つの評価軸に

記載された評価コメントを分析対象とし、評価コメントを、プロジェクトに対するポジテ

ィブなコメントとネガティブなコメントとその他のコメントに分類した。その他のコメン

トについては、プロジェクトの今後についての提言や評価結果を分かりやすくするための

プロジェクトの周辺動向に関する知見の提供などの記述が含まれており、プロジェクトの

是非についての評価コメントではないと判断して、分析から除外した。 

NEDO の事後評価における評価コメントは、標準的評価項目・評価基準に沿って記述さ

れているが、評価結果を表現するための文言の選択やどのような評価コメントを記載する

かについては、評価委員会に委ねられている。また、例えば、事業の位置付け・必要性の

ところに、研究開発マネジメントのことが記載されている場合もあり、さらには、評価結

果においては、評価項目・基準以外の観点でも記述がなされている。そこで、本研究では、

評価項目・基準を参考にしつつ、48 プロジェクトの事後評価の全コメントを収集し、GTA

手法に沿い、概念生成、継続的比較分析、理論的飽和を経由して評価概念のカテゴリーを

抽出した（APENDIX 参照）。具体的な手順としては、まず、ポジティブなコメントとネ

ガティブなコメントが対象としている事象を明らかして、コメントが対象としている事象

から下位カテゴリーを作成する。下位カテゴリーの作成例として、図表 6-2 に「心疾患治
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療システム機器」事後評価結果の研究開発マネジメントコメントに関する分析事例を示す。 

 

 ポジティブ 

/ネガティブ 
評価コメント 抽出された下位カテゴリー 

ポジティブ 

研究開発の実施体制（研究開発チーム）は、プロジェクトリーダー等に臨

床循環器学及びシステム生理学に精通した国際的第一人者が選任され、十

分に活躍できる環境が整備されており、各要素テーマについても適切な企

業や研究者が担当している。 

・プロジェクトリーダーの活躍 

ポジティブ 
緊急治療に要する一定の目標を設定し、目標と計画は妥当なものになって

いる。 
・実施者選定の妥当性 

ポジティブ 
中間評価を行い、課題を整理し、絞りこみを行ったことも適切であり、本

事業の達成につながっている。 
・目標・計画の設定 

ポジティブ 要素技術の開発を担当する実施者間での連携も十分になされていた。 ・中間評価への対応 

ポジティブ 

しかしながら、生体情報取得に係わる技術の利用可能環境の評価が、不十

分であり、動物実験の回数もまだ少なく説得力のあるデータには至ってい

ない。 

・実施者間・テーマ間連携 

ネガティブ 
また、心電伝送、統合センサーについては、目標を一律「３日間連続使用」

と設定し、目標達成ための要素技術の開発に終始したことも惜しまれる。 
・実用化に向けた成果 

ネガティブ 
これらの技術開発には、目標設定の段階から開発経験の豊富な他の企業の

参画も望まれた。 
・目標・計画の設定 

ネガティブ 
中間評価で指摘された、厚生労働省との合同評価に関する取り組みも明ら

かでない。 
・実施者選定の妥当性 

ネガティブ 
申請スケジュールなど、許認可への計画、認可政策動向などに対する考慮

が十分でなかった。 

・他省庁（厚生労働省との連携）

との連携 

図表 6-2 分析事例「心疾患治療システム機器」事後評価結果 研究開発マネジメントコメント 

 

評価コメントをポジティブなコメントかネガティブなコメントかに分類することに加

えて、そのコメントを切片化（コード化）して、対象事象を明らかにすることで、下位カ

テゴリーを抽出する。例えば、最初のコメントでは、「プロジェクトリーダーの活躍」、「実

施者選定の妥当性」について、ポジティブなコメントがなされており、下位カテゴリーと

して、この二つを抽出した。その他の評価コメントからも、同様に下位カテゴリーを抽出

する。48 プロジェクトの評価コメントについて、ポジティブコメント、及びネガティブコ

メントを分析することで、38 個の下位カテゴリーを抽出した。 

次に、38 個の下位カテゴリーについて、概念同士の比較検討を行ない、上位概念として

評価概念（カテゴリー）を抽出した。評価概念（カテゴリー）の抽出にあたっては、NEDO

の評価項目・基準を参考にしつつ、下位カテゴリー間での概念比較を行ない、新たな評価

概念（カテゴリー）がこれ以上出なくなる（理論的飽和）まで比較を行ない、評価概念 21

個を抽出した。評価概念を統合するカテゴリーグループについては、NEDO の評価項目・

基準の 4 つの評価軸である「事業の位置付け・必要性」、「研究開発マネジメント」、「研究

開発成果」、「実用化・事業化の見通し」を用いた。その結果、「事業の位置付け・必要性」



 91 

 

のカテゴリーグループで、3 つの評価概念（社会・経済的位置付け、技術的位置付け、国

の関与の必要性）、「研究開発マネジメント」で 9 つの評価概念（研究開発体制、体制内連

携、プロジェクトリーダー、ユーザーとの連携、他省庁との連携の必要性、目標・計画、

選択と集中、予算配分、情勢変化への対応）、「研究開発成果」で 5 つの評価概念（革新的

成果、基盤技術の構築、実用化に向けた成果、特許等の知的財産権、論文・成果発表・広

報）、「実用化・事業化の見通し」において、4 つの評価概念（実用化・事業化シナリオ、

実用化・事業化体制、市場への波及効果、人材育成）を抽出した（図表 6-3）。ライフサイ

エンス分野では評価項目・基準にはない「他省庁との連携（厚生労働省、文部科学省、農

林水産省との連携）」の評価概念が抽出された。両分野において、評価項目・基準にみられ

ない「実用化・事業化体制（実用化・事業化に向けた体制・企業のやる気）」の評価概念が

抽出された。 

抽出された 21 個の評価概念（カテゴリー）について、実際に評価コメントからプロジ

ェクトの評価結果の中に、当該概念について、ポジティブにコメントがされていた場合を

（あり=1、なし=0）、ネガティブにコメントがされていた場合（あり=1、なし=0）として、

プロジェクト単位でデータベースを整備した。同一プロジェクトにおいて、同一の評価概

念が複数回言及されているケースや、当該プロジェクト全体についてのコメントではなく、

プロジェクトの中の特定のテーマに関するコメント、あるいは、コメントの表現上の強弱

もみられたが、共通的な指標化が困難であったためダミー変数として整理した。 

図表 6-4 に結果を示す。「プロジェクトリーダー」、「人材育成」はポジティブなコメント

のみであり、ネガティブなコメントは観察されなかった。「他省庁との連携の必要性」につ

いては、ライフサイエンス分野におけるネガティブなコメントのみにみられた。「社会・経

済的位置付け」、「技術的位置付け」、「国の関与の必要性」については、8 割以上のプロジ

ェクトにおいて、ポジティブなコメントがみられた。 

「社会・経済的位置付け」、「技術的位置付け」、「国の関与の必要性」、「研究開発体制」、

「プロジェクトリーダー」、「情勢変化への対応」、「革新的成果」、「基盤技術の構築」、「特

許等の知的財産権」、「論文・成果発表・広報」、「市場への波及効果」、「人材育成」につい

ては、ポジティブなコメントの方が多かった。逆に、ネガティブなコメントの方が多いの

は、「ユーザーとの連携」、「他省庁との連携の必要性」、「実用化・事業化体制」であった。 
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図表 6-3 NEDO の事後評価結果から GTA により抽出された評価概念 

 

図表 6-4 プロジェクト単位で個別の評価概念をダミー変数で整備した平均値 

  

ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ

社会・経済的位置付け 0.96 0.71 0.93 0.67 1.00 0.76

技術的位置付け 0.92 0.19 0.96 0.15 0.86 0.24

国の関与の必要性 0.85 0.04 0.81 0.00 0.90 0.10

研究開発体制 0.77 0.21 0.78 0.19 0.76 0.24

体制内連携 0.44 0.44 0.44 0.33 0.43 0.57

プロジェクトリーダー 0.52 0.00 0.44 0.00 0.62 0.00

ユーザーとの連携 0.08 0.38 0.11 0.33 0.05 0.43

他省庁との連携の必要性 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.33

目標・計画 0.94 0.67 1.00 0.67 0.86 0.67

選択と集中 0.13 0.13 0.15 0.11 0.10 0.14

予算配分 0.15 0.15 0.11 0.07 0.19 0.24

情勢変化への対応 0.54 0.29 0.52 0.26 0.57 0.33

革新的成果 0.79 0.33 0.74 0.30 0.86 0.38

基盤技術の構築 0.81 0.25 0.85 0.26 0.76 0.24

実用化に向けた成果 0.90 0.77 0.89 0.78 0.90 0.76

特許等の知的財産権 0.75 0.44 0.78 0.41 0.71 0.48

論文・成果発表・広報 0.75 0.46 0.78 0.41 0.71 0.52

実用化・事業化シナリオ 0.71 0.79 0.74 0.74 0.67 0.86

実用化・事業化体制 0.13 0.29 0.15 0.26 0.10 0.33

市場への波及効果 0.46 0.17 0.33 0.19 0.62 0.14

人材育成 0.35 0.00 0.41 0.00 0.29 0.00

概念名
材料+ライフサイエンス 材料 ライフサイエンス

材料+ライフサイエンス N=48、材料 N=27、ライフサイエンス　N=21

カテゴリーグループ 評価概念（カテゴリー） 下位カテゴリー

事業の位置付け 社会・経済的位置付け
社会的意義、市場的意義、プログラムの中での位置付け、費用対効果、ビジネス
モデル、競合との比較

技術的位置付け 我が国独自の技術、優位性を持つ技術、海外先行技術、公共性・共通基盤技術

国の関与の必要性 開発リスクが高い、産官学連携（産官連携・産学連携）の必要性

研究開発マネジメント 研究開発体制 実施者選定の妥当性

体制内連携 実施者間、テーマ間連携

プロジェクトリーダー プロジェクリーダーの活躍

ユーザーとの連携 成果の受け手、ユーザーとの連携

他省庁との連携の必要性 他省庁（厚生労働省・文部科学省・農林水産省）との連携

目標・計画 目標・計画の設定

選択と集中 選択と集中

予算配分 予算配分の妥当性

情勢変化への対応 中間評価への対応、プロジェクト途中での計画変更

研究開発成果 革新的成果 世界初・世界最高レベルの成果、革新的開発成果

基盤技術の構築 基盤技術の構築、当該分野の開発促進

実用化に向けた成果 実用化に向けた成果（課題の明確化含む）

特許等の知的財産権 特許等の知的財産（特許出願・海外出願・国際標準化）

論文・成果発表・広報 論文・成果普及・学会発表・広報

実用化・事業化の見通し 実用化・事業化シナリオ 実用化・事業化シナリオ、実用化・事業化見通し

実用化・事業化体制 実用化・事業化に向けた体制、企業のやる気

市場への波及効果 市場への波及効果、関連分野への波及効果

人材育成 人材育成効果
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6.3. 分析手法と結果 

GTA 手法を用いて抽出したポジティブな評価概念（6.3.1）、ネガティブな評価概念（6.3.2）

が評点結果に及ぼす影響について分析を行う。さらに、考察を深めるために、コンソーシ

アムの研究開発体制が評価コメントや評価結果に及ぼす影響についての分析を加える

（6.3.3）。また、NEDO が経費を 100%負担するプロジェクトは、実用化まで長期間を要

するハイリスクな「基礎・基盤的技術」であり、企業が経費の一部を負担するプロジェク

トは民間企業の実用化開発を支援する事業である。また、プロジェクトの性格が、論文を

多く出版する論文型のプロジェクトであるのか、特許を多く出願する特許型のプロジェク

トであるのかによって、評価結果に影響を及ぼしている可能性がある。そこで、企業負担

のある場合とない場合、論文型と特許型といったプロジェクトの性格が評価結果結果に及

ぼす影響についての分析を加えた（6.3.4）。 

6.3.1. 評価概念（ポジティブ）が評点に及ぼす影響の分析 

個々の評価概念が評価に及ぼす影響を分析するために、事業の位置付け・必要性、研究

開発マネジメント、研究開発成果、実用化・事業化の見通しの評点結果、及び 4 つの評価

軸の評点結果を合計した総合点の評点結果と GTA 手法を用いて抽出されたポジティブな

評価概念との相関分析を行った。評点結果と評価概念（ポジティブ）との相関テーブルを

図表 6-5 に示す。 

総合点と相関がみられたのは、「研究開発体制」（R=0.31）、「革新的成果」（R=0.33）、「基

盤技術の構築」（R=0.48）、「実用化に向けた成果」（R=0.32）、「実用化・事業化シナリオ」

（R=0.50）、「市場への波及効果」（R=0.37）であった。 

事業の位置付け・必要性の評点と相関がみられたのは、「技術的位置付け」（R=0.44）と

「革新的成果」（R=0.30）であった。 

研究開発マネジメントの評点と相関がみられたのは、「革新的成果」（R=0.34）、「基盤技

術の構築」（R=0.38）、「実用化・事業化シナリオ」（R=0.44）、「実用化・事業化体制」（R=0.32）、

「市場への波及効果」（R=0.30）であった。 

研究開発成果の評点と相関がみられたのは、「研究開発体制」（R=0.34）と「革新的成果」

（R=0.36）、「基盤技術の構築」（R=0.45）、「実用化に向けた成果」（R=0.32）、「実用化・
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事業化シナリオ」（R=0.33）であった。 

実用化・事業化の見通しの評点と相関がみられたのは、「目標・計画」（R=0.35）、「基盤

技術の構築」（R=0.47）、「実用化に向けた成果」（R=0.34）、「実用化・事業化シナリオ」

（R=0.65）、「市場への波及効果」（R=0.46）、「人材育成」（R=0.34）であった。 

 まとめてみれば、NEDO プロジェクトにおいては、「革新的成果」、「基盤技術の構築」、

「実用化・事業化シナリオ」と「市場への波及効果」が評点結果に影響している。NEDO

プロジェクトにおいては、実用化・事業化、それによる市場への波及効果といった経済的

効果だけではなく、革新的成果、基盤技術の構築といった公共視点からの期待の実現が求

められていることが示された。 
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6.3.2. 評価概念（ネガティブ）が評点に及ぼす影響の分析 

個々の評価概念（ネガティブ）が評価に及ぼす影響を分析するために、事業の位置付け・

必要性、研究開発マネジメント、研究開発成果、実用化・事業化の見通しの評点結果、及

び 4 つの評価軸の評点結果を合計した総合点の評点結果と GTA 手法を用いて抽出された

ネガティブな評価概念との相関分析を行った。評点結果と評価概念（ネガティブ）との相

関テーブルを図表 6-6 に示す。 

総合点とネガティブな相関がみられたのは、「社会・経済的位置付け」（R=－0.52）、「研

究開発体制」（R=－0.36）、「他省庁との連携の必要性」（R=－0.39）、「選択と集中」（R=

－0.32）、「実用化・事業化シナリオ」（R=－0.42）、「実用化・事業化体制」（R=－0.49）で

あった。 

事業の位置付け・必要性の評点とネガティブな相関がみられたのは、「他省庁との連携

の必要性」（R=－0.33）、「実用化・事業化体制」（R=－0.40）であった。なお、「論文・成

果発表・広報」については、ポジティブに相関していた（R=0.29）。 

研究開発マネジメントの評点とネガティブな相関がみられたのは、「社会・経済的位置

付け」（R=－0.54）、「体制内連携」（R=－0.37）、「予算配分」（R=－0.32）、「実用化・事業

化シナリオ」（R=－0.44）、「実用化・事業化体制」（R=－0.50）であった。 

研究開発成果の評点とネガティブな相関がみられたのは、「社会・経済的位置付け」（R=

－0.47）、「研究開発体制」（R=－0.34）、「他省庁との連携の必要性」（R=－0.37）、「選択と

集中」（R=－0.32）、「予算配分」（R=－0.33）、「実用化・事業化シナリオ」（R=－0.32）、

「実用化・事業化体制」（R=－0.35）であった。 

実用化・事業化の見通しの評点とネガティブな相関がみられたのは、「社会・経済的位

置付け」（R=－0.38）、「研究開発体制」（R=－0.31）、「ユーザーとの連携」（R=－0.33）、

「他省庁との連携の必要性」（R=－0.29）、「実用化・事業化シナリオ」（R=－0.34）、「実

用化・事業化体制」（R=－0.37）であった。 

評価概念間においては、「社会・経済的位置付け」、「実用化・事業化シナリオ」、「実用

化・事業化体制」については、相互に相関が高かった。 

まとめてみれば、NEDO プロジェクトにおいては、「社会・経済的位置付け」、「実用化・

事業化シナリオ」、「実用化・事業化体制」といった市場への波及という観点で厳しく評価

されている。また、研究開発マネジメントについては、「研究開発体制」、「選択と集中」、
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「体制内連携」が評点結果に影響を及ぼしていた。さらに、「他省庁の連携の必要性」につ

いては、ライフサイエンス分野に特徴的な評価概念であるが、研究開発マネジメント以外

の評点と高い相関がみられ、他省庁の連携が効果的なプロジェクトにおいて、十分な連携

がみられない場合、評価にマイナスの影響を及ぼしていることが示された。 
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6.3.3. 研究開発体制が評価結果に及ぼす影響の分析 

（1）研究開発体制と評点結果との関係 

 コンソーシアム型プロジェクトにおける研究開発体制が評価結果に対して、影響を及ぼして

いる可能性がある。そこで、コンソーシアム型プロジェクトにおける研究開発体制の選択など

の研究開発マネジメントが評価結果に及ぼす影響についての分析を行うため、被説明変数を、

総合点（4 つの評価軸の評点結果の合計）（モデル 1A）と 4 つの評価軸（事業の位置付け・必

要性（モデル 1B）、研究開発マネジメント（モデル 1C）、研究開発成果（モデル 1D）、実用化・

事業化の見通し（モデル 1E））の評点結果とし、説明変数をプロジェクトに参加した企業の研

究開発体制（集中研、垂直連携7、水平連携、産学連携）の平均、材料（材料＝1、ライフサイ

エンス＝0）、企業負担割合の平均、一機関あたりのプロジェクト予算、プロジェクト参加企業

の従業員数（平均）、参加機関数（自然対数）を分析に用いた。研究開発体制の変数について

は、第 4 章、第 5 章と同様のデータを用いて、プロジェクトに参加した企業の研究開発体制の

平均値を用いた。例えば、プロジェクトに 10 社が参加しており、そのうち 8 社が産学連携の

研究開発体制を構築していれば、当該プロジェクトの産学連携の平均値は 0.8 となる。分析に

用いた変数の相関テーブルを図表 6-7 に示す。 

モデル 1 の結果（図表 6-8）から、集中研は、総合点（モデル 1A：b=1.35、p＜0.05）、事

業の位置付け・必要性（モデル 1B：b=0.31、p＜0.05）、研究開発マネジメント（モデル 1C：

b=0.43、p＜0.01）、研究開発成果（モデル 1D：b=0.53、p＜0.001）において、ポジティブな

影響を及ぼしており、集中研があるとプロジェクトの評価そのものが高くなる傾向が観察され

た。集中研の実用化・事業化の見通しへの影響は観察されなかった。 

水平連携は、事業の位置付け・必要性に対して、ネガティブであり（モデル 1B：b=－0.24、

p＜0.1）、産学連携は研究開発成果に対してポジティブな（モデル 1D：b=0.31、p＜0.1）影響

を及ぼしていた。 

 

  

                                                      
7 第 4 章と第 5 章の企業単位の分析においては、垂直連携は、川下との垂直連携と川上との垂直連

携に分類して分析を行ったが、本章では、企業毎に垂直連携のあり=1、なし=0 を整備して、プロ

ジェクト参加企業の平均を分析に用いた。 
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図表 6-8 評点結果に研究開発体制が及ぼす影響に関する回帰分析結果  

 

  

モデル１Ａ モデル１Ｂ モデル１Ｃ モデル１Ｄ モデル１Ｅ

総合点
事業の位置付
け・必要性

研究開発マネ
ジメント

研究開発成果
実用化・事業
化の見通し

1.35 0.31 0.43 0.53 0.08

[2.71]* [2.65]* [2.80]** [3.59]*** [0.39]

0.02 0.02 -0.10 0.02 0.09

[0.05] [0.18] [-0.80] [0.13] [0.55]

-0.44 -0.24 -0.12 -0.08 0.00

[-0.83] [-1.92]† [-0.75] [-0.51] [-0.01]

0.64 0.00 0.21 0.31 0.11

[1.05] [-0.00] [1.10] [1.75]† [0.47]

-0.41 -0.05 -0.20 -0.10 -0.06

[-0.91] [-0.52] [-1.40] [-0.76] [-0.31]

1.34 -0.03 0.69 0.53 0.15

[1.20] [-0.10] [1.98]† [1.60] [0.32]

-0.01 -0.09 0.07 -0.01 0.01

[-0.03] [-1.14] [0.69] [-0.07] [0.09]

0.34 0.07 0.10 0.09 0.09

[2.01]† [1.71]† [1.85]† [1.78]† [1.25]

0.03 0.05 -0.06 -0.04 0.08

[0.11] [0.64] [-0.63] [-0.41] [0.68]

N数 48 48 48 48 48

F値 1.81† 1.37 1.72 3.23** 0.46

自由度調整済みR2 0.13 0.07 0.12 0.30 -0.12

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

集中研（平均）

プロジェクト参加企業の従業
員数（平均）

参加機関数

垂直連携（平均）

水平連携（平均）

産学連携(平均）

材料

企業負担割合（平均）

一機関あたりのプロジェクト
予算
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（2）研究開発体制と評価概念との関係 

コンソーシアム型プロジェクトにおける研究開発体制と評価概念（ポジティブ）との関係を

みるために、モデル 1 で用いたプロジェクトに参加した企業の研究開発体制（集中研、垂直連

携、水平連携、産学連携）の変数と GTA 手法で抽出した評価概念（ポジティブ）との相関分

析を行った（図表 6-9）。 

その結果、集中研と水平連携は「基盤技術の構築」（集中研：R=0.33、水平連携：R=0.31）

とポジティブな相関がみられた。 

垂直連携については、「体制内連携」（R=0.31）とポジティブな相関がみられ、「予算配分」

（R=－0.30）と「情勢変化への対応」（R=－0.39）についてはネガティブな相関がみられた。 

産学連携については、「国の関与の必要性」（R=0.48）、「革新的成果」（R=0.44）、「特許等の

知的財産権」（R=0.36）とポジティブな相関がみられ、「ユーザーとの連携」とは、ネガティブ

な相関がみられた（R=－0.29）。 

 

図表 6-9 研究開発体制と評価概念（ポジティブ）の相関表 

 

同様に、コンソーシアム型プロジェクトに参加した企業の研究開発体制（集中研、垂直連携、

水平連携、産学連携）の平均値と GTA 手法で抽出した評価概念（ネガティブ）との相関分析

を行った（図表 6-10）。 

集中研は、「社会・経済的位置付け」（R=－0.40）、「予算配分」（R=－0.38）、「実用化・事業

化シナリオ」（R=－0.42）とネガティブに相関していた。 

集中研
（平均）

垂直連携
（平均）

水平連携
（平均）

産学連携
(平均）

1 社会・経済的位置付け（ポジティブ） 0.01 0.17 -0.07 -0.09

2 技術的位置付け（ポジティブ） 0.12 -0.09 -0.05 -0.15

3 国の関与の必要性（ポジティブ） -0.11 -0.19 -0.26 0.48*

4 研究開発体制（ポジティブ） 0.11 -0.11 0.12 0.20

5 体制内連携（ポジティブ） 0.15 0.31* 0.14 0.04

6 プロジェクトリーダー（ポジティブ） 0.19 -0.10 0.04 -0.01

7 ユーザーとの連携（ポジティブ） -0.12 -0.08 -0.22 -0.29*

8 目標・計画（ポジティブ） 0.06 -0.17 0.19 -0.13

9 選択と集中（ポジティブ） 0.28 -0.15 0.27 0.18

10 予算配分（ポジティブ） -0.13 -0.30* -0.08 0.10

11 情勢変化への対応（ポジティブ） 0.15 -0.39* -0.01 0.18

12 革新的成果（ポジティブ） 0.05 -0.04 -0.01 0.44*

13 基盤技術の構築（ポジティブ） 0.33* 0.11 0.31* -0.09

14 実用化に向けた成果（ポジティブ） 0.03 -0.19 0.10 0.03

15 特許等の知的財産権（ポジティブ） 0.03 -0.16 0.18 0.36*

16 論文・成果発表・広報（ポジティブ） 0.13 -0.04 0.27 0.08

17 実用化・事業化シナリオ（ポジティブ） 0.02 -0.09 0.25 0.08

18 実用化・事業化体制（ポジティブ） 0.04 0.11 0.21 -0.03

19 市場への波及効果（ポジティブ） -0.20 0.14 0.12 -0.10

20 人材育成（ポジティブ） 0.16 -0.01 0.11 0.05
*有意水準５％　N数＝48
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垂直連携は、「体制内連携」（R=－0.30）と「ユーザーとの連携」（R=－0.31）とネガティブ

な相関がみられた。 

水平連携は、「社会・経済的位置付け」（R=－0.31）、「ユーザーとの連携」（R=－0.31）、「実

用化・事業化シナリオ」（R=－0.30）とネガティブに、「特許等の知的財産」についてはポジテ

ィブに相関していた（R=0.36）。 

産学連携は、「情勢変化への対応」とポジティブな相関がみられた（R=0.28）。 

 

図表 6-10 研究開発体制と評価概念（ネガティブ）の相関表 

 

次に、GTA 手法で抽出した評価概念のうち、NEDO プロジェクトで重視される「革新的成

果」、「基盤技術の構築」、「実用化・事業化シナリオ」の評価概念に対して、研究開発マネジメ

ントが評価概念の生成に及ぼす影響についての分析を行った。 

ポジティブの評価概念の生成に及ぼす影響の分析については、被説明変数を「革新的成果」

（モデル 2A）、「基盤技術の構築」（モデル 2B）、「実用化・事業化シナリオ」（モデル 2C）の

ダミー変数とした。ネガティブの評価概念の分析については、「革新的成果」（モデル 3A）、「基

盤技術の構築」（モデル 3B）、「実用化・事業化シナリオ」（モデル 3C）のダミー変数とした。

説明変数は、いずれもモデル 1 と同様のものを用いた。図表 6-11 に分析結果を示す。 

モデル 2A の結果から、「革新的成果」（ポジティブ）に対しては、産学連携がポジティブな

（b=3.92、p＜0.05）影響を及ぼしていた。また、プロジェクト参加企業の従業員数がポジテ

集中研
（平均）

垂直連携
（平均）

水平連携
（平均）

産学連携
(平均）

1 社会・経済的位置付け（ネガティブ） -0.40* 0.01 -0.31* -0.18

2 技術的位置付け（ネガティブ） -0.22 -0.01 -0.05 -0.07

3 国の関与の必要性（ネガティブ） -0.19 -0.11 -0.11 -0.17

4 研究開発体制（ネガティブ） -0.27 -0.18 -0.19 -0.11

5 体制内連携（ネガティブ） -0.07 -0.30* -0.01 0.11

6 ユーザーとの連携（ネガティブ） -0.17 -0.31* -0.31* -0.01

7 他省庁との連携の必要性（ネガティブ） -0.25 -0.16 -0.12 0.06

8 目標・計画（ネガティブ） -0.07 -0.27 0.00 0.25

9 選択と集中（ネガティブ） -0.11 -0.03 -0.13 -0.01

10 予算配分（ネガティブ） -0.38* -0.04 -0.19 0.03

11 情勢変化への対応（ネガティブ） -0.11 0.18 -0.03 0.28*

12 革新的成果（ネガティブ） -0.10 -0.26 -0.13 -0.15

13 基盤技術の構築（ネガティブ） 0.00 -0.26 -0.11 -0.16

14 実用化に向けた成果（ネガティブ） -0.11 -0.06 0.04 0.02

15 特許等の知的財産権（ネガティブ） 0.18 -0.12 0.36* -0.17

16 論文・成果発表・広報（ネガティブ） -0.04 -0.24 -0.09 0.02

17 実用化・事業化シナリオ（ネガティブ） -0.42* -0.04 -0.30* -0.09

18 実用化・事業化体制（ネガティブ） -0.21 0.03 -0.03 0.07

19 市場への波及効果（ネガティブ） -0.18 -0.10 -0.23 -0.20
*有意水準５％　N数＝48
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ィブであった。 

モデル 3A の革新的成果（ネガティブ）に対しては、産学連携がマイナスの影響（b=－2.30、

p＜0.1）を及ぼしていた。このことから、革新的な成果のためには産学連携が重要であること

が示された。 

モデル 2B の「基盤技術の構築」（ポジティブ）については、集中研や水平連携と相関がみら

れたが、本分析結果から、コントロールのうち、プロジェクト参加企業の従業員数や参加機関

数が有意に作用していた。また、プロジェクト参加企業の従業員数がポジティブであった。 

モデル 3B の「基盤技術の構築」（ネガティブ）については、産学連携がネガティブな（b=

－2.74、p＜0.1）影響を及ぼしており、「基盤技術の構築」のために産学連携は重要であると

いえる。 

モデル 2C の「実用化・事業化シナリオ」（ポジティブ）については、水平連携がポジティブ

（b=2.46、p＜0.1）であった。 

モデル 3C の「実用化・事業化シナリオ」（ネガティブ）では研究開発体制に有意な項目はみ

られなかった。一機関あたりのプロジェクト予算がネガティブとなっており、一機関あたりの

プロジェクト予算が多い場合、「実用化・事業化シナリオ」についてネガティブなコメントは

受けにくいといえる。 

まとめてみれば、集中研については、「社会・経済的な位置付け」や「実用化・事業化シナ

リオ」について、ネガティブなコメントを受けにくく、「基盤技術の構築」の観点でポジティ

ブに評価されている。 

水平連携については、「基盤技術の構築」とポジティブな相関がみられ、「実用化・事業化シ

ナリオ」に有意に寄与していた。水平連携はプロジェクトで開発した基盤技術を市場へと波及

させるという観点で評価されていると示唆される。 

産学連携については、「基盤技術の構築」や「革新的な成果」といった点で評価されており、

公的支援の意義を高めるという観点でも有効である。 

垂直連携については、「体制内連携」がポジティブになること、「ユーザーとの連携」につい

てネガティブでない点は評価されているが、NEDO プロジェクトで求められている「基盤技術

の構築」、「革新的成果」、「実用化・事業化シナリオ」といった観点では有意に作用していない

ことが示された。 
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図表 6-11 評価概念に研究開発体制が及ぼす影響に関するロジスティック分析の結果  

 

 

  

モデル２Ａ モデル２Ｂ モデル２Ｃ モデル３Ａ モデル３Ｂ モデル３Ｃ

革新的成果
(ポジティブ）

基盤技術の構
築
(ポジティブ）

実用化・事業
化シナリオ
(ポジティブ）

革新的成果
(ネガティブ）

基盤技術の構
築
(ネガティブ）

実用化・事業
化シナリオ
(ネガティブ）

1.31 2.32 -1.20 -0.37 0.50 -1.01

[0.81] [1.31] [-0.98] [-0.31] [0.33] [-0.69]

0.64 1.79 -0.76 -1.29 -1.75 -0.16

[0.52] [1.25] [-0.90] [-1.37] [-1.49] [-0.14]

-1.38 0.17 2.46 -0.42 -1.49 -1.47

[-0.90] [0.12] [1.84]† [-0.36] [-1.02] [-0.84]

3.92 -6.24 1.25 -2.30 -2.74 -2.72

[2.16]* [-1.40] [0.99] [-1.71]† [-1.81]† [-1.03]

-2.70 0.55 -0.53 0.58 1.65 -0.87

[-1.51] [0.35] [-0.51] [0.53] [1.19] [-0.67]

1.16 -1.82 1.90 -0.33 -0.86 -1.21

[0.39] [-0.44] [0.77] [-0.14] [-0.32] [-0.27]

-0.18 -1.40 0.40 -0.49 -0.40 -2.95

[-0.23] [-0.80] [0.58] [-0.69] [-0.55] [-2.06]*

1.33 0.95 0.35 -0.20 -0.35 0.48

[2.38]* [1.69]† [0.87] [-0.55] [-0.78] [0.78]

-0.46 2.45 -0.35 1.12 1.36 -0.44

[-0.48] [1.85]† [-0.55] [1.58] [1.72]† [-0.46]

対数尤度 -16.41 -13.67 -25.00 -25.35 -21.50 -16.55

χ2検定 16.30† 18.98* 7.95 10.40 10.99 16.02†

疑似R
2
値 0.33 0.41 0.14 0.17 0.20 0.33

N数 48 48 48 48 48 48

上段が非標準化係数で[　]内はt値　†p<0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

一機関あたりのプ
ロジェクト予算

プロジェクト参加
企業の従業員数

参加機関数

集中研（平均）

垂直連携（平均）

水平連携（平均）

産学連携(平均）

材料

企業負担割合（平
均）
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（3）研究開発ユニット数・参加機関数・予算と評価概念との関係 

研究開発マネジメントに関する研究開発体制（集中研、垂直連携、水平連携、産学連携）以

外の要素である研究開発ユニット数、参加機関数、一ユニットあたりの予算、一機関あたりの

予算といった研究開発マネジメントが評価概念の生成に及ぼす可能性がある。そこで、研究開

発ユニット数、参加機関数、一ユニットあたりの予算、一機関あたりの予算と評価概念（ポジ

ティブ）との相関分析を行った。その結果を図表 6-12 に示す。 

研究開発ユニット数については、「市場への波及効果」とポジティブな相関がみられた

（R=0.31）。参加機関数については、相関のある評価概念はみられなかった。一ユニットあた

りの予算については、「社会・経済的位置付け」とネガティブな（R=－0.33）、「基盤技術の構

築」とポジティブな相関がみられた（R=0.30）。一機関あたりの予算については、「社会・経済

的な位置付け」とネガティブな相関がみられた（R=－0.29）。 

 

図表 6-12 研究開発ユニット数・参加機関数・予算と評価概念（ポジティブ）との関係 

 

次に、研究開発ユニット数、参加機関数、一ユニットあたりの予算、一機関あたりの予算と

評価概念（ネガティブ）との相関分析を行った。その結果を図表 6-13 に示す。 

その結果、研究開発ユニット数については、「国の関与の必要性」（R=0.82）、「他省庁との連

携の必要性」（R=0.32）、「革新的成果」（R=0.33）、「論文・成果発表・広報」（R=0.39）とポジ

ティブな相関がみられた。 

研究開発ユ
ニット数

参加機関数
一ユニットあ
たりの予算

一機関あたり
の予算

社会・経済的位置付け（ポジティブ） -0.02 -0.07 -0.33* -0.29*

技術的位置付け（ポジティブ） 0.11 0.14 0.02 0.03

国の関与の必要性（ポジティブ） 0.20 0.24 -0.10 -0.20

研究開発体制（ポジティブ） -0.11 0.07 0.18 0.10

体制内連携（ポジティブ） -0.08 -0.10 0.13 0.15

プロジェクトリーダー（ポジティブ） -0.06 0.04 -0.01 0.06

ユーザーとの連携（ポジティブ） -0.10 -0.15 -0.23 -0.27

目標・計画（ポジティブ） 0.10 0.08 0.11 0.24

選択と集中（ポジティブ） 0.15 0.25 0.14 0.07

予算配分（ポジティブ） 0.21 0.22 -0.11 -0.03

情勢変化への対応（ポジティブ） 0.13 0.12 -0.15 -0.03

革新的成果（ポジティブ） -0.02 0.16 0.08 -0.01

基盤技術の構築（ポジティブ） -0.09 0.25 0.30* 0.07

実用化に向けた成果（ポジティブ） -0.05 0.00 -0.09 -0.19

特許等の知的財産権（ポジティブ） 0.02 0.12 -0.07 -0.18

論文・成果発表・広報（ポジティブ） -0.10 0.04 0.17 0.12

実用化・事業化シナリオ（ポジティブ） 0.00 -0.05 0.06 0.05

実用化・事業化体制（ポジティブ） -0.18 -0.09 0.06 -0.16

市場への波及効果（ポジティブ） 0.31* 0.14 -0.08 0.03

人材育成（ポジティブ） -0.09 0.06 0.20 0.06

*有意水準５％　N数＝48
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参加機関数については、「国の関与の必要性」（R=0.39）と「体制内連携」（R=0.36）とポジ

ティブな相関がみられた。 

一ユニットあたりの予算については、「国の関与の必要性」（R=－0.29）と「ユーザーとの連

携」（R=－0.34）とネガティブな相関がみられた。 

一機関あたりの予算については、「目標・計画」（R=－0.44）、「実用化に向けた成果」（R=－

0.35）、「実用化・事業化シナリオ」（R=－0.32）とネガティブな相関がみられた。 

まとめてみれば、研究開発ユニット数が多くなる場合、「市場への波及効果」において

ポジティブな評価を受けるものの、「国の関与の必要性」、「革新的な成果」という点におい

ては、ネガティブな評価を受けやすい。一ユニットあたりの予算については、予算が多い

ほど、「基盤技術の構築」について、ポジティブな評価を受けやすく、「国の関与の必要性」

でもネガティブな評価を受けにくい。一機関あたりの予算については、予算が多いほど、

「目標・計画」だけでなく、「実用化・事業化に向けた成果」や「実用化・事業化シナリオ」

も明確になりやすいという特徴がみられる。 

 

図表 6-13 研究開発ユニット数・参加機関数・予算と評価概念（ネガティブ）との関係 

  

研究開発ユ
ニット数

参加機関数
一ユニットあ
たりの予算

一機関あたり
の予算

社会・経済的位置付け（ネガティブ） 0.14 -0.09 -0.11 0.07

技術的位置付け（ネガティブ） -0.13 -0.12 -0.09 -0.09

国の関与の必要性（ネガティブ） 0.82* 0.39* -0.29* -0.08

研究開発体制（ネガティブ） 0.06 -0.06 -0.27 -0.17

体制内連携（ネガティブ） 0.15 0.36* -0.13 -0.21

ユーザーとの連携（ネガティブ） -0.11 -0.18 -0.34* -0.25

他省庁との連携の必要性（ネガティブ） 0.32* 0.24 -0.16 -0.15

目標・計画（ネガティブ） -0.13 0.11 -0.05 -0.44*

選択と集中（ネガティブ） 0.00 0.04 -0.08 -0.19

予算配分（ネガティブ） -0.06 -0.01 -0.11 -0.21

情勢変化への対応（ネガティブ） 0.09 0.07 -0.07 -0.16

革新的成果（ネガティブ） 0.33* 0.23 -0.19 -0.16

基盤技術の構築（ネガティブ） 0.26 0.21 -0.14 -0.07

実用化に向けた成果（ネガティブ） -0.05 -0.16 -0.19 -0.35*

特許等の知的財産権（ネガティブ） 0.06 0.13 0.17 -0.04

論文・成果発表・広報（ネガティブ） 0.39* 0.26 -0.16 0.02

実用化・事業化シナリオ（ネガティブ） 0.09 -0.06 -0.26 -0.32*

実用化・事業化体制（ネガティブ） -0.04 -0.16 -0.12 -0.24

市場への波及効果（ネガティブ） 0.20 -0.07 -0.08 0.26
*有意水準５％　N数＝48
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変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
論文生産性(プロジェクトの総論文出版
数/プロジェクト予算（自然対数））

5.14 6.69 0.00 45.21

特許生産性（プロジェクトの総特許出願
数／プロジェクト予算（自然対数））

2.95 2.18 0.17 11.11

N数=48

6.3.4. 企業負担の有無と論文・特許が評価結果に与える影響 

 NEDO が経費を 100%負担する企業負担がない基礎・基盤的プロジェクトと企業が経費

の一部を負担する企業負担があるプロジェクトによって、評価結果に影響を及ぼす可能性

がある。また、NEDO プロジェクトにおいては、成果の普及、広報としての論文の発表に

加えて、知的財産権としての特許の取得について、評価項目・基準として明記されている。

プロジェクトの性格が基礎・基盤的な開発である場合は、論文が多く出版され、実用化・

事業化に近くなれば、特許出願に重点が置かれる。そのため、プロジェクトの性格が、論

文を多く出版する論文型のプロジェクトであるのか、特許を多く出願する特許型のプロジ

ェクトであるのかによって、評価結果に影響を及ぼす可能性がある。 

本節では、企業負担のある場合とない場合、論文を多く出版する論文型プロジェクトで

あるのか、特許を多く出願する特許型プロジェクトであるのか、といったプロジェクトの

性格が評価結果に及ぼす影響についての分析を行う。 

そこで、対象となる 48 プロジェクトについて、論文生産性（プロジェクトの総論文出

版数/プロジェクト予算（自然対数））と特許生産性（プロジェクトの総特許出願数/プロジ

ェクト予算（自然対数））を算出して（図表 6-14）、論文生産性の平均値を特許生産性の平

均値で除した値である 1.74 より大きいプロジェクトを「論文型プロジェクト」として、

1.74 より小さいプロジェクトを「特許型プロジェクト」に分類して、それぞれのプロジェ

クトについて分析を行った。 

論文型プロジェクトは、全て企業負担がないプロジェクトであり、26 プロジェクトあり、

特許型プロジェクトは、企業負担がある 11 プロジェクトと企業負担がない 11 プロジェク

トに分類された。そこで、論文型プロジェクト、特許型プロジェクトを企業負担がある場

合とない場合の 2 つの類型に分類して、合計 3 類型での比較分析を行う。 

  

図表 6-14 プロジェクトの論文生産性と特許生産性の統計値 
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 企業負担がない論文型プロジェクトと特許型プロジェクトにおける企業負担がある場合

とない場合の 3 類型について、それぞれに関する評点結果、研究開発体制（プロジェクト

に参加した企業の研究開発体制の平均値）、プロジェクト終了後の結果（当該ステータスの

企業数/追跡調査対象企業数）を図表 6-15 に示す。 

図表 6-15 から、論文型プロジェクトの場合、特許型プロジェクトと比較して、評点結

果の平均値が高い傾向がみられる。また、論文型プロジェクトは、集中研と産学連携の研

究開発体制の割合が多い。一方で、プロジェクト終了後に上市・製品化を達成している割

合は低く、中止・中断・非実施割合は高い。 

特許型プロジェクトの場合、企業負担がある場合の方が、企業負担がない場合よりも、

評点結果が高い傾向がみられる。研究開発体制では、企業負担がない場合の方が産学連携

の割合が高い（企業負担あり：0.59、企業負担なし：0.80）。一方で、上市・製品化割合は、

企業負担がある場合の方が高く（企業負担あり：0.34、企業負担なし：0.18）、中止・中断・

非実施割合は低い（企業負担あり：0.30、企業負担なし：0.50）。 

 

図表 6-15 論文型/特許型と企業負担の有無の分類による評点結果、研究開発体制、プロジェクト

終了後の結果（当該ステータスの企業数/追跡調査対象企業数） 

  

 次に、論文型プロジェクトと特許型プロジェクトにおける企業負担がある場合とない場

合の 3 類型について、それぞれの評価概念（ポジティブ）との関係をみる（図表 6-16）。 

 論文型プロジェクトの場合、NEDO プロジェクトで期待される「革新的成果」や「基盤

技術の構築」について、特許型のプロジェクトに比較して高い。また、「情勢変化への対応」

や「人材育成」といった評価概念も高い傾向がみられる。 

変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
総合点 9.28 1.26 9.20 0.80 8.60 1.32

事業の位置付け・必要性 2.74 0.28 2.65 0.22 2.59 0.29

研究開発マネジメント 2.15 0.40 2.20 0.25 1.97 0.39

研究開発成果 2.40 0.45 2.41 0.21 2.25 0.41

実用化・事業化の見通し 1.99 0.40 1.94 0.38 1.78 0.51

集中研（平均） 0.59 0.49 0.27 0.47 0.27 0.47

垂直連携（平均） 0.27 0.43 0.50 0.47 0.45 0.52

水平連携（平均） 0.58 0.41 0.51 0.44 0.55 0.48

産学連携(平均） 0.94 0.21 0.59 0.44 0.80 0.40

上市・製品化割合 0.14 0.21 0.34 0.23 0.18 0.32

非実施割合 0.29 0.25 0.11 0.18 0.06 0.15

中止・中断・非実施割合 0.53 0.27 0.30 0.14 0.50 0.34

研究継続中割合 0.33 0.27 0.35 0.24 0.32 0.27

N数

企業負担なし 企業負担あり

26 11 11

特許型
企業負担なし

論文型
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特許型プロジェクトで、企業負担がある場合には、「実用化・事業化体制」、「市場への

波及効果」といった観点で評価されている。 

特許型プロジェクトで、企業負担がない場合には、「国の関与の必要性」（企業負担あり：

0.82、企業負担なし：0.64）や NEDO プロジェクトで期待され、評点結果に影響を及ぼす、

「革新的成果」（企業負担あり：0.73、企業負担なし：0.55）、「実用化・事業化体制」（企

業負担あり：0.27、企業負担なし：0.09）が低い傾向がみられる。 

 

   

図表 6-16 論文型/特許型と企業負担の有無の分類と評価概念（ポジティブ）との関係  

さらに、論文型プロジェクトと特許型プロジェクトにおける企業負担がある場合とない

場合の 3 類型について、それぞれの評価概念（ネガティブ）との関係をみる（図表 6-17）。 

 論文型プロジェクトの場合、「国の関与の必要性」についてのネガティブな指摘を受ける

ことはない。また、「実用化・事業化シナリオ」については、特許型プロジェクトよりも指

摘される割合が低く、「実用化・事業化シナリオ」については、相対的に厳しく評価されて

いないといえる。また、「目標・計画」、あるいは「選択と集中」といった評価概念を指摘

されることが多く、目標設計の困難さを反映している。 

 特許型プロジェクトで、企業負担がある場合、「革新的成果」と「国の関与の必要性」で

ネガティブなコメントを受ける割合が多い。 

特許型プロジェクトで、企業負担がない場合、「社会・経済的な位置付け」でネガティ

ブなコメントを受ける割合が多い。 

変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
社会・経済的位置付け（ポジティブ） 0.92 0.27 1.00 0.00 1.00 0.00

技術的位置付け（ポジティブ） 0.92 0.27 0.91 0.30 0.91 0.30

国の関与の必要性（ポジティブ） 0.96 0.20 0.82 0.40 0.64 0.50

研究開発体制（ポジティブ） 0.77 0.43 0.91 0.30 0.64 0.50

体制内連携（ポジティブ） 0.46 0.51 0.45 0.52 0.36 0.50

プロジェクトリーダー（ポジティブ） 0.65 0.49 0.27 0.47 0.45 0.52

ユーザーとの連携（ポジティブ） 0.08 0.27 0.18 0.40 0.00 0.00

目標・計画（ポジティブ） 0.92 0.27 1.00 0.00 0.91 0.30

選択と集中（ポジティブ） 0.19 0.40 0.09 0.30 0.00 0.00

予算配分（ポジティブ） 0.19 0.40 0.18 0.40 0.00 0.00

情勢変化への対応（ポジティブ） 0.77 0.43 0.18 0.40 0.36 0.50

革新的成果（ポジティブ） 0.92 0.27 0.73 0.47 0.55 0.52

基盤技術の構築（ポジティブ） 0.85 0.37 0.82 0.40 0.73 0.47

実用化に向けた成果（ポジティブ） 0.88 0.33 0.91 0.30 0.91 0.30

特許等の知的財産権（ポジティブ） 0.73 0.45 0.73 0.47 0.82 0.40

論文・成果発表・広報（ポジティブ） 0.73 0.45 0.64 0.50 0.91 0.30

実用化・事業化シナリオ（ポジティブ） 0.73 0.45 0.73 0.47 0.64 0.50

実用化・事業化体制（ポジティブ） 0.08 0.27 0.27 0.47 0.09 0.30

市場への波及効果（ポジティブ） 0.42 0.50 0.55 0.52 0.45 0.52

人材育成（ポジティブ） 0.46 0.51 0.27 0.47 0.18 0.40

N数

企業負担なし 企業負担あり

26 11 11

特許型
企業負担なし

論文型
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図表 6-17 論文型/特許型と企業負担の有無の分類と評価概念（ネガティブ）との関係  

 

 まとめてみれば、論文型プロジェクトは、特許型プロジェクトと比較して、高く評価さ

れる傾向がある。こうしたプロジェクトについては、集中研と産学連携の割合が高く、「基

盤技術の構築」や「革新的な成果」といった観点で評価されている。一方で、プロジェク

ト終了後の上市・製品化を達成している割合は低く、中止・中断・非実施の割合も高い傾

向がみられた。 

特許型プロジェクトの場合、企業負担がある場合の方が、評点結果が高い傾向がみられ

た。また、プロジェクト終了後の上市・製品化を達成している割合は高く、中止・中断・

非実施の割合は低い。一方で、「革新的成果」と「国の関与の必要性」でネガティブなコメ

ントを受ける傾向が高くなる。企業負担がない場合、ポジティブな評価概念のうち、「国の

関与の必要性」、「革新的成果」、「実用化・事業化体制」が低くなる傾向がみられた。 

  

変数 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
社会・経済的位置付け（ネガティブ） 0.65 0.49 0.73 0.47 0.82 0.40

技術的位置付け（ネガティブ） 0.15 0.37 0.27 0.47 0.18 0.40

国の関与の必要性（ネガティブ） 0.00 0.00 0.18 0.40 0.00 0.00

研究開発体制（ネガティブ） 0.23 0.43 0.18 0.40 0.18 0.40

体制内連携（ネガティブ） 0.54 0.51 0.18 0.40 0.45 0.52

ユーザーとの連携（ネガティブ） 0.35 0.49 0.36 0.50 0.45 0.52

他省庁との連携の必要性（ネガティブ） 0.15 0.37 0.09 0.30 0.18 0.40

目標・計画（ネガティブ） 0.73 0.45 0.55 0.52 0.64 0.50

選択と集中（ネガティブ） 0.19 0.40 0.00 0.00 0.09 0.30

予算配分（ネガティブ） 0.23 0.43 0.00 0.00 0.09 0.30

情勢変化への対応（ネガティブ） 0.23 0.43 0.27 0.47 0.45 0.52

革新的成果（ネガティブ） 0.38 0.50 0.45 0.52 0.09 0.30

基盤技術の構築（ネガティブ） 0.27 0.45 0.27 0.47 0.18 0.40

実用化に向けた成果（ネガティブ） 0.73 0.45 0.82 0.40 0.82 0.40

特許等の知的財産権（ネガティブ） 0.58 0.50 0.36 0.50 0.18 0.40

論文・成果発表・広報（ネガティブ） 0.50 0.51 0.45 0.52 0.36 0.50

実用化・事業化シナリオ（ネガティブ） 0.73 0.45 0.91 0.30 0.82 0.40

実用化・事業化体制（ネガティブ） 0.23 0.43 0.36 0.50 0.36 0.50

市場への波及効果（ネガティブ） 0.15 0.37 0.27 0.47 0.09 0.30

N数

企業負担なし 企業負担あり

26 11 11

特許型
企業負担なし

論文型
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6.4. 考察 

 本章では、質的研究手法であるグラウンデッド・セオリー・アプローチ手法を用いて、

材料分野とライフサイエンス分野における NEDO の事後評価結果の評価コメントから評

価概念を抽出し、評点結果や研究開発体制との関係を明らかにすることで、NEDO プロジ

ェクトに対する社会的評価の特徴や研究開発マネジメントが評価に及ぼす影響について分

析した。 

NEDO プロジェクトにおいては、「社会・経済的位置付け」、「技術的位置付け」、「国の

関与の必要性」といった評価概念については、多くのプロジェクトでポジティブに評価さ

れており、プロジェクト実施自体については肯定的な評価を受けている。「革新的成果」と

「基盤技術の構築」の評価概念については、8 割程度のプロジェクトでポジティブなコメ

ントを受けており、さらに、両概念については、評点結果にも影響を及ぼしており、NEDO

プロジェクトに求められる重要な要素であるといえる。また、「実用化・事業化シナリオ」

については、ライフサイエンス分野において、ネガティブなコメントが多く観察された。

これは、ライフサイエンス分野の方が、実用化に至るまで臨床試験が必要であることや医

療現場との連携など複雑な経路を辿る場合が多いことが要因であると考えられる。「実用

化・事業化シナリオ」については、評点結果とも相関がみられ、NEDO プロジェクトにお

いては、プロジェクトで開発した成果を実用化・事業化に繋げることが期待されている。 

ライフサイエンス分野に特徴的にみられたのは、「他省庁との連携の必要性」であり、

同概念は、評価項目・基準には明示されていないが、同分野のプロジェクトの 1/3 でみら

れた。他省庁との連携が効果的なプロジェクトについては、省庁横断的な取り組みが期待

されているといえる。 

集中研は、評点結果のうち、総合点、事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント、

研究開発成果にポジティブな影響を及ぼしている。特に、同研究開発体制については、「社

会・経済的な位置付け」や「実用化・事業化シナリオ」について、ネガティブなコメント

を受けにくく、論文型プロジェクトで採用される傾向がみられ、「基盤技術の構築」の観点

から高く評価されている。 

水平連携については、集中研で採用されることが多く、「基盤技術の構築」や「実用化・

事業化シナリオ」の観点から評価されている。 

産学連携については、「基盤技術の構築」や「革新的な成果」といった点で評価されて



 113 

 

おり、さらに、「国の関与の必要性」とも高い相関がみられ、公的支援の意義を高めるとい

う観点でも有効である。集中研については、水平連携と産学連携で構成されることが多く、

両連携形態の特徴が、集中研の評価を高めている可能性がある。 

一方、垂直連携については、NEDO プロジェクトで求められている「基盤技術の構築」

や「革新的成果」といった観点では評価されていない。 

研究開発ユニット数や参加機関数については、「基盤技術の構築」の観点からは、研究

開発ユニットあたりの予算を増やすのが有効であり、「実用化・事業化シナリオ」を明確化

させるためには、一機関あたりの予算を増やすことが有効となる。 

次に、企業負担がない論文型プロジェクトと特許型プロジェクトにおける企業負担があ

る場合とない場合の 3 類型における比較分析結果について整理する。 

論文型プロジェクトは、特許型プロジェクトと比較して、高く評価される傾向がみられ

た。そのため、社会的評価としては、論文生産性が高いプロジェクトを行ない、国として

の基盤技術の構築が期待されているといえる。一方で、プロジェクト終了後の上市・製品

化を達成している割合は高くなく、中止・中断・非実施の割合は高い傾向がみられた。こ

れは第 4 章の分析において示されたとおり、企業負担がない場合には、上市・製品化に向

けた可能性を探り、企業の中で中長期的な技術開発の見極めを行うためにプロジェクトに

参加している企業が少なからず存在することが影響している可能性がある。また、論文型

プロジェクトの場合、上市・製品化まで長期間を要するため、結果として上市・製品化割

合が低くなっている可能性がある。 

特許型プロジェクトの場合、企業負担がある場合の方が、評点結果が高い傾向がみられ

た。また、プロジェクト終了後の上市・製品化を達成している割合は高く、中止・中断・

非実施の割合は低かった。そのため、特許型プロジェクトにおいては、企業負担を求めた

方が、上市・製品化率が高まり、社会的評価も高まるといえる。 

以上の分析を総合的にまとめてみれば、NEDO プロジェクトにおいては、公共期待の観

点からは、「革新的成果」や「基盤技術の構築」が求められており、基礎・基盤技術の貢献

に資する論文生産性の高いプロジェクトの実施が求められている。そうした基盤技術の構

築の観点からは、集中研、水平連携、産学連携といった研究開発体制については、高く評

価される傾向がみられた。特に、集中研については、評点結果にもポジティブな影響を及

ぼしており、公共期待を実現して、公的支援の意義を高めるために有効な研究開発体制で

あるといえる。 
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垂直連携については、公共期待の観点から、NEDO プロジェクトで求められている「基

盤技術の構築」や「革新的成果」に対しては、貢献していないことが示された。 

特許型プロジェクトについては、企業負担がある場合の方が、評点結果が高い傾向がみ

られ、また、プロジェクト終了後の上市・製品化を達成している割合は高く、中止・中断・

非実施の割合は低い。そのため、上市・製品化率の向上による経済活性化という側面から

は、企業負担がある場合の方が有効に機能する可能性がある。一方で、そうしたプロジェ

クトの場合、革新的な成果や中長期的な基礎・基盤技術の構築という点でネガティブに作

用する可能性がある。  
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第7章 コンソーシアム型プロジェクトのマネジメント課題 

本章では、経営学（マネジメント）の視点から、NEDO プロジェクトに参加した企業の

担当者から NEDO の詳細追跡調査時に行ったインタビューデータ8を利用して、第 4 章か

ら第 6 章の事例分析について、補完的な考察を行う。加えて、コンソーシアム型プロジェ

クトにおける短期的な視点としての上市・製品化といった費用対効果の観点、中長期的な

視点としての吸収能力や人材育成効果、さらにはプロジェクト単位での評価を補足するた

めに、プロジェクトに参加した企業から、上市・製品化、あるいは、非実施・中止・中断

に至った要因やプロジェクトにおける連携の効果を把握することで、公的支援によるコン

ソーシアム型プロジェクトにおけるマネジメントの課題を明らかにする。 

7.1. 研究開発体制に期待される役割と有効に機能させるためのマネジメント要件 

7.1.1. 集中研 

本研究が分析対象とするコンソーシアム型プロジェクトにおいて、集中研を含むプロジ

ェクトは、材料分野で 27 プロジェクト中の 16 件、ライフサイエンス分野では 21 プロジ

ェクト中の 7 件である。第 6 章で示されたとおり、集中研が設置されたプロジェクトにつ

いては、事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント、研究開発成果について、高い

評価が与えられる傾向があり、その事実は、集中研の設置に対して、高い公共性、開発さ

れる基盤技術による市場への波及効果が期待されることが示唆される。 

しかし、第 4 章の分析結果からは、企業単位でみると、必ずしも集中研に参加すること

が企業の成果の獲得に直結しないことが明らかになった。吉田ら（2011，2012）によれば、

出口の棲み分けを行ない、集中研による研究開発体制により、参加組織間のシナジー効果

を発揮させることで材料開発を促進し、企業の参入市場を特定化することによって実用化

に成功した事例が認められる。一方で、集中研に競合企業が参加したために、それぞれが

手の内をみせない状況が発生し、囚人のジレンマの発生により連携効果が得られない事例

がある（吉田他, 2011; 吉田他, 2012）。また、企業は集中研での活動において、直接的に

                                                      
8 詳細追跡調査時のインタビューは、NEDO 研究評価部により平成 18 年~23 年度に実施された。

本論文で対象とした 48 プロジェクトに参加した企業 52 企業に対して実施された議事録を用いた。

企業との守秘契約の関係で企業名を特定できないよう加工している。 



 116 

 

プロジェクトリーダーなどのアカデミアから研究活動に関する指導を受けられることを参

加メリットとしている。インタビュー結果からは、集中研体制を有効に機能させるための

マネジメント要件として次の 3 点を指摘することができる。 

 

・ 協調する部分と競争する部分の切り分け 

・ 研究開発成果や知的財産の取り扱いの明確化 

・ 密接な産学連携や企業間連携によるシナジー効果 

 

インタビューからは、A 社と B 社については 3 つのマネジメント要件が機能して、上市・

製品化を果たしたが、一方、C 社と D 社においては、3 つのマネジメント要件のいずれに

も該当せず、結果として上市・製品化に至らなかったことがわかる。 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 A 社（上市・製品化） 

「当社から、若手１名がおおよそ 2 年交替で大学に出向する形で共同研究を行った。集中

研では「相構造制御による高性能・高機能材料の開発」を共通課題とし、材料メーカー４

社が参加した。各参加機関・企業とは当然秘密保持契約を結ぶとはいえ、不定期で開催さ

れる内部検討会はデータを隠すことなく、非常にオープンであった。また、内部検討会は、

サブプロジェクトリーダーのA教授が非常に厳しく指導され、緊張感のあるものであった。

このおかげで大変勉強になった。」 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 B 社（上市・製品化） 

「2001 年より大学の集中研に参加した。サブプロジェクトリーダーの A 教授は主要研究

員の大学時代の恩師で、極めて円滑な意思疎通ができたことが結果的にプラスに作用した。

当然、A 教授なら厳しい指導のもとに、成果を上げることができるとの期待があった。ま

た、A 教授は企業出身であり、企業研究のことも熟知されていたのも大きい。プロジェク

ト開始前の段階で、出口が被らないようにするということと、共通基盤技術部分を設定す

るということでA教授が体制を整備した結果、プロジェクト内での競合は無かった。また、

プロジェクトの中では風通しがよく、他の企業の研究も理解していた。」 
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高分子材料開発プロジェクト参加企業 C 社（非実施） 

「集中研には５社、常駐の研究員としては、各社から若手１名が出向した。各社の研究テ

ーマは、各社の保有技術等に応じてサブプロジェクトリーダーが振り分けた。知的財産権

の扱いについて、本プロジェクトで生じた発明は当該技術のリーダーである企業が幹事を

務めつつ、５社の共同出願とされた。他の集中研との共同研究は基本的にはなかった。解

析技術について、他大学や産総研との協力を行ったが、研究全体に占める寄与は小さい。」 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 D 社（中止・中断） 

「知財権を技術開発の貢献度に関わらず各社イーブン」と決めた為、強豪同士のチームで

あったがチーム内での意見交換もよく行われ、大変良い雰囲気で研究開発が進められた。

ただし、他のチームとの連携は全くなかった。研究発表会等で「そういうことに取り組ん

でいるのか。」と知る程度。」 

 

集中研において、競合他社を含む場合であっても、研究開発成果の管理を適切に行い、

成果を上げた事例がある。次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT9）では、参加する

半導体材料企業が、製造プロセス装置企業との連携の下、自社単独では実施できない共通

の評価基盤を構築することで、材料評価方法の開発と標準化を行ない、自社の材料開発に

フィードバックを行う仕組みで推進された。事後評価においても、「組合員企業では既に実

用化、事業化まで進んだ案件が幾つか出ており、成果が出つつある。また、CASMAT で

の解析結果に基づき事業化を断念するという決断も行われており、これも逆説的だが重要

な成果である。」と評価されており、実用化・事業化に進んでいるだけではなく、各社が材

料を評価し、ベンチマークの結果、見込みがないと判断し、事業を中止した事例について

も、重要な成果として取り上げられている。これは、第 4 章の分析でも示された通り、集

中研を自社で開発投資を行うかどうかのスクリーニングの場として活用しており、自社の

技術のベンチマークを行ない、継続的な研究開発を行うか、開発そのものを中止するかを

                                                      
9 微細化が進む半導体分野において、部材、製造装置、半導体プロセスの個別開発による半導体製

品の性能向上は限界に来ており、部材開発においても、製造装置やプロセスを含めた全体を最適統

合して高性能化する課題解決型の開発が必要となっており、次世代半導体材料技術研究組合

（CASMAT）が設立された。CASMAT は 3 期に亘って実施されており、CASMATⅠ（次世代半導

体ナノ材料高度評価；2003~2005）はウェハーレベルの評価、CASMATⅡ（次世代高度部材開発評

価基盤技術の開発;2006~2008）はパッケージまで一貫評価、CASMATⅢ（半導体機能材料高度評

価基板開発；2009~2011）は接合素子評価となっている。 
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判断している。CASMAT においては、実際の半導体プロセスで起こる課題を把握して、

自社の製品開発にフィードバックできるとともに、自社材料のベンチマークを行なうこと

が出来る。CASMAT では、競合企業がいる環境であっても成果の取り扱いを明確にした

上で、以下の二つのマネジメントを行うことで、優れた成果を上げた。 

 

・ 自社にない設備の使用 

・ 研究者間のネットワーク 

 

自社にない設備が利用できるといった場合には、集中研での研究開発の実施により、開

発スピードが促進される場合がある。さらに、研究者が一箇所に集中することで、密接な

ディスカッションが行われ、結果としてネットワークの構築に寄与するケースもある。プ

ロジェクト成果を活用し上市・製品化に成功した企業だけでなく、上市・製品化を断念し

た企業についても同様の意義を見出している。集中研で開発するメリットとして、自社に

ない設備が使用できること、知的財産権の取り扱いや情報漏洩対策が整備されて、安心し

て研究開発が実施できる環境が構築されていることが有効に機能するポイントとして挙げ

げられる10。 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）参加企業 A 社（上市・製品化） 

「CASMAT が日立製作所中央研究所内に設置され、日立製作所マイクロデバイス事業部

から多くの技術者が CASMAT に出向した。日立製作所マイクロデバイス事業部から先端

の半導体バックエンドプロセス技術の指導を受け、関連技術をスムーズにキャッチアップ

することができた。集中研方式であればこそ得られた成果であり、集中研方式が相応しか

ったと思われる。当社は事業部門と研究部門から社員を派遣していた。評価技術がテーマ

のため、成果の大小の評価は難しいが、装置利用のメリットは大きかった。」 

 

 

                                                      
10 分散研で開発する場合は、集中研のメリットとデメリットが反転する意見があった。「バイオ・

ＩＴ融合機器開発プロジェクト」A 社（上市・製品化）「委託研究では、核となる機関を設けるこ

とが大事であるため、何らかの集中は必要である。しかし、競合企業のいる場で自社の情報を出す

ことは難しく、集中し過ぎても困る。また、集中研で実施する場合、インフラが整備されないと使

えない。自社にインフラが整っていれば、それを使うこともできる。集中研と分散研とのバランス

が必要である。」 
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次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）参加企業 B 社（非実施） 

「各社が持ち込んだ材料を横並びで評価することにより、自社材料のレベルを判断するこ

とができた。自社開発品が、他社開発品に比べて競争力がないことがわかり、事業化につ

いての客観的判断を早期に下すことができた。大きな設備投資を行う前に、事業断念の判

断ができたことは、マイナスを減らす意味で意義があった。」 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）参加企業 C 社（上市・製品化） 

「競合メーカーと議論できた点がよかったと考えている。CASMAT がなければ、このよ

うな機会は得られなかった。企業各社の文化の違いを体験できた。」 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）参加企業 D 社（上市・製品化） 

「各材料メーカーが自社の材料を持ち込んで評価するというシステムでは、秘密保持に難

しさがあった。そのため、プロジェクト初期においては、最先端材料は持ち込まないよう

にしていた。しかしながら、プロジェクトが進むにつれて、社外秘を守るための工夫をし

ながら、機密性の高い材料も持ち込むようになった。」 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）参加企業 E 社（中止・中断） 

「分散研方式よりも集中研方式の方が良い。分散研方式では、技術者同士の接触が少ない。

CASMAT は集中研方式であったため、研究者同士が密にディスカッションでき、知の共有化が図

れ、当事者意識も形成できた。」 

 

集中研で開発を行う場合、集中研を中心としたネットワークに研究開発設備、知識、ノ

ウハウ、人的資源が蓄積されており、国家のイノベーションプロセスにおけるネットワー

クの拡大や基盤技術の構築に貢献する。第 4 章においても、他機関との技術比較において

劣位にある企業は、ネットワークからの外部知見を吸収するために、集中研に参加する傾

向が観察された。当該分野において開発経験が乏しい企業や他機関と比較して技術的な優

位性が低い企業にとっては、新規分野への参入機会として作用する。こうした参加動機の

場合、プロジェクト終了後の活動にネガティブに作用することは当然ありうる。得られた

成果を自社に展開して、自社内で開発設備や製造ラインを立ち上げて、事業化まで展開し

ていく必要があるためである。一方で、集中研に参加した企業の研究員が大学・国立研究
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所や他企業とのネットワークから知見を吸収し、企業の吸収能力の向上や人材育成に貢献

するケースがある。そのため、以下の二つが集中研によるイノベーションシステムへの貢

献として挙げることができる。 

 

・ 基盤技術の蓄積と拡大 

・ 企業の研究開発能力の向上・人材育成 

 

マイクロ分析・生産システムプロジェクト参加企業 A 社（中止・中断） 

「マイクロリアクター11については、参加するまで全く取り組んだことはなかった。プロ

ジェクト期間中に技術を吸収し、適用対象を定めて、生産技術（年間数千 kg～ｔオーダー）

として問題なく連続運転して生産できることを実証した。現状は、開発成果を自社に活か

す予定はないが、プロジェクトでマイクロリアクターの技術を吸収したので、再開できる

だけのノウハウは蓄積されている。集中研では、ゼロベースで知識を吸収できたので、人

材育成や人的ネットワークの面でも効果は高かった。」 

 

糖鎖エンジニアリングプロジェクト参加企業 A 社（上市・製品化） 

「プロジェクト開始時点では、糖鎖のことも良くわからない状態であったが、産業技術総

合研究所の研究員の指導の下で、改良を重ねて、実用化にたどり着いた。このプロジェク

トで構築された人的ネットワークが貴重であった。」 

  

                                                      
11 マイクロリアクター：マイクロメートルオーダ（数μm～数百μm）の微細構造をもつ反応器で、

微細構造が内部にあれば、かなり大きなものでもマイクロリアクターに分類される。製造法は、最

新の微細加工技術に限定する必要なく、従来型機械加工技術を用いていてもよい。マイクロリアク

ターの特徴は 1）流路の大きさが小さく、高速で混合できる、2）流路の容積当たりの表面積が大き

く、精密な温度制御が可能、3）界面での反応が効率よく起こり、精密な反応時間制御が可能、4）

並列化（ナンバリングアップ）によるスケールアップが可能といった特徴を有する。 
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7.1.2. 垂直連携 

一般的に、ユーザーとの連携の必要性は知られており（Von Hippel, 1986）、ナショナル・

イノベーション・システムの観点からもユーザーと生産者との関係の重要性が指摘される

（Lundvall, 2010）。しかし、本研究では、必ずしも垂直連携が有効であるという結果が得

られているわけではない。そこで、インタビュー結果から、垂直連携が有効に機能した要

因と逆に有効に機能しなかった要因を整理する。 

垂直連携は川上側と川下側の密接な連携が実施された場合に成果を上げやすいことが

わかる。実際に、NEDO プロジェクトにおいても、川上~川下が密接に連携を行ない、上

市・製品化に至ったケースがある。垂直連携の役割が明確であり、それぞれの機関が強み

を活かして同じ方向を目指して開発を行っている場合には、垂直連携は有効に機能する。 

 

・ 垂直連携を行う企業間の役割分担の明確化 

  

材料分野の開発で川下側の開発を担当した企業 A 社（上市・製品化） 

「全体で摩擦係数を 20％向上させる方策は、川上企業の添加剤（川上企業）で 7%、表面

コーティングで 7％（川上企業）、プーリ表面性状（A 社）7%の割付で研究スタートした。

大学では、凝着摩耗関連で突起頂点密度に着目していた。これが多いほど摩擦が大きく、

鏡面化することで突起頂点密度が上がるはず、ということも鏡面化を選択した理由である。

添加剤の選定に当たっては、大学と川上企業の連携の効果もあった。」 

  

しかし、一般に企業は通常の事業活動の中で、NEDO のプロジェクトがなくても、サプ

ライチェーンによる企業間ネットワークが構築されている場合が多く、通常のコミュニケ

ーションチャネルは存在している。インタビューの結果からは、NEDO プロジェクトで実

施された垂直連携が最適な形で設定されていない結果、開発が円滑に進まないケースがみ

られた。 

 

・ プロジェクトにおいて垂直連携体制が最適な形で組まれていないケース 

 

ライフサイエンス分野の開発で医療機器の開発を担当した企業 A 社（非実施） 



 122 

 

「参画するメンバー（企業）をプロジェクトリーダーが集めていたので、自社の目から

みると、ベストメンバーが集まったというようには思わなかった。参画した企業がお互

い納得してプロジェクトのメンバーになったわけではない。ただし、プロジェクトで目

指したセンサーは世界のどこにもなかったので、ベストメンバーでなくても研究に取り

組まなければならなかった。」 

 

同様に、川上側企業の開発の遅れが、研究開発成果に対して、直接的にマイナスの影

響を及ぼす場合もある。 

 

・ 連携相手の開発の遅れが研究の成果に影響を及ぼしたケース 

 

ライフサイエンス分野の開発で医療機器の開発を担当した企業 A 社（非実施） 

「二年目から三年目頃に、他社が担当している化学センサーの量産化に向けての開発の

遅れが目立ってきた。供給されるべき物が、供給されないので、自社の開発は、他社の

化学センサーのスペックを自社の中で想定しながら、進めざるを得ない状況になってき

た。プロジェクト全体の中で、後工程を担当する当社にしわ寄せがくる状況が明らかに

なってきた。結果として、他社のセンサーの開発が遅れていたことも影響し、追加実験

も発生していたが対応できなかった。」 

 

材料分野の開発で川下側の開発を担当した企業 B 社（中止・中断） 

「最終年度に、NEDO から基板メーカーにかなり強くプッシュしてもらい、試作品レベル

のものも出してもらえるようになった。それまでは、完成品しか出せないという認識が基

板メーカーにあったと考えられる。振り返って、基板チームの開発に合わせて順次試作品

を提供してもらったとすると、もう少し開発はうまく進んだかもしれない。」 

 

一方で、川下側が事業判断としてプロジェクトの中止決定を行った場合、川上側の上

市・製品化についても直接的に中止・中断という形で、マイナスの影響を及ぼすケースも

ある。 

 

・ 川下側の事業決定が開発成果の製品化・事業化に影響を及ぼしたケース 
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ライフサイエンス分野の開発で川上企業を担当した A 社（非実施） 

「川下企業からバイオチップの生産をやめるという話が持ち込まれ、事業化の可能性がな

くなった。当社としては、バイオチップの供給がなければ事業化ができない。当社の立場

では、バイオチップがなければ研究開発自体、進められない。もし、バイオチップの形が

変わるようなことがあれば、評価や分析の方法を一からやり直さなければならないので、

これまでの成果がムダになってしまう。」 

 

ライフサイエンス分野の開発で川上企業を担当した A 社（非実施） 

「ハードの部分の開発は当社ではできないので、川下企業との連携を行ない消耗品として

の酵素や運転条件に関わる部分を当社が担当した。川下企業が自動合成装置の受注生産を

行うこととなっているため、必要に応じて生成物と糖転移酵素を分離するための消耗品部

材の供給を行うこととなっているが、現在のところまだ注文はないというのが実情。」 

 

さらに、NEDO プロジェクトの中で垂直連携を進める必要があるのかという点について

は、川下側企業の関与が開発スピードを高めない場合や川下側と開発する段階に至ってい

ない場合には有効性が認められないと指摘されたケースもある。 

 

・ プロジェクトの中で垂直連携を行なう有効性が疑問視されるケース 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 E 社（非実施） 

「開発テーマに関しては、達成レベルが低かったので、供試は出来なかった。このレベル

ではデバイスメーカーが協力して貰えるとは思えない。もともとは合成に関する基盤的な

研究であったため、当初より、ユーザーを関与させていれば違った結果になっていたかと

いうとそうは思わない。」 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 F 社（非実施） 

「“垂直連携体制”とすべきという一般論はある。用途がはっきりせず、あいまい、手探り

の余地がある場合には、ユーザーも一緒に開発体制に入って研究開発に取り組むのは良い

だろう。しかし、本プロジェクトに関していえば、用途が明確であったため、ユーザー企
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業を研究体制に加える必要性はあまり感じない。ユーザー企業とは各社が個別に接点を持

っており、研究体制に加わると研究が混乱する心配もある。」 

 

 最後に、水平連携の場合では、競合他社との連携になるため、共同プロジェクトに参加

した時に情報漏洩のリスクが高まることが知られている。しかし、末永（2009）が指摘し

ている通り、垂直関係の場合においても、情報漏洩のリスクがなくなるわけではない。事

実、情報漏洩のリスクから川上～川下間で密接に連携が行われなかったケースがみられた。 

 

・ 情報漏洩のリスクがあるケース 

 

材料分野の開発で川下側の開発を担当した企業 C 社（上市・製品化） 

「プロジェクトでは材料提供から加工、金型製作、最終製品までの主体がそろった垂直連

携型のプロジェクトであった。材料開発は粉の提供する B 社と、材料化する C 社と、最終

製品は当社ともう一社という役割分担であった。当社は、C 社の材料を用いて、金型の開

発を行い、最終出口製品を作るという役割を担っていた。当社の場合は、金型開発が製造

の肝であり、社内で開発を進め、ノウハウは外部に出さなかった。C 社から教えて欲しい

との声があったが、教えることはしなかった。金型は完成メーカーのノウハウなので、他

のメーカーに出すことはできない。」 

 

 一般的に、垂直連携については、企業が川上側企業や川下側企業と十分にコミュニケー

ションチャネルを持っている場合や企業利益に直接的に繋がる場合には NEDO プロジェ

クトにおいて垂直連携で開発を行う必然性は乏しい。一方で、革新的な性能であるものの、

用途がはっきりせず、あいまい、手探りの余地がある場合には、ユーザーも一緒に開発体

制に入って研究開発に取り組むことが有効である。NEDO プロジェクトにおいて、川下企

業や川上企業との垂直連携を行なう時期や必要性については、市場環境への精通と企業戦

略の把握といった、高度な専門的判断が求められる。  
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7.1.3. 水平連携 

集中研は、水平連携で構成されるケースが多いため、集中研に関するマネジメントの要

件は、水平連携にも重複して当てはまるケースが多い。集中研は、公共期待の観点からは、

基盤技術の構築や革新的な成果の観点から高く評価される。 

一方で、企業利益の観点からは競合他社との関係から、情報漏洩に関するリスクを指摘

する企業が多かった。公共期待として、イノベーション創出の場としての集中研を多くの

企業が利益を生み出しやすくするためには、研究開発マネジメントの高度化が求められる。

特に、水平連携については、集中研の事例で示されたとおり、協調する部分と競争する部

分を切り分けることができる、市場の棲み分けを行っている、研究開発成果や知的財産の

取り扱いが明確になっている、企業間のシナジー効果が見込めるという場合に有効に機能

する可能性が生まれる（吉田他, 2011; 吉田他, 2012）。 

また、水平連携を選択する場合、標準化を期待して、同開発体制を選択する企業が多く、

標準化に向けた研究開発に特化するというのも一つの方策である。いずれにせよ、水平連

携については、情報漏洩対策に関するリスク管理が十分に行われていることが有効に機能

させるポイントとなる。 

 

・ 情報漏洩のリスクへの対応 

 

情報漏洩リスクを管理するために、知的財産権や開発成果の取り扱いを事前に定めるこ

とは多くのプロジェクトで実施されるようになっている（NEDO, 2012）。しかし、情報漏

洩に対する危機管理の捉え方は企業によって異なるため、取り扱いを定めただけで有効に

機能するとは限らない。時間の経過とともに信頼関係の構築や経験の蓄積により、信頼関

係が醸成され、情報漏洩のリスクが解消されたケースもある。 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）への参加企業 A 社（上市・製品化） 

「CASMAT では各社が自社の材料を持ち込んでその材料を評価することが主体となるが、

材料に関する情報は秘匿され、他社に情報が漏れることが無いようなシステムが取られた

ため、やりやすかったと考えている。評価する材料にはコード番号が付けられ、各材料が

どのメーカーの材料であるかがわからないように工夫されていた。また、CASMAT には
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運営委員会が設けられており、材料情報秘匿のためのルール作りも行われた。」 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）への参加企業 F 社（上市・製品化） 

「情報の流出は懸念しており、この点は気をつけていた。逆に、当社から業界動向を探ろ

うとしていた面もある。この業界にはいくつかのグループがあり、材料開発を目的とする

研究組合の場合は、どの企業が参加しているかによって、参画するか否かの判断が異なっ

てくる。「A 社が参加するなら、当社も参加する」「B 社が参加しているから、当社は参加

しない」などのケースがある。」 

 

次世代半導体材料技術研究組合（CASMAT）への参加企業 G 社（上市・製品化） 

「各材料メーカーが自社の材料を持ち込んで評価するというシステムでは、秘密保持に難

しさがあった。そのため、プロジェクト初期においては、最先端材料は持ち込まないよう

にしていた。しかしながら、プロジェクトが進むにつれて、社外秘を守るための工夫をし

ながら、機密性の高い材料も持ち込むようになった。」 

 

マイクロ分析・生産システムプロジェクト参加企業 B 社（中止・中断） 

 

「研究対象は異なっていても、同じアプリケーションや出口を目指す企業とは、ディスカ

ッションをすることにも気を遣うことが多く、市場情報などの共有ができないことであっ

た。」 

 

 次に、プロジェクト全体での開発を加速させるためには、プロジェクト間で連携が必要

になるが、時間の制約や体制が大きすぎることが原因で連携が実施されなかったケースも

ある。 

 

・ 時間の制約がある場合や体制が大きすぎる場合、効果的な連携とはならない 

 

タンパク質機能解析・活用プロジェクト参加企業 A 社（中止・中断） 

「タンパク質を作る段階では参加企業間の競争により研究が促進された面があるが、機能

解析の段階では横の連携が十分に図られていなかった。本来は、タンパク質を使う側の要
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望が明確となってそれに必要なタンパク質を調整するという流れで研究を進めるべきであ

ったが、そのようにできなかった。産総研で活性を評価する側も時間が無くて忙しそうだ

った。プロジェクト全体の体制が大き過ぎたことも連携が不十分となった要因と考えられ

る。また、どの企業も大変そうだったので、あまり企業間で連携して研究を進めるという

雰囲気ではなかった。プロジェクトの他チームともっと連携すれば、機能解析が進んで新

規の機能をもったタンパク質が発見され、権利化できて、事業化に近づいたのではないか

と考えている。」 
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7.1.4. 産学連携 

第 4 章と第 5 章で示した企業単位の分析において、企業利益にとって産学連携が有効に

機能していることが示された。また、第 6 章で示したプロジェクトへの公共期待の観点か

らも、産学連携は基盤技術の構築や革新的な成果のために有効に機能している。また、企

業間連携のように企業との利害関係が直接的に影響しないため、産学連携は有効に機能し

やすいといえる（Busom and Fernández-Ribas, 2008）。 

しかし、単純に産学連携を構築しているだけでは、有効に機能しない。企業側の高い参

加動機により、積極的に産学連携を活用しようとする企業の姿勢が研究開発を成功に導き、

プロジェクト終了後の上市・製品化を実現している。そのため、プロジェクト開始前から、

産学連携のネットワークから得られる技術のポテンシャルを評価、活用し、自社の技術に

展開しようとする企業の戦略的な姿勢が産学連携の成功要因となっている。一方で、企業

が受け身的にプロジェクトに参加している場合12、産学連携で得られた知を自社技術に活

かせず、プロジェクトが企業活動に対して、有効に貢献していない。 

 

・産学連携を戦略的に活用する姿勢 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 A 社 

「サブプロジェクトリーダーの指導力と情熱が、成功の要因である。方向性のブレなく、

引っ張ってくださった。サブプロジェクトリーダーの指導は、どのようにすれば粒径等を

制御（大きさ、配置等）できるのかといった、メカニズムを推測してやり方を提示いただ

くものであり、基盤研究として大変役に立った。顧客毎に異なるニーズがあるので、その

たびごとに特性を変える必要があるが、サブプロジェクトリーダーの指導により得られた

基盤技術でメカニズムが明らかになり、この特性が自在にコントロールできるようになっ

                                                      
12 以下の二つは、受け身的にプロジェクトに参加し、成果を十分に上げることが出来ずに非実施と

なった事例。 

材料分野で高分子材料の開発に参加した C 社（非実施） 

「集中研には参加したが大学との連携で何か新しい特性が出ればよいという感じで参加した。研究

テーマの割り振りは、集中研の教授が行った」 

材料分野でガラス系のプロジェクトに参加した D 社（非実施） 

「研究のスタイルは各研究員の自主性を重んじるというものであった。基本原理について「集中研」

で研究し、色々とアドバイスを得たことで実現できたと考えている。プロジェクトリーダーが上手

くプロジェクトをまとめ、官学のサポートも得られやすかった。開発した技術は当社内だけの研究

体制では実現できなかった。しかし、何に使えるのかという明確なニーズが見えていない。」 
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た。その他の大学にも、サンプルの解析をしていただいたが、これもサブプロジェクトリ

ーダーの仕切りのおかげである。企業からはなかなか直接言えない。」 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 B 社 

「大学の A 教授の下で集中研に参加した。A 教授は集中研に出向した研究員の恩師で、極

めて円滑な意思疎通ができたことがプラスに作用した。A 教授であれば、厳しい指導のも

とに、成果を上げることができるとの期待があった。また、A 教授は企業出身であり、企

業研究のことも熟知されていたのも大きい。A 教授からの指導の下、メカニズム解明のた

めの追試実験を行った結果、同様の実験結果が得られたので自信を深めた。他大学との連

携も有効に機能した。」 

 

NEDO プロジェクトに参加する大学や国立研究所には、学術研究において優れているだ

けではなく、技術の産業利用についても熟知し、リーダーシップを発揮できる優秀な研究

者が多数参加している。こうした卓越した研究者の下で開発を進めることで、実用化活動

を加速し上市・製品化に繋げている企業がある。 

 

・技術の産業利用にリーダーシップを発揮する研究者の活用 

 

糖鎖エンジニアリングプロジェクト参加企業 A（上市・製品化） 

「当該プロジェクトでは、産総研糖鎖工学研究センターの研究員 A に誘われて参加した。

NEDO プロジェクトに採択され、集中研が立ち上げられ、当社からは産総研のところへ１

名研究員を派遣した。当時は糖鎖とは何かも知らなかった。当社としても、NEDO プロジ

ェクトで取り組むことになったので、これが大化けしたらいいかなというくらいに思って

いた。研究開発もウェット系は産総研で行い、ハード面は産総研からの意見を元に改善し

ていた。つまり、産総研がないとできない研究開発であった。NEDO プロジェクトが無け

れば、上市するようなことは全くなかった。バイオ系の人材もおらず、独自に投資するこ

とはありえなかったので、開発するというアイデアすらなかった。」  
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7.2. 市場動向に対応するマネジメント 

 NEDO プロジェクトで開発した成果が、上市・製品化に至らなかった要因として、プロ

ジェクトで十分な開発成果が得られなかったケースに加え、企業による市場動向に対する

判断の結果、中止・中断・非実施の判断が下されることが多い。一方で、上市・製品化を

実現した事例においては、先行的に市場動向や技術開発動向を見極めてプロジェクトへの

参加を決定している。企業は、プロジェクトにおいて、どのような研究開発体制で実施す

るかに加えて、市場動向に対して、適切に対応する必要がある。本節では、市場動向に対

応して、どのように企業が上市・製品化を実現し、また、中止・中断・非実施という結果

になったかを整理する。 

 

上市・製品化を成功したケースをみると、参加企業がプロジェクトの開始時点から、開

発して得られる研究成果の受け皿としての事業部を想定してテーマ設定を行ない、開発状

況に応じて、事業部が積極的な関与を行ない、上市・製品化を達成したケースがみられた。

市場環境とプロジェクトで開発される成果を予想して、自社の事業部門と連携して、自社

の能力を最大限に発揮することが上市・製品化のために有効となる。 

 

・適切な時期における事業部の関与が市場開拓に有効 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 B 社（上市・製品化） 

「プロジェクト参加に当たっては、完成後の受け皿となる事業部を考慮してテーマ設定を

行った。集中研に出向させる研究員もテーマに即した研究者を選抜して、出向させた。現

有事業に関わるものなので、事業部は早い段階から協議に参加していた。NEDO と共同で

プレスリリースを行ったが、この前後から本格的な事業部門の関与が開始された。成果を

公表したことで関心を持った企業から問い合わせが殺到した。100 社以上からの問い合わ

せがあり、それらをリストアップして、可能性のありそうなところに優先順位を付けて、

研究陣と事業部が手分けして訪問・聞き取り調査を行ない、市場開拓を行った。」 

  

市場動向・技術開発動向を適切に見極めて、目標を設定し、それに向けた開発計画の策

定や開発チームを組織することが効果的となる。逆に、市場動向や技術開発動向を適切に
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把握せずに開発テーマを設定し、開発したものの上市・製品化に至らなかったケースもみ

られた。以下の例で、上市・製品化した企業と、非実施に至った企業の差異は、市場動向

や技術開発動向を適切に見極めて、プロジェクトに参加していたかどうかであり、効果的

にプロジェクトを活用して、上市・製品化に至ったケースと、適切に見極めずにプロジェ

クトに参加して、非実施や中止・中断に至ったケースが観察された。 

 

・ 市場動向・技術開発動向の見極めと適切な開発計画の策定が効果的 

 

材料分野の開発で川下側の開発を担当した企業 A 社（上市・製品化） 

「成功要因としては、目標値の定量化であり、その値も 5 年後の社会環境動向とマッチし

ていた。参画した各グループの役割分担が明確で、かつ各グループの得意分野が活用でき

た。節目では生産部門が参加し、ノウハウをものづくりに活用できるスキルが向上した。

定期的な外部評価委員会による進捗確認や年 1 回の外部発表の義務化も、適度な緊張感維

持に繋がった。」 

 

高分子材料開発プロジェクト参加企業 F 社（非実施） 

「開発の技術到達レベルの評価も他社の報告などとの対比しか出来なかった為、実用レベ

ルでの要求特性を満たすことが出来なかった。先ずユーザー評価にかけられるレベルの性

能を確立することに集中したので、実用化シナリオはその後との位置付けで考えていた。」 

 

一方で、当初想定したよりも競合技術が著しく進歩して、結果として、開発した技術が

陳腐化して、上市・製品化が困難になった事例がみられた。また、当初想定よりも市場が

伸びずに開発した成果の出口となる適切な市場がみつからなかった結果、非実施・中止・

中断となるケースがみられた。変化の激しい市場環境の中で、どのような目標・計画設定

で研究開発を行うか、プロジェクト立案側とプロジェクトに参加する企業にとって、重要

なポイントとなる。 

 

・ 急激に変化する市場に対応した研究開発テーマの設定が重要 

 

材料分野でフレキシブルディスプレイ開発への参加企業 A 社（非実施） 



 132 

 

「フレキシブルディスプレイに対するニーズはある。しかし、プロジェクト開始当初は曲

げられるくらいのイメージであったが、現在のフレキシブルディスプレイのイメージは“ふ

にゃふにゃになる”というイメージになっている。そのあたりのイメージが変わったのも

事業化を難しくしている。」 

 

ガラス系プロジェクトへの参加企業 A 社（非実施） 

「2000 年の IT 景気の時点では、通信デバイスの市場が拡大するものと非常に大きな期待

をもっていた。しかし、IT バブルの崩壊で、市場環境が大きく変わった。2000 年の時点

では DWDM（高密度波長分割多重方式）通信デバイスが必ず必要になると言われていた

が、これが必要になるほどのニーズが出なかった。」 

 

 ライフサイエンス分野の場合、開発対象は生命現象そのものであり、開発が進まないと

研究成果が市場化に直結することはない上、市場化した場合であっても、その市場規模が

どの程度のものか、正確に予測することは難しい。企業は参加時点での市場予測のもとに

プロジェクトに参加しており、市場評価を正確に行ない、プロジェクトに参加しているわ

けではない。そのため、同分野においては、公的資金で支援する意義が認められるが、公

的資金でどこまでを支援をするのかについては適切な評価が求められる。 

 

・ 市場環境が不確実なケースでの目標設定 

  

糖鎖関係プロジェクト参加企業 A 社（非実施） 

「プロジェクト開始時点では、海外において糖転移酵素の販売が増加するという状況があ

った。ところが、プロジェクト途中の 2004 年頃には海外の試薬メーカーも酵素の販売を

行わないようになった。プロジェクト立案当初は糖転移酵素による研究がもっと盛り上が

ると思ったが、そのようにはならなかった。１、２年でマーケットが拡大するとまでは考

えていなかったが、５年後にはある程度拡大すると考えていたが想定よりも伸びなかった。」 
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7.3. 考察 

本章では、経営学（マネジメント）の視点から、NEDO プロジェクトに参加した企業の

担当者からの NEDO の詳細追跡調査時に行ったインタビューデータを利用して、第 4 章

から第 6 章の事例分析について、補完的な考察を行った。 

 個別の研究開発体制を成功に導くマネジメントについて、整理を行う。 

集中研については、協調する部分と競争する部分が切り分けられている、研究開発成果

や知的財産の取り扱いが明確になっている、密接な産学連携や企業間のシナジー効果が見

込めるという三つの要件の重要性を指摘した。第 4 章と第 5 章の結果からも、集中研を有

効に機能させるための方策の検討が求められる。また、集中研を構築する場合においては、

自社にない設備が使用できる、集中研を含めたネットワークが企業の開発にとって有効で

あるといったメリットがある。さらに、集中研を中心としたネットワークには、知的資源

だけでなく、人的資源も含めて、研究基盤が蓄積されており、こうした産学官ネットワー

クが国家にとっての貴重な財産となり、企業にとっても外部からの資源獲得の機会となる。

そのため、国の研究基盤としての集中研における開発については、第 6 章のプロジェクト

単位での分析においても、評価を高める要因になっていることが示されている。さらに、

集中研については、開発した経験がない企業や他機関と比較して技術的な優位性が低い企

業にとっては、企業の研究開発能力を向上させ、人材育成を促進するといった事例がみら

れ、国のイノベーションシステムの中で積極的な活用が求められる。 

 垂直連携については、一般にサプライチェーンにおける連携や川下側との連携や川上側

との連携は有効であると考えられてきた（Lundvall, 2010）。しかし、個別のインタビュー

事例からは、必ずしも有効に機能するケースばかりではないことが明らかになった。垂直

連携の役割分担が明確であり、連携する企業が同じ方向を目指して開発を行っている場合

には垂直連携は有効に機能する。一方で、垂直連携が有効に機能しないケースとして、垂

直連携の相手が最適ではない、川上側の開発の遅れが、川下側企業に影響を及ぼす、川下

側の事業決定が川上側のプロジェクト成果としての上市・製品化に直接的に影響を及ぼし

ているケースもみられた。また、開発ステージが初期のため、ユーザーの関与が不要であ

る、プロジェクトの中で垂直連携を行なうことが有効でない、情報漏洩のリスクがあると

いった事例もみられた。第 4 章の結果からは、垂直連携の川下との連携については、上市・

製品化に有意に作用していたが、川下側企業にとっては当該技術の認知度が低い技術であ
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り、材料のポテンシャルを探るためにプロジェクトに参加している可能性があることを示

した。また、川上側企業にとっては、連携への期待が必ずしも高くなく、連携の効果が上

がらなかった可能性を指摘した。垂直連携を有効に機能させるためには、連携企業間の技

術の位置付けやプロジェクトへの参加動機をマッチさせる必要がある。そのため、公的支

援プロジェクトの中で連携する必要があるのか、有効に機能させる方策など、公的支援プ

ロジェクトにおける垂直連携の在り方については、更なる考察が求められる。 

 水平連携については、集中研でみられる特徴が該当する。特に、水平連携の場合、競合

企業との連携になるため、情報漏洩のリスクとは隣り合わせとなる。そのため、水平連携

を行なう場合、シナジー効果が得られるような研究開発が行える環境を整備しないと、十

分な成果が上がらない。企業は、外部連携を行なう場合、外部知識の流入を最大化させ、

外部への知識の流出を最小化させるように企業が情報管理を行うため、競合との連携につ

いては、有効に機能しないとされており（Cassiman and Veugelers, 2002）、技術優位性

の高い企業がこうしたネットワークに参加しない原因となっている可能性がある。知的財

産、研究開発成果、情報管理の在り方も含めて、研究事例の蓄積が求められる。 

産学連携については、企業側が高い参加動機により、積極的に産学連携を活用しようと

するプロジェクトに対する姿勢が上市・製品化に導いている。逆に、受け身的にプロジェ

クトに参加した場合は自社技術に活かせず、結果的に企業の実用化・事業化に対して有効

に機能していない。そのため、産学連携による上市・製品化の実現のためには、産業側が

主導的にアカデミアからの知見を吸収する姿勢が重要となる。 

市場動向に対応するマネジメントについては、上市・製品化を達成するためには、市場

動向や技術開発動向を把握して、適切な対応が求められる。市場動向に対応して、事業部

の関与による市場開拓を行っている事例や市場動向・技術開発動向の見極めと適切な開発

計画により、上市・製品化を達成した事例が抽出された。一方で、市場の変化に追随でき

ずに上市・製品化が困難になった事例が抽出された。プロジェクト立案時から市場動向・

技術開発動向の見極めを適切に行わないと、結果として上市・製品化は達成されない。こ

れらの要件については、プロジェクトを立案する側と企業側の両方に求められ、特に、市

場環境が急速に変化するような分野においては、プロジェクトの立案時における精査が必

要となる。 

 最後に、ライフサイエンス分野のように科学的な知見の産業へ応用が見通せないリスク

の高い開発については、公的支援をする意義が高い領域といえる。一方で、こうしたサイ
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エンスの領域においては、産業技術としての見込みがない場合、過度な公的資金の投入に

より、結果として、投資対効果が十分に得られなくなる可能性があり、産業技術としてど

こまで支援をしていくか、適切な評価と見極めが求められる。 
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第8章 分析結果と考察 

8.1. 本研究の概要 

第 1 章では、研究開発に関する公的支援についての政策研究の必要性について、その背

景を示し、本研究の目的を明らかにした。多様な形態で実施されるコンソーシアム型研究

開発プロジェクトに対して、それらが実際にどのように機能し、異なる政策目的の実現に

貢献しているかを明らかにする政策研究の試みの必要性を述べた。 

具体的には、産業技術政策の下で経済産業省・NEDO で行う公的支援プロジェクトにつ

いては、日本のイノベーションシステムにおいて、基礎・基盤的な研究開発－国家レベル

での科学技術の高度化－、また、実用化・事業化－企業レベルでの経済効果の追求－とい

う異なる政策目的のために研究開発に対する公的支援が実施されている。本研究は、コン

ソーシアム型プロジェクトにみられる多様な研究開発体制が参加企業の経済的利益とプロ

ジェクトに対する社会的評価に及ぼす影響を俯瞰的に観察することによって、政策目的と

しての公共期待の実現と企業利益の追求が一国のイノベーションシステムにおいて、どの

ように調和的に実現されているか、明らかにすることを目的とした。さらに、政策担当者

とプロジェクトの運営者が公共期待の実現と企業利益の追求という異なる政策課題に直面

した時、それぞれの場合に選定するプロジェクトの研究開発体制が政策目的からみて妥当

なものであるか否か、実証分析に基づいて考察する必要があることを示した。本研究では、

企業単位でのプロジェクトの効果とプロジェクト単位での社会的評価の分析を行ない、日

本のイノベーションシステムにおける公共期待と企業利益の調和のために、政策担当者と

運営者としての NEDO が実施する公的支援はいかにあるべきか、政策研究を行う必要性

を整理した。 

 

 第 2 章では、日本の産業技術政策の変遷と研究開発に対する公的支援についての整理を

行った。日本の産業技術政策の変遷と公的支援、海外における研究開発に対する公的支援

との比較、NEDO の歴史と産業技術政策上の役割、NEDO における研究評価についての

状況を整理して、本研究の意義を明確化した。 

 

 第 3 章では、研究開発における公的支援に対する政策研究、コンソーシアム型研究開発
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プロジェクトの評価、公的支援が企業の吸収能力に与える影響、公的支援における研究開

発評価についての先行研究をレビューして、本研究の位置付けを明確化した。 

既存研究で十分に議論されていないのが、公的支援プロジェクトが持つ、公共期待とい

う側面であり、一国のイノベーションシステムにおいて公共期待と企業利益をどのように

調和させ、個別のプロジェクトを設計・運営する協調させるのかといった観点からでの考

察が重要となることを示した。 

また、公的支援による研究開発プロジェクトについては、近年、日本版バイ・ドールの

制定、産学連携の促進など、2000 年前後から多くの制度改革が実施されており、効果的・

効率的な推進をどのように実施するか、政策担当者、運用者、また、プロジェクト参加企

業の視点から効果的なプロジェクト運営の在り方に関する多様な指針の提示が求められて

いることを示した。 

 

 第 4 章～第 7 章については、コンソーシアム型プロジェクトにみられる多様な研究開発

体制が個別の参加企業の経済利益とプロジェクトに対する社会的評価に及ぼす影響を俯瞰

的に明らかにするために、相互に関連した事例分析を行った。図表 8-1 に研究開発体制の

影響に関する本研究の結果のまとめを整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

 

 
第 4 章 第 5 章 第 6 章 第 7 章 

分析単位 企業 企業 プロジェクト 企業 

分析の視点 

・企業利益 

上市・製品化/非実施（短

期的視点） 

・企業利益 

吸収能力/人材育成 

（中長期的視点） 

・社会的評価 

 事後評価結果 

（社会学的視点） 

・第 4 章～第 6 章の考察 

企業ヒアリング 

（経営学的視点） 

集中研 

・集中研における水平連携

が上市・製品化にネガティ

ブに作用。 

・企業負担割合との相互作

用効果が非実施に有意に

作用。 

・企業が当該技術へ追加投

資するかどうかのスクリ

ーニングの場として機能。 

・他機関からの技術獲得に

関して、高い動機付けを持

つ企業の場合、潜在吸収能

力の向上にネガティブに

作用。 

・評点結果（事業の位置付

け・必要性、研究開発マネ

ジメント、研究開発成果）

にポジティブな影響。 

・基盤技術の構築に貢献。 

・論文生産性が高い。 

・機能させる要件、メリッ

ト、効果を抽出。 

水平連携 
・上市・製品化にネガティ

ブに作用。 

・潜在吸収能力の向上に 

ポジティブに作用せず。 

・基盤技術の構築に貢献。 

・実用化・事業化シナリオ

にポジティブに作用。 

・情報漏洩リスク。 

・連携効果が得られる研究

環境の整備が必要。 

垂直連携 

・川下との垂直連携が上

市・製品化にポジティブ。 

・川上との垂直連携は非実

施に有意（材料）。 

・影響なし。 

・NEDO プロジェクトで

求められる、革新的成果、

基盤技術の構築に貢献し

ない。 

・役割分担が明確な場合は

有効に機能。 

・垂直連携が有効に機能し

ないケースを抽出。 

産学連携 

・プロジェクト終了後に研

究開発が継続される傾向。 

・企業負担がない場合、上

市・製品化にポジティブ。 

・企業負担がある場合に

は、構築されにくい。 

・潜在吸収能力の向上に有

効に機能。 

・基盤技術の構築に貢献。 

・革新的成果に貢献。 

・論文生産性が高い。 

・企業がアカデミアの知見

を吸収する姿勢が重要。 

図表 8-1 本研究の研究開発体制に関する分析結果のまとめ 

第 4 章では、コンソーシアム型の国家プロジェクトが有効に機能しているか、短期的な

成果としての上市・製品化という費用対効果の観点から経済学的な分析を行った。公的支

援を受けたコンソーシアム型プロジェクトにおける研究開発体制（集中研、垂直連携（川

下との連携、川上との連携）、水平連携、産学連携）が短期的な視点として、プロジェクト

の成果（成果の上市・製品化・非実施、また、研究開発の中止・中断）にどのような影響

を与えているか、定量分析を行ない、コンソーシアム型の国家プロジェクトを有効に機能

させるための方策の検討を行った。さらに、企業負担の有無や集中研がプロジェクトの成

果に及ぼす影響についての分析も付加した。 

具体な分析結果としては、川下との垂直連携が上市・製品化に有意に作用していること

を明らかにした。しかし、川上と川下との垂直連携が有効に機能しているという点につい

ては十分に明らかにならず、垂直連携の有効性を高めるためには、連携企業間で連携する

技術の位置付けや参加動機をマッチさせる必要があることを示した。水平連携については、
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上市・製品化に対して、ネガティブに作用していること、集中研については、非実施と正

の相関関係が認められたが、集中研にみられる水平連携がプロジェクト終了後の企業活動

にネガティブな影響を与えていることを示した。集中研については、企業は公的支援によ

る開発の後、上市・製品化に向けた開発や製造プロセスの開発など、自社における追加の

投資が必要となるため、自社における追加投資を行うかどうかについてのスクリーニング

の場として活用されている可能性を示した。 

産学連携は、上市・製品化と負の相関が認められたが、プロジェクト終了後に研究開発

が継続されるポジティブな傾向がみられることを明らかにした。また、企業負担がない場

合においては、産学連携が上市・製品化に対して、有意に作用していることを示した。 

また、研究開発体制の効果については、企業負担がない場合に作用しており、企業負担

がある場合については、研究開発体制はプロジェクト成果に影響を及ぼしていないことを

示した。 

 

 第 5 章では、コンソーシアム型の国家プロジェクトが参加企業の中長期的な視点で及ぼ

す効果について経済学的な分析を行った。具体的には、NEDO の追跡調査結果を活用して、

参加企業の吸収能力や人材育成に対して、国家プロジェクトが及ぼす要因について定量的

な分析を行った。企業の吸収能力を知識獲得と知識吸収の能力を表す潜在吸収能力と知識

転換と知識利用の能力を表す実現吸収能力に区分して、公的支援の影響を分析した。 

具体な分析結果としては、潜在吸収能力の向上について、他機関からの技術獲得に関す

る企業の参加動機が重要であること、企業間連携よりも、産学連携が有効であること、集

中研については、高い動機付けを持つ企業の場合には、ネガティブに作用していること、

企業負担を抑えた形での支援が有効であることを示した。 

また、実現吸収能力については、企業の技術的な位置付けが大きく作用し、他機関との

技術比較に優れる技術や社内で重要な技術について、知識転換や知識利用といった実現吸

収能力の向上についての活動を活発化させていることを示した。そのため、実現吸収能力

の向上については、企業の社内位置付けを考慮した支援が有効となる。 

人材育成については、材料分野では、潜在吸収能力の向上のための活動が重要であり、

ライフサイエンス分野では、プロジェクトにおける潜在吸収能力の向上のための活動と実

現吸収能力の向上のための活動が重要であることを明らかにした。 
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第 6 章では、NEDO が実施したプロジェクトに対する事後評価結果について、分析を行

ない、産業／学界／社会一般の NEDO プロジェクトに対する社会的評価がどのような特

徴を持ち、日本のイノベーションシステムにおいて同プロジェクトに対してどのような役

割が期待されているのか、分析を行った。 

具体的な分析結果としては、NEDO プロジェクトに関しては、革新的成果、基盤技術の

構築、実用化・事業化のシナリオが重要視されていること、さらに、ライフサイエンス分

野については、他省庁との連携の必要性が求められていることを明らかにした。 

次に、プロジェクトの研究開発体制が評価結果に及ぼす影響についての分析を行ない、

集中研は論文生産性が高く、基盤技術の構築の観点で評価されること、集中研があること

で、事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント、研究開発成果について、評価を高

めることを明らかにした。水平連携は同じく基盤技術の構築や実用化・事業化へのシナリ

オの観点で評価されている。産学連携は基盤技術の構築や革新的成果に対して、ポジティ

ブに作用しており、論文生産性を高める点でも有効に作用していることを明らかにした。

一方で、垂直連携は、開発体制内での連携やユーザーとの連携にポジティブに作用する反

面、NEDO プロジェクトで求められる革新的成果、基盤技術の構築に対して有効に作用し

ていないことを示した。 

プロジェクトの事後評価コメントとコンソーシアム型プロジェクトを構成する研究開

発ユニットについての分析からは、研究開発ユニット数を少なくし、研究開発ユニットあ

たりの予算を増やすことで、基盤技術の構築にポジティブな影響を及ぼすことを明らかに

した。また、論文生産性の高いプロジェクトは、高く評価される傾向がみられ、公共期待

として、基盤技術の構築が期待されていること、特許生産性が高いプロジェクトの場合、

企業負担がある場合の方が評価される傾向がみられたが、従来、公的支援が果たしてきた

中長期的な基盤技術の開発の役割や外部連携の促進、あるいはプロジェクトの革新的な成

果を生み出す役割が低下する可能性を示した。 

 

第 7 章では、経営学（マネジメント）の視点から、追跡調査で得られたインタビューデ

ータを利用して、第 4 章～第 6 章で得られた結果について補完的考察を行った。 

具体的には、集中研において成果を上げるための要件として、参加組織間で協調する部

分と競争する部分が切り分けられていること、研究開発成果や知的財産の取り扱いが明確

になっていること、密接な産学連携や企業間のシナジー効果が見込めることという 3 点を
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指摘した。さらに、集中研の役割については、自社にない設備を使用できること、研究者

間のネットワーク形成や基盤技術の蓄積と拡大、企業の研究開発能力の向上・人材育成と

いった観点からイノベーションシステムに貢献していることを示した。 

垂直連携については、連携が有効に機能する場合と機能しない場合について整理を行っ

た。具体的には、垂直連携の役割分担が明確であり、同じ方向を目指して開発を行ってい

る場合には垂直連携は有効に機能するが、垂直連携の相手が最適ではない、連携相手の開

発の遅れが研究成果に影響を及ぼす、川下側の事業決定が川上側の上市・製品化に影響を

及ぼす、プロジェクトの中で垂直連携を行なうことが有効でない、情報漏洩のリスクがあ

るといった場合には垂直連携が機能しないことを示した。 

水平連携については、情報漏洩のリスクが不可避的なため、シナジー効果が得られるよ

うな研究開発を実現するための環境整備が必要であることを示した。産学連携については、

企業による上市・製品化の実現のためには、主導的にアカデミアからの知見を吸収する姿

勢が重要であること示した。 

一方、企業の上市・製品化と非実施・中止・中断については、市場動向や技術開発動向

が密接に関連しており、NEDO プロジェクトの立案・推進においては、市場動向や技術開

発動向を適切に見極めることが重要であることを示した。 

 

再説すれば、日本のイノベーションシステムにおいて、研究開発に対する公的支援は、

基礎・基盤的な研究開発－国家レベルでの科学技術の高度化－、また、実用化・事業化－

企業レベルでの経済効果の実現－という異なる政策課題を目的としている。課題の実現の

ために、政策担当者と運用を担当する NEDO は、コンソーシアム型プロジェクトを構成

する組織形態を政策目的に対応して選定することによって、日本のイノベーションシステ

ムにおいて、政策目的としての公共期待の実現と企業利益の追求を調和的に実現している

ことを確認した。確かに、国家レベルでの科学技術の高度化－公共期待の実現に向けて、

企業間の水平連携、集中研、また、産学連携という組織形態を活用し、企業利益の追求の

ために垂直連携を活用するという選択には一般的な妥当性が認められる。加えて、本研究

では、分析対象に対する一連のデータを定量的に分析することによって、政策目的に対す

る研究開発体制の選択による効果をより詳細に観察した。 

研究開発体制を構成する様々な組織形態が、政策課題としての公共期待の実現と企業利

益の追求に果たす役割と、関係するプロジェクトの設計・運営における課題と望まれる対
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応策を整理する。 

集中研については、ナノテクノロジーやライフサイエンス分野を中心に多くのプロジェ

クトで採用されてきており、本研究からは、基礎・基盤的な研究開発－国家レベルでの科

学技術の高度化という公共期待の観点で有効に機能していることが示された。特に、集中

研は、自社にない設備の使用、研究者間のネットワーク形成、基盤技術の蓄積と拡大とい

った観点で国のイノベーションシステムへの貢献が認められる。一方で、企業利益の観点

からは、短期的な上市・製品化、あるいは、潜在吸収能力の向上といった観点で必ずしも

ポジティブな効果は観察されなかった。そのため、参加組織間で協調する部分と競争する

部分の切り分け、研究開発成果や知的財産の取り扱い、密接な産学連携や企業間のシナジ

ー効果といった観点で集中研の有効性を高める方策が必要となる。 

垂直連携については、2000 年以降、多くのプロジェクトで垂直連携による研究開発体制

が導入されてきた。公共期待の観点からは、NEDO プロジェクトで求められる革新的成果、

基盤技術の構築に対して有効に作用していない。一方で、企業利益の観点からは、川下と

の垂直連携が上市・製品化に有意に作用していることが示された。研究開発成果の実用化・

事業化による経済活性化という観点では、同組織形態については、一定の貢献が認められ

る。しかし、垂直連携の相手が最適ではない、連携相手の開発の遅れが研究成果に影響を

及ぼす、川下側の事業決定が川上側の上市・製品化に影響を及ぼす、プロジェクトの中で

垂直連携を行なうことが有効でない、情報漏洩のリスクがあるといった場合には垂直連携

が機能しないケースがみられる。そのため、公的支援プロジェクトの中で連携する必要が

あるのか、垂直連携を有効に機能させる方策など、公的支援プロジェクトにおける垂直連

携の在り方については、更なる考察が求められる。 

水平連携については、産業技術政策において、多くのプロジェクトで採用されてきてお

り、集中研で構成されることが多く、公共期待の観点からは、基盤技術の構築の点で評価

される。一方で、企業利益の観点からは、上市・製品化にネガティブに作用し、潜在吸収

能力の向上についてもポジティブな効果は観察されなかった。水平連携については、情報

漏洩リスクのため、協調と競争をどのように実現するかが大きな課題となる。そのため、

研究開発成果や評価手法の標準化といった企業間のシナジー効果が得られる研究開発テー

マの設定、あるいは、研究開発成果や知的財産の取り扱いの明確化といった観点で、企業

が効果的に研究開発を推進するための研究環境の整備が必要となる。 

産学連携については、2000 年前後から多くの制度改革が実施されており、積極的に導入
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が進められてきた。公共期待の観点からは、産学連携は論文生産性を高め、基盤技術の構

築や革新的な成果に対して、ポジティブな効果がみられる。また、企業利益の観点からは、

プロジェクト終了後に研究開発が継続されるポジティブな傾向がみられ、企業負担がない

場合においては、上市・製品化に対して、有意に作用しており、中長期的な視点から、企

業の潜在吸収能力の向上に有効に機能していることを示した。産学連携については、企業

間連携よりも有効に機能しやすく、イノベーションシステムの中で積極的な活用が求めら

れる。 

以上の分析結果を受けて、異なる政策目標のためにプロジェクトにおいてどのように研

究開発体制を設計・運用することが望ましいのか、次節においては、政策担当者、運用者

である NEDO、また、プロジェクト参加企業に対する政策・戦略含意を明らかにする。 
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8.2. 公的支援によるプロジェクトの設計・運営に関する考察 

8.2.1. 政策担当者に対する政策含意 

産業技術政策における公的支援は、国家レベルでの科学技術の高度化、また、企業レベ

ルでの経済効果の実現という異なる政策課題を目的としており、プロジェクトに求められ

る公共期待と企業利益の実現という二つの目的をどのように達成するかについての潜在的

なジレンマを抱えている。 

政策立案者が、実用化の視点を重視し、上市・製品化といった費用対効果を過度に追求

する場合、論文出版よりも特許が優先され、企業が独自に実施できる研究開発へ支援する

状況が生まれ、公的支援が企業の研究開発投資を代替する方向に作用する可能性、また、

そのため革新的な成果や基盤技術の構築に関する研究が不足する状況が生まれる可能性が

ある。その場合、中長期的視点からは企業のネットワーク形成、人材育成に対して従来、

公的支援が果たしてきた効果が低下する危険性が生まれる。 

一方で、政策立案者側が基礎・基盤的な研究開発による国家レベルでの科学技術の高度

化を重視する場合には、集中研や水平連携による中長期的な基盤技術開発が高く評価され、

企業の研究開発投資を補完する方向に作用する。しかし、過度に長期的な視点からプロジ

ェクトを設計すると、企業の研究開発投資を補完する方向への効果は確保できる反面、公

的資金が企業の技術開発戦略のスコープを逸脱し、上市・製品化に向けた活動を低下させ、

産業政策上の効果が薄れてしまう可能性が高まる。 

そのため、産業技術政策における公的支援については、イノベーションシステムにおい

て公共期待と企業利益を調和させる高度なプロジェクト設計と運営が求められる。今後の

公的支援の研究開発の在り方としては、国家レベルでの科学技術の高度化を目指した中長

期的な基盤技術のためのプロジェクトと短期的に経済活性化や GDP の増大を狙うような

プロジェクトを効果的に使い分けることが必要となる。 

中長期的な基礎・基盤技術の開発の場合、産業技術政策として、大学や国立研究所によ

る最先端の知の創出と共通基盤技術の構築を目的としたテーマ設定を行ない、最先端の知

を創出する科学技術の推進とそれを基盤技術として、産業化へ繋げるための公的支援が必

要となる。その場合、研究者間のネットワークの拡充、企業の研究開発能力の向上、人材
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育成といった観点で、企業の中長期的な戦略に貢献するプロジェクトの実施が求められる。

その際、過度に長期的なプロジェクトの設計は、企業の国家プロジェクトへのコミットメ

ントの低下を招くため、コンソーシアム型プロジェクトの設計段階における研究開発テー

マの設定が重要となる。 

一方、短期的に経済活性化や GDP の増大を狙う場合、企業が戦略的に産学連携・垂直

連携などの外部ネットワークを活用して、革新的な成果を創出し、それを実用化・事業化

に繋げることができるような支援が有効となる。その場合、企業戦略を反映しやすいプロ

ジェクトが効果的であり、提案公募型事業のような形での支援が有効となる。一方で、過

度な上市・製品化の追求は、公的支援が企業の研究開発投資を代替する方向に作用し、革

新的な成果や基盤技術の構築に関する研究が不足する状況が生まれる可能性がある。その

ため、革新的な研究開発の実施や外部連携を促進させるような支援が有効となる。 

研究開発における公的支援の有効性を高め、現在の政策課題であるオープンイノベーシ

ョンを振興させるためには、参加企業が公的支援を受けることによって適切に外部連携を

実施し、プロジェクトに求められる公共期待と企業利益の双方を政策目的に応じて効果的

に実現させることが重要となる。 
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8.2.2. NEDO に対する政策含意 

産業技術政策を担う公的支援の運営機関として、NEDO には、企業戦略、連携意図、市

場・開発リスクに応じた企業負担の設定、知的財産の取り扱い、中長期的な基盤技術の設

計といった観点から、コンソーシアム型プロジェクトに対して高度なマネジメントが求め

られる。 

第一の課題は、個別の研究開発体制の特徴を活かしたプロジェクト立案である。本研究

が示して来たように、大学や国立研究所による最先端の知の創出とそれらを集中研・水平

連携の形で一国の産業技術基盤として構築し、国家レベルでの科学技術の高度化－公共期

待を満たすプロジェクトを実現すると同時に、産学連携による企業の吸収能力の向上や川

下との垂直連携を活用した上市・製品化といった企業利益を確保することが重要である。 

革新的成果や基盤技術の構築の観点からは、産学連携、集中研、水平連携を活用して、

企業間の協調と競争をどのように実現するかが重要な課題となる。研究開発における協調

のためには、情報漏洩のリスクを低下させ、企業間の協調によるシナジー効果をどうよう

に生み出すことが出来るのかが重要な鍵となる。対応策としては、研究開発成果や知的財

産の取り扱いに対する事前協議、参加企業の組み合わせに対する調整、研究開発の内容や

研究開発の実施手法の調整を慎重に検討する必要がある。また、集中研は、自社における

追加投資を行うかどうかに関してスクリーニングの場として活用される傾向があるため、

企業の中長期的な戦略の中で重要となる技術開発を実施し、開発した成果を選択的に自社

展開する必要がある。 

また、研究開発体制の中で重視すべきは、産学連携であり、企業利益の観点からは、企

業の潜在吸収能力の向上、人材育成、上市・製品化への貢献といったポジティブな効果が

認められると同時に、公共期待の観点からも、革新的な成果の創出、基盤技術の構築とい

う点で有効であり、論文を多く出版することによって、公的支援の意義を高めることに貢

献している。垂直連携については、企業が早期に川下側からフィードバックを受ける開発

体制をとることが有効であるが、連携企業間の技術の位置付けやプロジェクトへの参加動

機を上手くマッチさせないと、垂直連携は有効に機能しない点に留意すべきである。 

第二の課題は、個別プロジェクトにおける市場・開発リスクに応じた企業負担割合の設

定である。プロジェクトにおいて発生する市場・開発リスクが高い場合には、企業負担割

合を小さくして、企業が外部連携による潜在吸収能力を向上させる支援が有効となる。特
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に、産学連携や集中研については、企業負担割合を高く設定すると企業のプロジェクトへ

の参加は見送られることになり、現在の政策課題であるオープンイノベーションの振興を

阻害する可能性がある。そのため、産学連携や集中研の運営については、企業の中長期的

な視点からの研究開発能力の向上や国としての基盤技術の構築の観点から、積極的な支援

が必要である。 

一方で、市場・開発リスクが低い場合には、企業負担割合を高めて、企業が自ら実現吸

収能力を向上することを奨励する支援が有効となる。特に、プロジェクトの成果を上市・

製品化に繋げるためには、適切に企業負担を求めつつ、企業が意図する戦略を反映する支

援が効果的である。また、プロジェクトの運営が過度に実用化・事業化といった費用対効

果を追求することにより、企業が独自に実施できる研究開発に対する公的支援が行われ、

国としての研究開発の効率性が低下する可能性が生まれる。そのため、市場・開発リスク

に応じて、適切に企業負担割合を設定すること、あるいは、企業独自で実施できる研究開

発については、投資をしないようにすることが、公的支援のマネジメントの中で重要とな

る。 

第三の課題は、プロジェクトの運営において、中長期的な基盤技術の確立を目指した大

型プロジェクトと企業戦略を反映しやすい提案公募型事業のような小型テーマについてマ

ネジメント手法を峻別すべきことである。 

大型のコンソーシアム型のプロジェクトの場合、企業にとっては、研究開発資金の獲得

だけでなく、外部連携により、企業にとっての補完的な研究開発資源へのアクセスという

利点が生じる。一方で、情報漏洩リスクや他機関との調整コストといった不利益が発生す

る。そのため、コンソーシアム型プロジェクトに参加する企業間でシナジー効果を発生さ

せるための研究開発体制の設計・運営が重要になる。特に、革新的な成果をどのように創

出するのか、それを基盤技術の形でどのように広く産業に展開していくのか、参加企業が

公的支援の利点を最大化させ、不利益を最小化させ、協調と競争の両立を実現させるため

のプロジェクト運営が求められる。 

提案公募型事業のような小型テーマの場合、実用化・事業化を過度に求め過ぎると、外

部連携が阻害されるだけでなく、革新的な成果が創出される機会を失い、公的支援がなく

ても、実施できる研究開発への支援が増える可能性が出てくる。そのため、外部連携を促

進して革新的な成果を創出するフェーズと、実用化・事業化を狙うフェーズに分けて、企

業負担割合を設定するなどの方策の確立が求められる。 
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最後に、プロジェクトの事後評価においては、国としての基盤技術の構築が高く評価さ

れており、論文生産性の高いプロジェクトの実施が期待されているが、企業は公的支援に

よるプロジェクトにおいては、科学技術の共通基盤を構築するためにプロジェクトに参加

しておらず、最終的には上市・製品化による利益の獲得を目指している。そのため、企業

の経営判断の中で活動成果が中止・中断となってしまった場合には、プロジェクトで開発

した成果が社会還元される機会を失うことになる。その場合、公的支援プロジェクトによ

って大学や国立研究所といった研究者間コミュニティーのネットワークに埋め込まれた研

究開発成果・ノウハウ・装置・知的財産権・人的資源といった研究基盤は、死蔵される可

能性が高くなる。こうしたネットワークに埋め込まれたプロジェクトの研究成果を適切に

評価して、社会に還元していくための仕組みの構築が求められる。  
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8.2.3. プロジェクト参加企業への経営含意 

 プロジェクト参加企業については、何よりも、研究開発に対する公的支援を活用して産

学連携を中心とした外部連携を積極的に行ない、外部の知見を吸収して自社の製品開発に

展開していく姿勢が求められる。 

公的支援を受けて実施する産学連携を中心とした外部連携は、企業活動の中で実施して

いる外部連携とは異なり、リスクの高い研究開発や革新的な成果のための開発が可能とな

る。そのため、公的支援の研究開発プロジェクトの中で戦略的に外部機関と連携を行ない、

成果の産業化や企業の研究開発能力の向上を実現していくことが重要となる。一方で、外

部連携を有効に機能させるためには、市場動向や技術開発動向を適切に見極め、外部連携

による研究開発によって得られる成果を予測し、企業内部の事業部門との連携を行ない、

企業における当該研究開発の位置付けを明確化させることが求められる。特に、市場や研

究開発環境がグローバル化する中で、公的支援によって構築される研究開発ネットワーク

やそこで生まれる新しい知見を感知・吸収し、自社の研究開発や製品開発に転換・利用し

ていく研究能力の拡充が重要となる。特に、潜在吸収能力の向上や産業人材の育成といっ

た観点からは、産学連携は有効であり、中長期的な視点から同連携形態の積極的な活用が

求められる。 

垂直連携については、技術的に強みを持つ企業同士が同じ目標に向かい連携を行なう場

合には川上側と川下側にとって優れた成果が期待できる。しかし、川下側企業の市場環境

や川上側企業の研究の遅延により、垂直連携が有効に機能しないケースも存在する。また、

川下側企業が戦略的に市場を狙っている場合や公的資金がなくても垂直連携が構築される

テーマの場合、市場メカニズムのみでも推進される可能性が高く、公的支援を受けた場合

には、結果として開発が遅れてしまう可能性がある。そのため、公的支援を受ける研究開

発については、リスクが高いテーマや、公的資金がないと連携が進まないテーマに絞るこ

とが有効となる。 

集中研・水平連携への参加については、協調部分と競争部分の切り分け、標準化の推進、

産学連携や企業間のシナジーによる外部知見の獲得、自社で追加投資するかどうかを判断

するためのスクリーニングといった観点から、自社の外部連携意図や企業利益を満たすた

めのマネジメントが必要となる。特に、プロジェクトの成否は、市場動向や技術開発動向、

研究開発体制・予算に大きく左右されるため、政策立案者側や NEDO と密接な連携を行
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ない、研究開発成果や知的財産の取り扱いの明確化や情報漏洩対策といった観点から、効

果的な研究開発を推進するための環境整備が重要となる。 
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8.3. 今後の課題 

最後に、本研究に残された分析にかかわる諸課題を明らかにし、併せて研究の今後の展

望について述べる。 

第一に、本研究では NEDO 追跡調査を利用したが、サンプル数に限りがあった。特に、

材料分野とライフサイエンス分野以外のプロジェクトにおいて同様の分析結果が得られる

か等、NEDO プロジェクトについても追加的な検討が求められる。また、ライフサイエン

ス分野の中でも創薬を中心とした基礎・基盤的な開発は、実用化まで長期間を要するため、

今回の上市・製品化の事例の中で、創薬に至っている事例はみられなかった。特に、企業

負担なしの場合、上市・製品化まで長期間を要する場合が多く、5 年間に亘る追跡調査に

おいては上市・製品化という形ではプロジェクトの成果が上がらない可能性があり、長期

的な視点からの評価が必要となる。 

第二に、研究開発体制における外部連携について、連携の具体的内容や関係の程度が、

学習効果や企業の研究開発活動の成果に影響を及ぼす可能性もある。また、NEDO は、コ

ンソーシアムを有効に機能させるための知的財産のマネジメントガイドライン（NEDO, 

2012）を作成しているが、知的財産管理の適否やマネジメント上の工夫により、プロジェ

クトの成果に差異が出る可能性もあり、知財管理についての諸要因を制御した形での分析

が必要となる。 

第三に、吸収能力に関する分析では、公的支援のプロジェクトが企業の吸収能力にどの

程度貢献しているのかという観点からの分析は十分とはいえない。例えば、連携内容によ

って、企業の吸収能力への影響が異なる可能性があり、プロジェクトがどのように企業の

吸収能力に貢献しているのか、また、プロジェクトにおける人材育成効果が企業の活動の

中で実際にどのように活用されているのかといった観点からの追加的な分析が求められる。 

第四に、事後評価の分析においては、個別の評価概念をダミー変数化して分析を行って

いるが、個別の評価概念が全体の評価結果に強く影響を及ぼしている可能性や、逆にほと

んど影響を及ぼしていない可能性もある。個別の評価概念の強度を制御した分析により、

さらに詳細な検討が可能となる。また、大学所属、財団法人・独立行政人、民間事業者、

一般有識者といった委員の属性により、コメントや評点に違いがみられる可能性がある。

そのため、委員属性を踏まえた分析を行うことで、事後評価システムの更なる改善に繋が

る可能性がある。 
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第五に、企業インタビューの結果から得られた、個別の研究開発体制や上市・製品化要

因や非実施・中止・中断要因に関する定性的な分析に関しては、その結果を受けてそれを

理論的に展開し、定量的な視点から分析を進めることが求められる。 

第六に、公的支援による研究開発においては、開発成果の上市・製品化については、市

場環境に大きな影響を受ける。そのため、市場環境に応じて、革新的なテーマや基盤技術

を構築するための研究開発テーマをどのように設定し、どのような研究開発体制で実施す

ればよいかを明らかにするために、マネジメント事例の更なる分析が求められる。 

本研究は日本のあるべき公的支援のあり方を探索する事例研究の試みの一つであり、重

要な政策課題について本研究が提示した一連の観点からの研究が継続されることが強く期

待される。 
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  馬場研究室のゼミでは多くの示唆に富むコメントを頂きました。ゼミにご参加いただき、

様々なご意見を頂戴しました皆様、ありがとうございました。併せて、事務手続きの面では、

秘書の中臣由衣子氏に大変お世話になりました。 

  博士課程期間中、絶えず激励の言葉を掛けていただき、また、温かく見守っていただいた

両親に心より感謝したい。 

最後に、博士課程の入学の頃から、博士論文執筆までの 6 年間、明るく元気にサポートし

てくれた妻の奈津子に心より感謝したい。 
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APPENDIX 

 

グラウンデッド・セオリー・アプローチによる概念抽出方法 

 

１．はじめに 

本研究で用いたグラウンデッド・セオリー・アプローチ（GTA：Grounded Theory 

Approach）手法による評価概念の抽出方法の作業手順について整理する。GTA は、デー

タ収集を行ない、データ同士を比較し何らかのカテゴリーを見出し（慨念生成）、データ収

集と概念生成を繰り返し、カテゴリーを洗練する（理論的サンプリングと継続的比較分析）

手続きを進める中で、新たな知見が得られない状態（理論的飽和）に達したら、そこで分

析を終了し、得られたカテゴリー及び、カテゴリー同士の連関から理論・モデルを推計す

るというものである（水野, 2004）。 

本研究においては、事後評価結果が記載された評価コメントを分析対象とした。事後評

価に着目するのは、（i）プロジェクトに対する公式な評価として、国民に公開されている

のは事後評価のコメントと評点結果のみであること、（ii）外部公開を前提としているため

抽象度の低い、明確な言葉で記述されていること、（iii）評価結果は、評価委員会の総意と

しての要約であるため、質的データとして洗練されていることが期待されること、から有

効と判断した。 

NEDO の事後評価における評価コメントは、標準的評価項目・評価基準に沿って記述さ

れているが、どのような評価コメントを記載するかについては、評価委員会に委ねられて

おり、例えば、事業の位置付け・必要性のところに、研究開発マネジメントのことが記載

されている場合や評価項目・基準以外の観点でも記述がなされている場合もみられた。そ

こで、総合評価、今後への提言、及び 4 つの評価軸に記載された全コメントを分析対象と

することとした。なお、今後への提言については、プロジェクトの今後の展開や類似プロ

ジェクトへの反映が主であったが、プロジェクトについての評価コメントがなされる場合

もみられたため、分析対象に加えた。 

GTA は質的データから理論を構築するための手法であるが、今回、対象プロジェクトは

48 個と比較的サンプル数が多く、質的データである評価コメントを補足するプロジェクト

の評点結果、及びプロジェクトのマネジメントが評価結果に及ぼす影響をみるため、GTA
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による評価概念の生成を行ない、質的データから量的データを整備して、プロジェクトに

対する公共期待を明らかにすることとした。 

 

２．具体的な手順 

本研究の分析目的は、個別プロジェクトから評価概念を抽出して、個別の評価概念と評

点結果との関係、さらに、研究開発マネジメントと評価結果の関係を明らかにすることで

ある。そのため、事後評価の評価コメントを、プロジェクトに対するポジティブなコメン

トとネガティブなコメントとその他のコメントに分類した。その他のコメントについては、

プロジェクトの今後についての提言や評価結果を分かりやすくするためのプロジェクトの

周辺動向に関する知見の提供などの記述が含まれていたが、プロジェクトの是非について

の評価コメントではないと判断して、分析から除外した。 

プロジェクトの事後評価結果は国民に公開する目的で分かりやすく記載されており、評

価結果は簡潔に記載されており、ポジティブなコメントとネガティブなコメントの抽出は

比較的容易であった。次に、48 プロジェクトの事後評価コメントから、下位カテゴリーの

抽出・整備を行った。具体的な、分析例として、表 1 に「心疾患治療システム機器」事後

評価結果の研究開発マネジメントコメントに関する分析事例を示す。 
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 ポジティブ 

/ネガティブ 
評価コメント 抽出された下位カテゴリー 

① ポジティブ 

研究開発の実施体制（研究開発チーム）は、プロジェク

トリーダー等に臨床循環器学及びシステム生理学に精通

した国際的第一人者が選任され、十分に活躍できる環境

が整備されており、各要素テーマについても適切な企業

や研究者が担当している。 

・プロジェクトリーダーの活躍 

・実施者選定の妥当性 

② ポジティブ 
緊急治療に要する一定の目標を設定し、目標と計画は妥

当なものになっている。  
・目標・計画の設定 

③ ポジティブ 
中間評価を行い、課題を整理し、絞りこみを行ったこと

も適切であり、本事業の達成につながっている。 
・中間評価への対応 

④ ポジティブ 
要素技術の開発を担当する実施者間での連携も十分にな

されていた。  
・実施者間・テーマ間連携 

⑤ ポジティブ 

しかしながら、生体情報取得に係わる技術の利用可能環

境の評価が、不十分であり、動物実験の回数もまだ少な

く説得力のあるデータには至っていない。 

・実用化に向けた成果 

⑥ ネガティブ 

また、心電伝送、統合センサーについては、目標を一律

「３日間連続使用」と設定し、目標達成ための要素技術

の開発に終始したことも惜しまれる。 

・目標・計画の設定 

⑦ ネガティブ 
これらの技術開発には、目標設定の段階から開発経験の

豊富な他の企業の参画も望まれた。  
・実施者選定の妥当性 

⑧ ネガティブ 
中間評価で指摘された、厚生労働省との合同評価に関す

る取り組みも明らかでない。 

・他省庁（厚生労働省との連携）

との連携 

⑨ ネガティブ 
申請スケジュールなど、許認可への計画、認可政策動向

などに対する考慮が十分でなかった。  
・実用化・事業化シナリオ 

表 1 分析事例「心疾患治療システム機器」事後評価結果  研究開発マネジメントコメント 

 

まず、コメントがポジティブかネガティブかについての判断を行なった後、切片化（コ

ード化）を行ない、コメントが対象としている事象の明確化を行う。 

①については、「研究開発の実施体制（研究開発チーム）は、プロジェクトリーダー等

に臨床循環器学及びシステム生理学に精通した国際的第一人者が選任され、十分に活躍で

きる環境が整備されており、各要素テーマについても適切な企業や研究者が担当している。」

から、研究開発の実施体制とプロジェクトリーダーについて、ポジティブなコメントがな

されている。そのため、「プロジェクトリーダーの活躍」、「実施者選定の妥当性」の二つの

下位カテゴリーを抽出した。 

②については、「緊急治療に要する一定の目標を設定し、目標と計画は妥当なものにな

っている。」とあり、ポジティブなコメントとして、「目標・計画の設定」を抽出した。  

③については、「中間評価を行い、課題を整理し、絞りこみを行ったことも適切であり、

本事業の達成につながっている。」とあり、「中間評価への対応」を抽出した。 

④については、「要素技術の開発を担当する実施者間での連携も十分になされていた。」
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とあり、「実施者間・テーマ間連携」を抽出した。 

⑤については、「しかしながら、生体情報取得に係わる技術の利用可能環境の評価が、

不十分であり、動物実験の回数もまだ少なく説得力のあるデータには至っていない。」とあ

り、「実用化に向けた成果」を抽出した。 

⑥については、②では、目標・計画の設定がポジティブであったと評価されたのに対し

て、一部テーマについて、「目標・計画の設定」が妥当でなかったということが述べられて

いる。同一プロジェクトにおいて、同様のコメントが複数回記載されているケースや当該

プロジェクト全体についてのコメントではなく、プロジェクトの中の特定のテーマに関す

るコメント、コメントの表現上の強弱もみられた。しかし、共通的な指標化が困難であっ

たため、「目標・計画の設定」について、ポジティブとネガティブのそれぞれについて、コ

メントがあったと整理した。 

同様に、⑦についても、「これらの技術開発には、目標設定の段階から開発経験の豊富

な他の企業の参画も望まれた」とあり、「実施者選定の妥当性」についても、ネガティブな

コメントがなされていた。①について、ポジティブなコメントがなされているが、同様に

ポジティブとネガティブのそれぞれについて、コメントがあったと整理した。 

⑧については、「中間評価で指摘された、厚生労働省との合同評価に関する取り組みも

明らかでない。」とあり、他省庁（厚生労働省との連携）との連携を抽出した。 

⑨については、「申請スケジュールなど、許認可への計画、認可政策動向などに対する

考慮が十分でなかった。」とあり、「実用化・事業化シナリオ」の下位カテゴリーとした。 

「実用化に向けた成果」、「実用化・事業化シナリオ」については、プロジェクトによっ

て様々な表現が用いられているが、評価コメントの分析から、「研究開発成果」に関する表

現であるのか、「実用化・事業化シナリオ」に関する表現であるのかを判断した。全 48 プ

ロジェクトの評価コメントの分析を行ない、38 個の下位カテゴリーを抽出した。 

次に、38 個の下位カテゴリーから、概念同士の比較検討を行ない、上位概念として評価

概念（カテゴリー）を抽出する（表 2）。 
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表 2 NEDO の事後評価結果から GTA により抽出された評価概念（カテゴリー） 

 

GTA は、慨念生成、概念同士の比較検討を行ない、カテゴリーを洗練する手続きを進め

る中で、新たな知見が得られない理論的飽和まで概念比較を行う。そこで、NEDO の評価

項目・基準を参考にしつつ、下位カテゴリー間での概念比較を行ない、新たな評価概念（カ

テゴリー）がこれ以上出なくなる（理論的飽和）まで比較を行ない、評価概念の抽出を行

った。 

下位カテゴリー間の比較を行う際に、下位カテゴリーと評価概念が一対一の場合、比較

的容易に評価概念が決定できる。今回の事例では、「実施者選定の妥当性」、「プロジェクリ

ーダーの活躍」、「他省庁（厚生労働省・文部科学省・農林水産省）との連携」、「目標・計

画の設定」、「選択と集中」、「予算配分の妥当性」、「人材育成効果」であり、これらについ

ては、下位カテゴリーを分かりやすい表現に改めて、上位の評価概念として設定した。 

次に、複数の下位カテゴリーをまとめたケースを整理する。「社会・経済的位置付け」

の評価概念については、「社会的意義」、「市場的意義」、「プログラムの中での位置付け」、

「費用対効果」、「ビジネスモデル」、「競合との比較」の 6 つの下位カテゴリーを一つに整

カテゴリーグループ 評価概念（カテゴリー） 下位カテゴリー

事業の位置付け・必要性に
ついて

社会・経済的位置付け
社会的意義、市場的意義、プログラムの中での位置付け、費用対効果、ビジネス
モデル、競合との比較

技術的位置付け 我が国独自の技術、優位性を持つ技術、海外先行技術、公共性・共通基盤技術

国の関与の必要性 開発リスクが高い、産官学連携（産官連携・産学連携）の必要性

研究開発マネジメントにつ
いて

研究開発体制 実施者選定の妥当性

体制内連携 実施者間、テーマ間連携

プロジェクトリーダー プロジェクリーダーの活躍

ユーザーとの連携 成果の受け手、ユーザーとの連携

他省庁との連携の必要性 他省庁（厚生労働省・文部科学省・農林水産省）との連携

目標・計画 目標・計画の設定

選択と集中 選択と集中

予算配分 予算配分の妥当性

情勢変化への対応 中間評価への対応、プロジェクト途中での計画変更

研究開発成果について 革新的成果 世界初・世界最高レベルの成果、革新的開発成果

基盤技術の構築 基盤技術の構築、当該分野の開発促進

実用化に向けた成果 実用化に向けた成果（課題の明確化含む）

特許等の知的財産権 特許等の知的財産（特許出願・海外出願・国際標準化）

論文・成果発表・広報 論文・成果普及・学会発表・広報

実用化・事業化の見通しに
ついて

実用化・事業化シナリオ 実用化・事業化シナリオ、実用化・事業化見通し

実用化・事業化体制 実用化・事業化に向けた体制、企業のやる気

市場への波及効果 市場への波及効果、関連分野への波及効果

人材育成 人材育成効果
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理した。これらは、「事業の位置付け・必要性」に関する表現の中で、プロジェクトによっ

て様々な表現がなされており、プロジェクトの市場・経済的な意義に関する表現方法の変

化形と判断した。また、経済産業省・NEDO のプロジェクトの場合、社会的意義と市場的

意義は一体的であることが多く、社会・経済的位置付けを上位の評価概念として設定した。

同様に、「技術的位置付け」の評価概念についても、「我が国独自の技術」、「優位性を持つ

技術」、「海外先行技術」、「公共性・共通基盤技術」という 4 つの下位カテゴリーを一つに

整理して、「技術的位置付け」の評価概念として整理した。その他の、評価概念についても

同様に下位カテゴリー間の比較を行ない、評価概念を整備した。表 3 に評価概念のうち、

基盤技術の構築の概念についての表現方法の変化形の事例を示す。 
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評価概念名 基盤技術の構築 

下位カテゴリー 基盤技術の構築、当該分野の開発促進 

表現方法の変化形 

の例 

<ポジティブ＞ 

・我が国の PP 産業の国際競争力の維持・向上に資する技術を確立し、また成果であ

る各要素技術はそれぞれ独立的な汎用性にも優れている（製造工程省略による省エネ

型プラスチック製品製造技術開発） 

・ＣＮＴの初期成長過程の解明や、強電界下での In-situ TEM 観察技術の開発など

ＣＮＴの基盤技術の向上に大きく貢献したと認められる。（カーボンナノチューブ

FED プロジェクト） 

・本技術開発の中から、スーパーエラストマー材料、セルレーション技術、複合メッ

キ等新しい材料や技術が派生していることに加え、人材育成や我が国の基盤産業技術

のボトムアップ、我が国独自の技術の創成等の波及効果は極めて大きい。（カーボン

ナノファイバー複合材料プロジェクト） 

・材料応用基盤技術は、どのテーマも高い達成度を示しており、（シナジーセラミッ

クス） 

・成果の意義として、基礎研究や開発したプロセス技術はおおいに汎用性がある。（ナ

ノテク実用化開発（ダイヤモンド極限機能プロジェクト）） 

・本プロジェクトの成果は、将来の臨床インフォマティクスの基盤となる技術と考え

られ（臨床用遺伝子診断システム機器） 

・新規性、将来性、世界的水準の点からは、センサーデバイス基盤技術の成果を特に

高く評価したい。（心疾患治療システム機器） 

実用化への基盤整備を実現したという観点に立てば、その目標はほぼ達成したと考え

る。（タンパク質機能解析・活用プロジェクト） 

 

＜ネガティブ＞ 

・ナノ機能を備えたカプセル化基盤技術の体系化に対しては、「フォーカス 21」移

行に伴い、必ずしも大きな成果が得られたとは言えない点は今後に課題を残した。（ナ

ノ加工・計測技術（機能性カプセル活用フルカラーリライタブルペーパープロジェク

ト）） 

・「マイクロ化学プラント技術の体系化」については、現時点では、なお「体系化」

としては十分でない。（マイクロ分析・生産システムプロジェクト） 

・本プロジェクトの当初の目的であったナノメタラジーの確立への対応が幾分疎かに

なった面も否定できない。（ナノメタル技術） 

・成果の汎用性、成果の普及については、現状では乏しい。（バイオプロセス実用化

開発） 

・しかし、いくつかの期待できる遺伝子が単離され、また、一般的技術も構築されつ

つあるが、安定した開発基盤技術が確立されたという段階には遠い。（植物の物質生

産プロセス制御基盤技術開発） 

・新たなコンセプトや基盤技術の創出は十分ではなかった。（機能性  RNA プロジ

ェクト） 

表 3 「基盤技術の構築」の評価概念に関する表現方法の変化形の例  

 

下位カテゴリーから上位の評価概念に纏めた場合、同一評価概念に含まれる下位カテゴ

リーが複数回指摘されるケースがみられたが、当該評価概念に関する指摘の有無（あり=1、

なし=0）に関するダミー変数として整備した。 

評価概念を統合するカテゴリーグループについては、NEDO の評価項目・基準の 4 つの

評価軸である「事業の位置付け・必要性」、「研究開発マネジメント」、「研究開発成果」、「実
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用化・事業化の見通し」を用いて、当該評価コメントが 4 つのカテゴリーグループのいず

れに該当するかの判断に用いた。 

その結果、「事業の位置付け・必要性」のカテゴリーグループで、3 つの評価概念（社会・

経済的位置付け、技術的位置付け、国の関与の必要性）、「研究開発マネジメント」で 9 つ

の評価概念（研究開発体制、体制内連携、プロジェクトリーダー、ユーザーとの連携、他

省庁との連携の必要性、目標・計画、選択と集中、予算配分、情勢変化への対応）、「研究

開発成果」で 5 つの評価概念（革新的成果、基盤技術の構築、実用化に向けた成果、特許

等の知的財産権、論文・成果発表・広報）、「実用化・事業化の見通し」において、4 つの

評価概念（実用化・事業化シナリオ、実用化・事業化体制、市場への波及効果、人材育成）

を抽出した。 

ライフサイエンス分野では評価項目・基準にはない「他省庁との連携（厚生労働省、文

部科学省、農林水産省との連携）」の評価概念が抽出された。両分野において、評価項目・

基準にみられない「実用化・事業化体制（実用化・事業化に向けた体制・企業のやる気）」

の評価概念が抽出された。他省庁との連携については、「研究開発マネジメント」に、「実

用化・事業化体制（実用化・事業化に向けた体制・企業のやる気）」については、「実用化・

事業化の見通し」に分類した。 

個別のプロジェクトに関するポジティブなコメントとネガティブなコメントに対して、

当該評価概念がポジティブに表現されている場合は、ポジティブのダミー変数を 1 として、

ネガティブに表現されている場合は、ネガティブのダミー変数を 1 として、全 48 プロジ

ェクトにおいて整備して、分析に用いた。 

 


